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平成１３年８月

株式会社　北海道銀行



　　弊行は、｢金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律｣に基づき、平成

　１２年３月３１日に、協定銀行により無担保転換社債（劣後特約付）４５０億３千

　万円の引受けをいただいております。

　　この度、平成１１年９月３０日付金融再生委員会の「経営健全化計画の見直しに

　についての基本的考え方」に基づき、平成１７年３月期までの計画を策定いたしま

　た。

　　なお、今後、計画に記載された事項について重大な変更が生じた場合や生じるこ

　とが予想される場合は、遅延なく金融庁に報告いたします。

　経営の健全化のための計画の前提条件

　　計画期間中の金利、為替、株価等の設定水準につきましては、以下を前提に

　考えております。

　り、一時的に失業率の増加を招く等、当面はマイナス面が先行し、低迷が続く

　ものと予想されます。しかしながら、平成１５年度以降は、プラス効果が徐々

　に現れ、金融面の安定化が一層図られるとともに、企業のリストラ努力による

　財務体質の強化が期待でき、新しい産業の芽生えとも相まって、民需主導の自

　立的な景気回復軌道に乗ってくるものと考えております。

　　このような経済環境予想に基づき、計画の前提条件として金利・為替・株価

　等を下記のとおり予想いたします。

　〔金利〕

　　短期金利につきましては、当面の景気低迷を背景に、現行の超低金利政策が

　平成１４年度まで続き、その後なだらかな上昇に転じるものと予想いたしまし

　た。長期金利につきましては、中長期的には景気回復トレンドの見通しのもと、

　平成１３年度よりなだらかな上昇を予想いたしております。

　〔為替〕

　　先行きの見通しにつきましては、景気動向以外にも不確定要因が多いため、

　計画見直し時点（平成１３年６月末）におけるレートを横這いといたしました。

　〔株価〕

　　先行きの見通しにつきましては、景気動向以外にも不確定要因が多いため、

　計画見直し時点（平成１３年６月末）における日経平均株価を横這いといたし

　ました。
　主要前提条件

13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期
無担Ｏ／Ｎ 0.12 0.01 0.01 0.25～0.50 0.50
ＴＩＢＯＲ　３Ｍ 0.11 0.10 0.10 0.50～0.75 0.75
ＳＷＡＰ　５Ｙ 0.64 1.00～1.50 1.75～2.00 2.25～2.50 2.75
１０年国債 1.27 1.50～2.00 2.25～2.50 2.75～3.00 3.25
為替（円／ドル） 126 124 124 124 124
日経平均株価 12,999 12,969 12,969 12,969 12,969

　　※金利につきましては、各期中平均を記載しております。

　　景気につきましては、公共投資の削減、さらには構造改革等の政策推進によ

（単位：％、円）
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　　　　の増強に係る措置を含むものとする）」の提出命令をお受けするに至りま

　　　　した。

　　き株式等の引受け等を申請いたします。

　　イ．「健全な自己資本の状況にある旨の区分」に該当すること

　　　　当行の平成１１年３月末の自己資本比率は、海外営業拠点を有しない銀行

　　　に係る自己資本比率基準（以下「国内基準」という。）で3.03％でありまし

１.金額・条件等【平成１２年３月の申請時に記入した内容であります。】

（１）根拠

　　　当行は、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」第７条に

　　規定する申請要件を満たすものと判断したことから、同法第４条第２項に基づ

　　　たが、平成１１年７月末に５３７億円の第三者割当増資を実施したこと等に

　　　より、平成１１年９月末の同比率は5.68％の実績となり、当行は、同法第２

　　ロ．法定要件ならびに基準を充足すること

　　　　当行は、以下のとおり、同法第７条各項に規定する各法定要件ならびに基

　　　条第３項に規定する「健全な自己資本の状況にある区分」に該当いたします。

　　　準を充足いたしております。

　　（イ）同法第７条第１項第１号

　　　　　当行が営業基盤としている北海道では、平成９年１１月に北海道拓殖銀

　　　　行が経営破綻し、道内金融システムは大きな混乱と不安を招く事態となり

　　　　ました。道内経済が、景気低迷による企業業績の悪化や地価の下落等によ

　　　　り、大きく落ち込んでいた中での本事態の発生は、民間企業間での信用収

　　　　縮も併発し、近時やや落ち着きを取り戻してきてはおりますものの、その

　　　　影響は容易ならざるものがございます。

　　　　　当行におきましては、平成５年度以降、深刻化した不良債権問題を最大

　　　　の経営課題と認識し、できる限り前倒し処理を行ってまいりましたが、上

　　　　記のような状況の中では、そのスピードを一層早めることが必要と判断し

　　　　平成１１年３月期決算までに処理をほぼ終えたところであります。しかし

　　　　ながら、この結果、自己資本比率を大きく毀損することとなり、平成１１

　　　　年５月に銀行法第２６条第１項の規定に基づき、金融監督庁より「経営の

　　　　健全性を確保するための合理的と認められる改善計画（原則として、資本

　　　　　当行といたしましては、本命令に先立ち予定しておりました優先株式に

　　　　よる第三者割当増資を直ちに実行し、平成１１年９月末における国内基準

　　　　の自己資本比率は、5.68％まで回復いたしましたが、業界水準との比較で

　　　　は依然低位にあり、このことが、市場やお客さまからの評価を十分に得ら

　　　　れない一因と考えております。

　　　　　北海道経済が非常に厳しい環境下にあって、地元金融機関の核の一つと

　　　　して、当行に期待されている役割や責務には非常に大きいものがあり、そ

　　　　のためには、安定した資金調達により、地元での資金需要に対して円滑な

　　　　資金供給を続け、道内金融機能の維持・向上を目指さなければならないも

　　　　のと認識いたしております。
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　　　　す。

　　　　　このことから、当行としてはこの使命を全うするためには、早期に自己

　　　　資本の更なる増強を図り、市場や道民の皆さまから十分なご信認をいただ

　　　　くことが不可欠であると判断しており、その要件を充足していると考えて

　　　　おります。

　　（ロ）第７条第１項第２号

　　　　　当行のコアの収益力は地銀トップクラスにまで高まっており、平成１１

　　　　年３月期の修正業務純益（債券５勘定尻及び一般貸倒引当金繰入を除くベ

　　　　ース）は３０３億円を計上、平成１２年３月期は、３３３億円の計上を予

　　　　定いたしております。

　　　　　また、税引後当期利益は、不良債権の出来得る限りの前倒し処理を行っ

　　　　てきたことから、過去４期において損失計上のやむなきに至りましたが、

　　　　平成１１年３月期までに処理をほぼ終了したこともあり、今後は安定した

　　　　利益を確保できる見通しにあります。

　　　　　したがいまして、今後の収益計画をもとに、今回申請いたします無担保

　　　　転換社債（劣後特約付）の消却を適宜実施することは十分可能であり、そ

　　　　の要件を充足していると考えております。

　　（ハ）第７条第１項第３号ならびに第２項

　　　　　当行は平成５年度より、他行に先駆けて抜本的な経営合理化に取り組ん

　　　　でまいりました。当行に課せられた金融機関としての機能を維持するため

　　　　には、既に限界までの合理化を実施しているものもございますが、本計画

　　　　において、更にでき得る限り、役職員数及び経費の抑制等を含む経営の合

　　　　理化、経営責任・株主責任の明確化、資金の貸付その他信用供与の円滑化

　　　　のための諸方策を講じるとともに、利益の流出を必要に応じて抑制するこ

　　　　とを明確にしており、その要件を充足していると考えております。

　　（ニ）第７条第１項第５号ロ

　　　　　当行は北海道内において、預貸金ともに約２０％のシェアがあり、道内

　　　　金融機能の維持・向上に重要な使命を担っているものと認識いたしており

　　　　ます。

　　　　　一方、道内金融システムは北海道拓殖銀行の破綻以降、十分安定してい

　　　　るとは言い難く、今後、当行株価の更なる下落あるいは預金等の流出等が

　　　　発生した場合は、急激かつ大幅な信用供与の収縮が生ずる恐れがございま

　　　　　このような状況を回避するためには、協定銀行による株式等の引受け等

　　　　による当行の自己資本増強が不可欠であり、その要件を充足していると考

　　　　えております。
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＜無担保転換社債(劣後特約付)の概要＞

　社債の総額 　４５，０３０百万円

　利率 　年１．１６％

　発行価額 　額面１００円につき金１００円

　償還価額 　額面１００円につき金１００円

　払込期日 　平成１２年３月３１日

　償還日 　定めない

　劣後特約 　あり

　優先株式への転換を 　平成１２年７月３日

           請求し得べき期間 　～平成２１年７月３１日

  優先株式への転換価額 　５７０円

(転換により発行する優先株式の内容)

　株式の種類 　普通株式への転換型優先株式

　発行株数 　７９百万株

　発行価額 　１株につき５７０円

　うち資本に組入れない額 　１株につき２８５円

　優先配当金   １株につき６円６２銭

　優先中間配当金   １株につき３円３１銭

　残余財産の分配額 　１株につき５７０円

　消却 　消却条項あり

　議決権・新株引受権等 　なし

　普通株式への転換を 　平成１３年８月１日

           請求し得べき期間 　～平成２２年７月３１日

　転換条件 　年１回上下方修正

　下限転換価額 　１１０円

　一斉転換日 　平成２２年８月１日

（２）発行金額、発行条件、商品性（詳細は別紙）

　　　発行条件に関しましては、「個別金融機関において、普通株式の配当利回り

　　は、優先株式の配当率以下とすることを原則とする」とした金融再生委員会の

　　考え方を踏まえて申請いたします。
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＜自己資本比率の状況＞ （単位：億円）

11年９月末 12年３月末見込 差異

Tier Ⅰ 　１，１１２ 　１，１４４ 　　３２

Tier Ⅱ 　　　１３７ 　　　５８２ 　４４５

自己資本計 　１，２４９ 　１，７２６ 　４７７

リスクアセット ２１，９８７ ２１，０９５ －８９２

自己資本比率 　５．６８％ 　８．１８％ 　２．５０％

（３）金額の算定根拠及び当該自己資本の活用方針

　　イ．算定根拠

　　　　当行は、これまでの不良債権処理により自己資本を大きく毀損いたしまし

　　　たが、平成１１年７月に実施いたしました第三者割当増資により、平成１１

　　　年９月末の国内基準の自己資本比率は5.68％まで回復いたしております。

　　　　しかしながら、同比率が業界水準との比較では依然低位にあり、市場やお

　　　客さまから、より高い信認を得るためには、更なる自己資本の充実が必要と

　　　考え、公的資金４５０億３０百万円の申請を行うものであります。これによ

　　　り、国内基準の自己資本比率は、平成１２年３月末には、8.18％にまで改善

　　　されることになります。

　　　滑な資金供給に活用いたしてまいります。

　　　　また、道内のお客さまのニーズに対応する金融サービス機能の充実に向け

　　　た投資にも振り向けてまいります。

　　ロ．自己資本の活用方針

　　　　今回の申請に基づき受け入れる公的資金につきましては、自己資本の増強

　　　に大きく寄与することとなり、これを道内企業・個人への一層安定的かつ円

4



２.経営の合理化のための方策

　　　　　平成１２年度の国内経済を顧みますと、景気は企業部門の牽引により、

　　　　夏場にかけて緩やかな回復傾向を辿りました。すなわち、家計部門の需要

        は総じて低調に推移しましたが、ＩＴ関連需要増や海外経済の好調を背景

（１）経営の現状及び見通し

　　イ．平成１２年度決算（平成１３年３月期）の概況

　　（イ）金融経済環境

　　　　に生産活動が活発化したほか、設備投資の増勢も強まりました。

　　　　　しかしながら、秋口以降は、個人消費の低迷が続くなか、米国経済の減

　　　　速等を背景に輸出が伸び悩み、生産活動が抑制基調に転じました。こうし

　　　　込み等からウェートの高い公共投資が減少基調で推移するなか、個人消費、

　　　　た状況を反映して、企業の業況判断も悪化し、設備投資にも減速の兆しが

　　　　みえはじめるなど、景気は年度末に向けて徐々に調整色を強めてまいりま

　　　　した。この間、政策当局は総事業規模１１兆円に及ぶ財政支出を追加した

　　　　ほか、物価誘導水準を盛り込んだ空前の金融緩和に踏み切りました。

　　　　　一方、当行の営業地域であります北海道経済についてみますと、景気は

　　　　全国にも増して厳しい状況となりました。すなわち、地方単独事業の落ち

　　　　　７億円となり、健全化計画対比では１，４３６億円下回る実績となりま　

　　　　　した。このうち、特殊要因として、健全化計画策定時には織り込んでい

　　　　住宅投資、設備投資が揃って低迷したほか、年度後半には生産活動の減速

　　　　傾向が鮮明になりました。アジア方面からの団体旅行客増加、札幌駅北口

　　　　のビジネス交流拠点誕生など、明るい話題もありましたが、一方では有珠　　　　　　　　　　

　　　　山噴火が住民生活、地元産業、道内物流など様々な面に大きな爪痕を残し

　　　　ました。こうした環境のなか、企業の資金需要は経営効率化に向けた財務

　　　　体質改善の動きを反映して総じて手控え傾向で推移いたしました。

　　（ロ）主要勘定（平残）

　　　　　は１２２億円、株式運用は６１億円、それぞれ減少いたしました。

　　　　　ったことが最大の要因であります。

　　　　①　貸出金

　　　　　　貸出金の期中平残は、前年同期比１，３４５億円減少の２兆５，８８

　　　　　て取り組んだ私募投信が増加したことがあげられます。一方、社債運用

　　　　③　預金（ＮＣＤ含む）

　　　　　　預金の期中平残は、前年同期比７７億円減少の３兆３，３９４億円と

　　　　　となり、健全化計画対比では９２２億円上回る実績となりました。

　　　　②　有価証券

　　　　　　有価証券の期中平残は、前年同期比７２２億円増加の５，９２０億円

　　　　　　主な要因としては、価格変動リスクを考慮しつつ、期間が短めのもの

　　　　　を中心に国債で６９８億円増加、その他、運用手段の多様化の一環とし

　　　　　なり、健全化計画対比１６２億円下回る実績となりました。

　　　　　　主な要因としては、運用に見合った調達を行う方針のもと、資金需要

　　　　　の低迷により貸出金の伸びが低調であったことから、コストの高い大口

　　　　　ない部分直接償却を平成１２年３月期から実施したことがあげられ、こ

　　　　　の要因を調整したベースでは２兆６，９２８億円となり、健全化計画対

　　　　　比では３９５億円下回る実績となりました。住宅ローンが５１１億円増

　　　　　加いたしましたが、長引く景気低迷を反映し、事業性貸出の伸びが鈍か
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　　（ハ）損益

　　　　　る個人預金の増強等に積極的に取組み、前年同期比５５９億円増加いた

　　　　①　業務粗利益

　　　　　しました。

　　　　　決済資金の取り入れ、取引優遇サービス「ステップＤＯ」をツールとす

　　　　　預金の取り入れを抑制したことによるものです。流動性預金は、事業性

　　　　　計画対比では３億円下回る実績となりました。

　　　　　結果、計画を0.06ポイント上回る実績となりましたが、ボリューム面で

　　　　　とにより、利息収入が計画を下回ったことがあげられます。また、有価

　　　　　　一方、資金調達費用は、コストの高い大口預金の取り入れを抑制した

　　　　　は住宅ローンは順調に増加したものの、事業性貸出の伸びが鈍かったこ

　　　　　証券の利回り低下も減収要因となりました。

　　　　　全化計画どおりの８５億円の実績となりました。

　　　　　ＡＴＭ提携手数料の増強に特に努めました結果、前年同期比３億円増加

　　　　　の９７億円となりましたが、その他の手数料収入は横這いとなり健全化

　　　　　本的に改正し、当年度の同費用は１７億円の計上に止まり、８億円の負

　　　　　こと、決済資金の取り込み等流動性預金の増加に努めたことにより、健

　　　　　端末更新に係るアウトソーシング費用の増加を主因として、５億円増加

　　　　　の１７６億円、税金は横這いの２３億円となりました。

　　　　　　健全化計画との対比では、人件費で１０億円、物件費で３億円、税金

　　　　　　この結果、資金利益は、健全化計画対比１３億円下回りました。

　　　　（役務取引等利益）　

　　　　　　役務取引等利益は、ＦＢ関連手数料、投信販売手数料、キャッシング

　　　　　オフバランス化による資産の置き換えや、適正なプライシングに努めた

　　　　　　業務粗利益は７８６億円となり、健全化計画で見込んでおりました

　　　　　７３０億円を５６億円上回りました。　

　　　　（資金利益）　

　　　　　なりました。この要因といたしましては、貸出金の利回は、不良債権の

　　　　　　資金運用収益は７０２億円で、健全化計画対比１３億円下回る実績と

　　　　　２５億円見込んでおりましたが、平成１３年１月より企業年金制度を抜

　　　　（その他業務利益）

　　　　　　国債等債券売却益を中心に７２億円の実績となりました。

　　　　②　経費

　　　　　　経費につきましては、お客様へのサービス向上のために必要な投資は

　　　　　積極的に行いつつ、一方で効率的な業務運営に努めました結果、前年同

　　　　　期比１億円減少の３９８億円となり、健全化計画との対比では１４億円

　　　　　下回る実績となりました。

　　　　　　内訳としては、人件費は人員削減、賞与支給率削減幅の５０％への拡

　　　　　処理することとなりましたが、これを人件費として見做したとしても、

　　　　　大を主因として、前年同期比６億円減少の１９８億円、物件費は営業店

　　　　　担軽減を図りました。

　　　　　　また、同費用１７億円のうち７億円は、「その他経常費用」にて経理

　　　　　で１億円、それぞれ下回っております。

　　　　　　なお、退職給付に係る会計制度の変更による人件費の増加は、年間で

　　　　　健全化計画を３億円下回る実績となりました。
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　　　　③　業務純益

　　　　　　以上により、一般貸倒引当金繰入前の業務純益は３８８億円となりま

　　　　　　健全化計画（１３年３月末:連単共に8.27％）に対しましては、期末

　　　　　のリスクアセットが計画より若干（１５０億円強）上回ったことを要因

　　　　　に、0.08ポイント下回りましたが、ほぼ計画どおりの水準を達成いたし

　　　　　ました。

　　　　　　なお、公的資金による無担保転換社債（劣後特約付）４５０億３千万

　　　　　円につきましては、当年度中に優先株式へ転換となることを想定いたし

　　　　　株式につきましては、年１５円（うち中間配当７円５０銭実施済）の配

　　　　　金利下にあっても、本業実力ベースの収益力は３００億円を超えるレベ

　　　　　内部留保の蓄積を優先することとし、普通株式につきましては、中間期

　　　　　り、健全化計画対比では１０億円下回る実績（達成率85.9％）となりま

　　（ニ）配当

　　　　　した。

　　　　　ておりましたが、平成１２年９月２９日付で優先株式へ転換となり、

　　　　　　なお、一般貸倒引当金の繰入れと国債等債券関係損益を除くベースの

　　　　　修正業務純益は３１３億円となり、資金需要低迷下、さらには空前の低

　　　　　　配当につきましては、収益状況を勘案しつつ、でき得る限り早期に安

　　　　　　不良債権処理損失額は、期中に大手百貨店等の大型倒産が集中発生し

　　　　　した。一般貸倒引当金は、貸出条件緩和債権の計上基準をより厳格に変

　　　　　更したこと等により４４億円繰入れし、これを繰入れ後の業務純益は、

　　　　　３４３億円となり、健全化計画対比１９億円上回る実績となりました。

　　　　　ルを確実なものにいたしております。

　　　　④　経常利益

　　　　　　臨時損益につきましては、株式等損益で２０億円の損失計上を行って

　　　　　おります。内訳は、売却損益が＋９億円、償却が２９億円であります。

　　（ホ）自己資本比率

　　　　　　なお、第一回第一種優先株式（公的資金分）につきましては、期末配

　　　　　当３円３４銭（無担保転換社債から優先株式へ転換となった平成１２年

　　　　　に引き続き無配とさせていただく方針です。

　　　　⑤　当期利益

　　　　　　上記に特別損益、法人税等調整額を加え、当期純利益は６１億円とな

　　　　　定的な配当を目指してまいる方針でありますが、当期におきましては、

　　　　　7.57％となりました。

　　　　　たこと等もあり、２９９億円となりました。

　　　　　　以上の結果、経常利益は６９億円となり、健全化計画対比では５５億

　　　　　円下回る実績となりました。

　　　　　当を予定いたしております。

　　　　　　自己資本比率（国内基準）は、単体ベース、連結ベース共に8.19％

　　      （速報値）となり、平成１２年３月末の単体ベース8.18％、連結ベース

　　　　　8.16％をそれぞれ0.01、0.03ポイント上回りました。

　　　　　９月２９日から平成１３年３月３１日までの配当）、第一回第二種優先

　　　　　平成１３年３月末のＴｉｅｒ１比率は前年同期比2.15ポイント高まり、
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　　　　当行の営業基盤であります北海道経済は、公共投資、住宅投資が減少して

　　　おりますほか、個人消費につきましても総じて低調に推移しております。ま

　　　た、需要不振が続くなか、生産活動につきましても抑制を余儀なくされてお

　　　り、全般に厳しい状態が続いております。

　　　　一方、地価の動向につきましては、一時期に比較すれば下落率が緩やかに

　　　なってはおりますものの、依然として低下傾向にあります。

　　　　こうした情勢を最大限考慮しますとともに、本年４月に公表されました「

　　　緊急経済対策」で示された大手行のオフバランス化に伴います直接的・間接

　　　的な影響も考慮いたしました結果、年間で１９０億円の不良債権処理損失額

　　　の計上を見込んでおります。

　　　　経営の合理化・効率化に関しましては、当行は他行に先駆けて取り組んで

　　　～６年度、第二次：平成７～９年度）では、経費構造の抜本的な見直しを図

　　ロ．経営の合理化・効率化への取組み

　　　まいりました。平成５年度から取り組んだ「合理化計画」（第一次：平成５

　　　り、５年後の平成９年度には平成４年度対比、年間１０４億円の経費削減を

　　　　このことは、投下経費の効率性指標でありますＯＨＲ（オーバーヘッドレ

　　　達成いたしております。

　　　す。その後におきましても、この体質の定着化を図り、お客様へのサービス

　　　向上に資する前向きな投資は積極的に行っておりますものの、経費総体は、　

　　　ほぼ横這いで推移いたしております。

　　　　この結果、営業努力とも相まって、平成４年度には１２０億円台であった

　　　コア業務純益は、３００億円以上を安定的に確保できる体質となっておりま

　　　　この間の主要な合理化策といたしましては、人件費関連では人員の削減と

　　　健全化計画を２０名上回るスピードで削減が進み、目標といたしております

　　　シオ：経費／コア業務粗利益）に表れており、平成１２年９月期の同比率は

　　　56.8％と地方銀行６４行中、第３位の実績となっております。

　　　給与水準の見しに取り組みました。人員数につきましては、平成１３年３月

　　　末は２，３７６人で、平成５年３月末対比▲８５９人、削減率26.6％となり

　　　んでまいる所存であります。

　　　平成１６年３月末人員２，２５０人体制へ向け、順調な実績となっておりま

　　　す。給与水準の見直しにつきましては、平成８年度以降、ベースアップの凍

　　　結を継続いたしておりますとともに、平成１３年１月には、人事・給与制度、

　　　　一方、役員に関しましては、平成１１年６月より取締役数を６名（ピーク

　　　退職金・年金制度を抜本的に改正いたしました。新制度では、年功要素によ

　　　る給与の上昇を排除し、ポストと実績にリンクする体系といたしました。ま

　　　た、賞与につきましても、平成１２年度より、支給率削減幅を更に拡大し、

　　　支給率はピーク時の５０％といたしております。

　　　時１８名）にまで減員いたしましたほか、この際の役員退職金の支給見送り、

　　　役員報酬の減額（役職に応じて35～50％減額）継続、役員賞与の全額辞退継

　　　続等を行ってまいりました。

　　　　また、物件費関連では、機械化投資や運営体制の見直し効果を業務の効率　

　　　化に最大限発揮される努力を行うとともに、内周りのランニングコストにつ

　　　きましては、引き続き徹底的な抑制を図ってまいりました。

　　ハ．不良債権処理損失額の見通し

　　　　今後につきましても、経営の合理化・効率化に役職員一丸となって取り組
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　　　　今後も適切なリスク管理体制のもと、不良債権の新規発生の防止に努めま

　　　すとともに、不稼働資産となっております破綻先債権・延滞債権につきまし

　　　ては、直接償却や売却によるオフバランス化に努め、縮小に努めてまいりま

　　　す。

　　　（注１）不良債権比率（リスク管理債権／貸出金）

　　　　　　１２年３月期７．７２％　　１３年３月期８．３１％

　　　（注２）与信費用比率（不良債権処分損／貸出金）

　　　　　　１２年３月期０．８８％　　１３年３月期１．３２％

　　　　　　１４年３月期０．７２％　　１５年３月期０．７２％

　　　　　　１６年３月期０．２７％　　１７年３月期０．２７％

　　　　不良債権処理にかかる見通しを、上記に記載の理由から、従来の計画に対

　　　しまして上積みいたしました結果、平成１３年度の税引後当期利益につきま

　　　しては３５億円、平成１４年度につきましては１１２億円と、いずれも従来

　　　の計画を下回る見通しであります。

　　　　上記の通り、従来の計画を下回る見通しとなりますことから、これを踏ま

　　　え、更なるリストラへの取り組みと一層の責任ある経営体制の確立に取り組

　　　んでまいります。

　　　　更なるリストラへの取り組みにつきましては、その詳細を２６頁以降に記

　　　載しておりますが、行員数２，２５０人体制の確立、効率的な渉外活動、人

　　　事にかかる諸制度の見直し、店舗の統廃合、利用度の低い不動産の処分等に

　　　取り組んでまいります。

　　　　責任ある経営体制の確立につきましては、その詳細を４０頁以降に記載し

　　　ておりますが、コンプライアンス体制の強化、経営の意思決定プロセス及び

　　　相互牽制の徹底等に取り組んでまいります。

　　ニ．当期利益の見通し

　　ホ．更なるリストラと責任ある経営体制の確立について

　　　　長期ビジョンは、向こう１０年以内に当行が到達すべき理想像ともいえる　　　　　

　　　「あるべき姿」を示したものであり、中期経営計画はこれを達成するための

　　　２年間毎の具体的戦略であります。中期経営計画は、健全化計画を骨子とし

　　　つつ、より詳細な施策を織り込むとともに、環境の変化にも柔軟に対応した

　　　内容となっております。

　　　　平成１３年４月より長期ビジョン及び中期経営計画をスタートさせました。　　

　　へ．長期ビジョン・中期経営計画
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長期ビジョン
『Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　Ｐｌａｎ　１０』

プログレス　プラン　テン

　　　　　　　　　各中期経営計画
１０年間を２年毎の期間に区切り、各期間で上記長期ビジョンの考え方、基本方針に基
づく施策・目標計数等を設定した「中期経営計画」を展開します。

第一次中計
13～14年度

第二次中計
15～16年度

第三次中計
17～18年度

第四次中計
19～20年度

第五次中計
21～22年度

定　義
新時代にふさわしい当行の企業価値、企業風土の再構築を成し
遂げる期間と位置付けし、これに向けた経営のベースとなる考
え方を示しています。

期　間 平成１３年度から目標達成までの１０年以内
　　　　　　　　　　　　　　　（最長で平成２２年度まで）

キーワード

「道銀シップ」
　Ｓ：Ｓｐｅｅｄ　　　　　　　スピード
　Ｈ：Ｈｅａｒｔ　　　　　　　愛　　情
　Ｉ：Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　　革　　新
　Ｐ：Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　　　　前　　進

目指す
銀行像

地域とお客様からゆるぎない信頼と支持を得る道内ベストバンク

経営の
基本方針

１．地域に根ざした営業展開により、道内中堅・中小企業およ
　び個人のお客様のニーズにマッチした金融サービスの提供と
　資金供給を行う。
２．革新的思考により、新たな企業価値・企業風土を醸成する。

財務上の
目　　標

「前進、進歩、向上」を意味する「Ｐｒｏｇｒｅｓｓ」
「あるべき姿」を達成するための期間目標「１０年」以内
「万全磐石の財務体質」としての自己資本比率目標「１０％」の確保

〇　安定配当（普通株：年間５円以上）の実現
〇　公的資金（４５０億３千万円）の全額消却
〇　国内基準自己資本比率１０％の確保

課題１：収益力強化による内部留保の蓄積　　課題２：リスク管理態勢の整備強化
課題３：経営資源の戦略的・効率的再配分　　課題４：新時代に向けた人材育成

１０年以内で達成

［長期ビジョン＆中期経営計画］
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（２）業務再構築のための方策

　　イ．収益拡大のための新たなビジネス戦略

　　　　当行は、より一層の収益拡大を図るべく、「道内リテール取引への特化」を

　　　基本方針とする新たなビジネス戦略に取り組んでまいります。

　　　【道内リテール取引への特化】

　　　　　当行は、道内中堅・中小企業及び個人のお客さまのニーズにマッチした

　　　　金融サービスを提供するとともに、円滑な資金供給を行ってまいります。

　　

　

　　　　１．リテール取引基盤の強化

　　　　　(1) 法人リテール取引の強化

　　　　　(2) 個人リテール取引の強化

　　　　　(3) 地方公共団体等取引の強化

　　　　　(4) チャネルの多様化

　　　　２．ローコスト営業体制の確立

　　　　　(1) 店舗機能とネットワークの見直し

　　　　　(2) エリア営業体制導入効果の極大化

　　　　　(3) 人員の戦略的・効率的配置

　　　　３．新人事制度の定着

　　　

　　　　当行は、道内金融機関の核の一つとして、道内企業の健全な資金ニーズに

　　　対する円滑な資金供給を行うとともに、当行の有する金融機能を通じて地場

　　　産業の育成・振興を図ることが、最大の存在意義であると認識いたしており

　　　ます。

　　　　法人リテール取引における今後の重点取引対象といたしましては、道内中

　　　堅・中小企業とし、特にマーケット規模の大きい札幌地区及び主要８都市に

　　　おきましては、本支店一体となった渉外活動により、新規取引先の開拓や既

　　　往取引先のシェアアップを強力に推進し、お取引の拡大を目指してまいりま

　　　す。

　　　　その他の地区におきましては、信金・信組等の地域金融機関との共存を図

　　　りつつ、当行のもつ金融サービス機能やノウハウ・情報を活用し、お取引の

(1) 法人リテール取引の強化

基本方針

基本戦略

収益拡大のための新たなビジネス戦略

１．　リ　　テ　　ー　　ル　　取　　引　　基　　盤　　の　　強　　化
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　　　拡大を図ってまいります。

　　【預　金】

　　　　資金調達面につきましては、企業の決済資金を中心とした流動性預金の資

　　　金集中による低コストな預金の増強及び親密取引先の拡大によりお取引のベ

　　　ースとなります定期性預金の獲得に取り組んでまいります。

　　【貸　出】

　　　　資金運用面につきましては、コンサルティング機能や情報提供力を駆使し

　　　お客さまの資金ニーズに的確にお応えし、良質な貸出資産の増強を図ってま

　　　いります。

　　　　また、融資収益力強化への取り組みといたしまして、貸出にともなう引当

　　　コストを認識し、当行の基準に基づいた金利体系の徹底により、信用リスク

　　　に応じたプライシングの強化を図ってまいります。

　　［商品・サービス］

　　　　①　ファームバンキングサービス

　　　　　　ファームバンキングサービスにつきましては、企業の決済資金を中心

　　　　　とした低コスト預金の集中及び振込件数の増加による手数料収入の増強

　　　　　のための重要なサービスとして位置づけております。

　　　　　　併せて、ファームバンキングサービスは、お客さまの業務の効率化に

　　　　　資することから、新規のお取引先拡大のための切り口としても積極的な

　　　　　活用を図ってまいります。

　　　　　　このための体制といたしましては、サービス機能の向上に取り組むと

　　　　　ともに、「ファームバンキング専担チーム」の陣容を強化し、営業店の

　　　　　推進をバックアップいたしてまいります。

（単位：先）

平成10年３月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月

パソコンサービス 6,131 6,660 7,566 8,771
データ伝送サービス 148 167 169 176
アンサーサービス 5,058 5,286 5,139 4,902
ファクシミリバンクサービス 1,346 1,241 1,046 891
ワイドネット 493 540 593 716
新型資金管理サービス 141 404 536 601

合　　計 13,317 14,298 15,049 16,057

※　アンサーサービス、ファクシミリバンクサービスにつきましては、レベルアップしているパソコン

　サービス、データ伝送サービスへの契約シフトがあり、減少傾向となっております。

Ｆ Ｂ 契 約 先 数 の 推 移

※

※
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　　　　　　平成１２年１２月現在でのＦＢ契約先数（※）は地銀６４行中第２

　　　　　位の実績となっております。

　　　　　　※　パソコンサービス・データ伝送サービスの合計契約数

　　　　②　外国為替サービス　

　　　　　　外国為替サービスにつきましては、貿易取引に関する決済性資金や貸

　　　　　出金の増強と道内貿易関連企業の新規取引及び既往のお取引先のシェア

　　　　　アップのための重要なサービスとして位置づけております。

　　　　　　このため、「海外業務サポートセンター」に専任のスタッフを配置し

　　　　　貿易実務のお手伝いやコンサルティング業務を行うほか、ロシア人アド

　　　　　バイサーの採用、国際弁護士・会計士との顧問契約などお取引先のニー

　　　　　ズにお応えできますよう体制の充実に取り組んでおります。

　　　　　　また、輸出入通関業務の省力化・迅速化を目的としたＮＡＣＣＳ（通

　　　　　関情報処理システム）を道内行として唯一導入し、新規のお取引先拡大

　　　　　を推進いたしております。

　　　　　　さらには、外国為替に関する各種勉強会・セミナーの開催など、お客

　　　　　さまのニーズにマッチしたサービスの提供により、お取引の拡大に取り　　　

　　　　　組んでまいります。

　　　　③　新たなサービス　

　　　　　　平成１２年３月よりデビットカードの取扱いを開始しており、加盟店

　　　　　数、利用件数ともに着実に増加しております。

　　　　　　また、今後導入が予定されております「確定拠出型年金制度（日本版

　　　　　４０１Ｋ）」等の新たな業務につきまして、フィービジネス強化の観点

　　　　　から、積極的に取り組んでまいります。

　　　　　

ＦＢ契約先数の推移
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　　　　④　北海道信用保証協会保証付貸出

　　　　　　当行は、従来より北海道信用保証協会保証付貸出の増強に努めますと

　　　　　ともに、北海道、札幌市をはじめとした道内各市町村制度融資を活用す

　　　　　るなど道内中堅・中小企業向け貸出の増強を積極的に推進いたしており

　　　　　ます。

　　　　　　平成１２年度は、資金需要が低迷するなか、道内全体の同貸出残高が

　　　　　減少しておりますが、当行のシェアは17.5％と着実にアップしておりま

　　　　　す。

　　　　　　平成１０年度からの「中小企業金融安定化特別保証制度」につきまし

　　　　　ては、その利用を積極的にお勧めするとともに、同保証を活用した当行

　　　　　独自の商品「道銀事業活性化ローン」の取扱いを開始し、平成１２年度

　　　　　末の取扱残高は２７８億円となっております。

　　　　　　事業活性化ローンにつきましては、道内の中小企業の資金繰りの安定

　　　　　を図り、事業の活性化を支援することを目的とし、低利で固定金利の商

　　　　　品となっておりますことから、中小企業向け貸出増強の主力商品として

　　　　　位置づけ、引き続き積極的に取り組んでまいります。

　　　　　北海道信用保証協会保証付貸出金残高推移 （単位：億円）

9年度末 10年度末 11年度末 12年度末 9年度比

1,080 1,459 1,539 1,499 419

　　　　⑤　コンサルティングサービス

　　　　　　当行では、預貸金の増強と法人新規及び既往のお取引先のお取引拡大

　　　　　のために、多様化・複雑化するお客さまニーズに対応したコンサルティ

　　　　　ングを重要なサービスとして位置づけております。

　　　　　　このために、地域企業に対する専門的なサポートセクションとして

　　　　　「道銀地域企業経営研究所」を設置し、法人取引の拡大を推進いたして

　　　　　おります。

　　　　　　当研究所の特徴といたしましては、企業が直面するさまざまな問題や

　　　　　課題について、当行が長年にわたって蓄積した独自のノウハウをもとに

　　　　　現状に即した最も効果的なご提案を行う個別コンサルティングなど、地

北海道信用保証協会保証付貸出金の推移

1,4991,5391,4591,080
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　　　　　元企業の営業活動に密着しており、大手都市銀行等のいわゆるシンクタ

　　　　　ンク機能とは性格を異にいたしております。

　　　　　　総合的な経営診断の実施をはじめ、最適な資産運用、事業承継、不動

　　　　　産の有効利用、新規事業の展開、企業の人事制度や福利厚生制度の整備・

　　　　　充実といった、個別コンサルティングにより、お取引拡大に取り組んで

　　　　　おります。

　　　　　　最近時では、特にＩＳＯ（品質保証の国際規格）やＨＡＣＣＰ（食品

　　　　　衛生管理の手順）の取得に向けたコンサルティング、セミナーの開催が、

　　　　　当行独自の取組みとして大変ご好評をいただいており、当行がサポート

　　　　　させていただいたＩＳＯ9000認証取得の企業数は累計で８５社、平成

　　　　　１３年度はさらに７６社の取得を予定しております。また、平成１２年

　　　　　１０月からは、事業拡大を図る成長企業や事業の再構築を目指す企業経

　　　　　営者の方々の事業戦略ニーズに積極的にお応えするため「Ｍ＆Ａ仲介サ

　　　　　ービス」を開始しております。

　　　　　　この他、地域への情報提供機関として、道内・国内の経済分析・予測

　　　　　や産業調査などの経済調査活動を行うほか、弁護士・税理士・年金コン

　　　　　サルタントによる法律・財務・年金に関するご相談をお受けするなど、

　　　　　サービスの充実に努めております。

　　　　⑥　情報提供サービス

　　　　　　当行の強みである全道に拡がるネットワークを活用し、企業に対する

　　　　　情報提供サービスを切り口とした法人取引の拡大を推進いたしてまいり

　　　　　ます。

　　　　　　道内企業に対する営業面でのサポートといたしまして、営業情報や不

　　　　　動産情報の提供を行っております。また、私募債、信託代理店業務など

　　　　　の各種情報による事業支援につきましても充実を図ってまいります。

　　　［体　制］

　　　　①　法人新規取引拡大体制

　　　　　　当行では、取引基盤と良質な貸出資産拡大の観点から、将来にわたっ

　　　　　て、当行の核取引先となり得る特定重要法人を「キーバンク先」として

　　　　　定め、本支店一体となった積極的な取引拡大・深耕を行ってまいります。

　　　　　　また、キーバンク先とともに、重点新規先等のリストアップを行ない　

　　　　　コンサルティングや外国為替サービス、営業情報の提供など本部機能を

　　　　　活用し、新規のお取引獲得に向けて営業店・本部一体となって積極的な

　　　　　推進を行っており、平成１２年度の新規融資実現実績は１，２００件、

　　　　　３８２億円となっております。

            特に、マーケット規模の大きい札幌市内及び地方主要都市のエリア母

　　　　　店につきましては、本部所属の機動的専担チームであります「法人新規

　　　　　チーム」を重点配置いたします。この「法人新規チーム」は、経験豊富

　　　　　でスキルの高い役席クラスを中心に編成し、法人取引獲得の集中活動を

　　　　　展開しております。

　　　　②　ファームバンキング担当グループの増員

　　　　　　営業店の推進をバックアップし、他行との差別化を図るため、本部「

　　　　　ファームバンキング専担チーム」の陣容を強化いたしております。
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　　　　　個人マーケットにおきましては、資金調達面での安定的基盤、運用面で

　　　　の高収益基盤として、今後も重要なマーケットと位置づけ、ローコストチ

　　　　ャネルの活用と「エリア営業体制」の導入により効果的・効率的な営業活

        動を展開し、積極的な拡大を図っております。

 　　　【預　金】

　　　　　資金調達面につきましては、低コストの流動性預金の増強を図るために

　　　　家計のメイン口座、特に給与振込口座及び年金受取口座の獲得に最も重点

　　　　を置いて取り組んでまいります。

          そのため、取引優遇サービス「ステップＤｏ」、各種年金層向けサービ

        スなどを活用して積極的に推進いたしてまいります。

　　　 【貸　出】

　　　　　資金運用面につきましては、住宅ローン、消費者ローン、カードローン

　　　　などの個人ローンを収益及び取引基盤拡大におけるリテール戦略の重要な

　　　　柱の一つと位置づけております。

　　　　　なかでも住宅ローンにつきましては、将来にわたって取引基盤を確保す

　　　  る重要な商品と捉え、積極的に推進いたしております。そのため、「住宅

　　　　ローンプラザ」の設置をはじめ、体制面の強化を図っております。

　　　　　また、消費者ローン及びカードローンにつきましては、今後、収益を拡

　　　　大する主力商品として、インターネットやテレホンバンキングなど低コス

　　　　トチャネルを活用し、効率的に推進いたしてまいります。そのため、商品

　　　　性におきましても手続が簡単で、内容のわかりやすいシンプルな商品の開

　　　　発に努め、お客さまのニーズに積極的にお応えいたしてまいります。

　　　　　本年５月に、個人ローン専門ネット支店「ｒａｐｉＤｏ支店（※）」を

　　　　開設しており「自動審査システム」を活用し、カードローンの飛躍的な増

　　　　強を図ってまいります。

　　　　　※　ｒａｐｉＤｏ支店

　　　　　　　個人マーケットのニーズ「いつでも・どこでも・手軽に・スピーデ

　　　　　　ィー・ブランド・リーズナブル」を実現すべく、「バーチャル（ネッ

　　　　　　ト取引）＆リアリティ（有人無休店舗）」をコンセプトにした個人ロ

　　　　　　ーン専門ネット支店です。

　　　　　　　２４時間３６５日受付・審査・ご相談・残高照会等に対応し、多チ

　　　　　　ャンネル（インターネット・電話・ファックス・郵便等）、来店不要

　　　　　　スピード審査、スピードデリバリーを確保しております。

　　　［商品・サービス］

　　　　　　本サービスは、給与振込口座、年金受取口座をお持ちの方を対象にお

　　　　　取引内容に応じて振込手数料の優遇等を行うものであります。

　　　　　  他行との差別化を図り、「集まる預金」の仕掛けづくりの一環として

　　　　①　道銀取引優遇サービス「ステップＤｏ」

　　　　　平成１０年１０月より、道内金融機関としては初めてのサービスとなる

　　　　　取引優遇サービス「ステップＤｏ」のお取扱いを開始いたしました。

(2) 個人リテール取引の強化
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　　　　②　年金層向けサービス

　　　　　　年金受取口座の獲得につきましては、給与振込口座とともに、個人基

　　　　　盤取引拡大の柱の一つとして、強力に推進いたしております。

　　　　　　推進にあたっては、取引優遇サービス「ステップＤｏ」のほか、年金

　　　　　月末現在で２５１千件の契約数となっております。

　

　　　　　ご予約安心サービスなど、各種サービスの提供とともに、渉外パートの

　　　　　活用を中心に積極的に展開いたしてまいります。

　　　　　

　　　　　座を獲得する最大のサービスと位置づけ積極的に推進し、平成１３年３

　　　　　　当行は、本サービスを個人取引基盤、特に給与振込口座、年金受取口

年金ご予約安心
　　　　　サービス

年金のお受取開始まで５年以内のお客さまを対象に、年
金を安心してお受け取りいただくために当行がお手伝い
させていただくサービスを提供いたしております。

年金裁定請求書代行
　　　　　　サービス

厚生年金・国民年金について、受給権の有無の確認から
裁定請求手続きまで当行がお手伝いさせていただき、年
金受取口座の獲得を推進いたしております。

年金講演会
年金のお受け取りを控えたお客さまを対象に、講演会を
開催し、年金に関するさまざまなご相談に応じておりま
す。

道銀年金定期預金
当行で年金をお受け取りのお客さまを対象に、通常の定
期預金金利に１％上乗せするサービスを提供いたしてお
ります。(お一人１百万円以内）

ファースト
ステップ

セカンド
ステップ

サード

ステップ

給
与
・
年
金
の
お
受
け
取
り

積立
定期

定
　
期
　
預
　
金

対象取引 特典内容

・
消
費
者
ロ
ー
ン
金
利
の
優
遇

・
外
貨
両
替
手
数
料
の
優
遇

・
テ
レ
バ
ン
利
用
手
数
料
無
料

・
Ａ
Ｔ
Ｍ
時
間
外
手
数
料
無
料

・
振
込
手
数
料
の
優
遇

・
資
産
運
用
相
談

・
貸
金
庫
手
数
料
の
優
遇

・
他
行
Ａ
Ｔ
Ｍ
利
用
手
数
料
無
料

ス テ ッ プ Ｄ ｏ

ロ
ー
ン
・
テ
レ
バ
ン
・
公
共
料
金
自
振
等

※テレバン：テレホンバンキング（含、インターネット・モバイルバンキング）
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　　　　③　外貨両替業務

　　　　　　手数料収入を増強するサービスとして積極的に推進し、平成１２年上

　　　　　期の外貨両替（外貨現金及びトラベラーズチェック売買）取扱高は、約

          ４２百万米ドルで、地銀６４行中第６位の実績となっております。

　　　　　ａ．外貨宅配サービスの取扱い

　　　　　　　平成１１年１月より、全国の金融機関では初めての「外貨宅配サー

　　　　　　ビス」の取扱いを開始し、サービスの向上を図っております。

　　　　　　　なお、本サービスは当行本支店窓口、外貨両替プラザのほか、テレ

　　　　　　ホンバンキングでも取扱いしております。

　　　　　ｂ．道内の大学生協との提携

　　　　　　　将来にわたってお取引をいただけるよう、学生の皆さまを対象に道

　　　　　　内１４大学１４生協と提携いたしまして、適用レート・手数料の優遇

　　　　　　を行っております。

　　　　　ｃ．外貨両替プラザの開設

　　　　　　　外国通貨のご両替に関するお客さまのご要望に幅広くお応えすべく

　　　　　　平成１３年４月より「外貨両替プラザ」を開設しております。

　　　　　　　本プラザは平日（１０：００～１９：００）と土曜日（１０：００

　　　　　　～１７：００）に営業しており、道内初の取扱いとなる韓国ウォンを

　　　　　　始め、１１種類の外国通貨と９種類のトラベラーズチェックの販売・

　　　　　　買取りや外貨宅配サービスの受付を行っており、大変ご好評をいただ

　　　　　　いております。

　　　　④　投資信託窓口販売

　　　　　始いたしております。

　　　　　　本年６月からは、一層の資産運用相談にお応えすべく、ＩＴ技術を取

　　　　　り入れた「遠隔相談システム」を導入し、専門スタッフによるご相談に

　　　　　応じる体制を試行いたします。（当初は１０カ店程度での導入を予定し

　　　　　ております。）

　　　　　　順次、品揃えを強化するとともに、同商品を確定拠出型年金制度（日

　　　　　本版４０１Ｋ）の運用面における主力商品として位置づけてまいります。

　　　　⑤　デビットカード

　　　　　　新たな資金決済機能の提供によるサービスの向上と加盟店からの手数

　　　　　料収入の増強、売上代金の集中による流動性預金の増強を図るために、

　　　　　平成１２年３月より本サービスを開始し、道内金融機関のトップを切っ

　　　　　て展開いたしております。

　　　　⑥　保険窓口販売

　　　　　  平成１３年４月より道内本支店、住宅ローンプラザにおいて、当行の

　　　　　住宅ローンをご利用されるお客さまを対象に「住宅関連長期火災保険」

　　　　　の販売を開始しております。

　　　　　　投資信託の窓口販売、確定拠出型年金制度とともに、将来のフィービ

　　　　　ジネスの柱と位置づけ、積極的に取り組んでまいります。

　　　　　応えするため、道内で唯一、全店において投資信託の窓口販売業務を開

　　　　　　平成１０年１２月より、お客さまの資金運用面での多様なニーズにお
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　　　［体　制］

　　　　①　住宅ローンプラザ

　　　　　　「住宅金融公庫・住宅ローン等の住宅関連融資の増強」と「営業店業

　　　　　務の本部集中」を目的に「道銀住宅ローンプラザ」を展開し、体制面の

　　　　　強化を図っております。

　　　　　　札幌市内は平成１１年７月の「道銀住宅ローンプラザ北二十四条」を

　　　　　始め、「同大通」「同新さっぽろ」と３箇所で展開しており、本年４月

　　　　　からは「同旭川」「同函館」と地方２箇所でも開始しております。

　　　　　　本プラザは、平日・土曜日の９：００～１６：３０を営業時間とする

　　　　　とともに（地方２箇所は平日のみの営業です）、専門のスタッフを配置

　　　　　し、住宅関連業者・お客さまのニーズに対応した迅速な業務処理ときめ

　　　　　細かな相談業務を行い、サービスの向上を図っております。

　　　　　　今後は、土曜日の実績等を勘案しつつ日曜日営業も検討いたしてまい

　　　　　ります。

        ②  本部審査セクションの強化

　　　　　　個人ローンの本部集中による事務の効率化及び審査のスピードアップ

          を図るため、本部担当人員の増強を図っております。

        ③  テレマーケッティングセンターの増員

            テレホンバンキングを店舗に代わる取引基盤拡大の拠点と位置づけ、

          担当セクションでありますテレマーケッティングセンターの増員により

          セールス力の強化を図っております。

　　　　　地方公共団体等につきましては、預金・貸出金のお取引はもとより、当

　　　　行が地域金融機関として地域の振興や活性化に貢献させていただくうえで

　　　　今後とも一層連携を密にしていくべき先として位置づけております。

　　　　　とりわけ、財政規模の拡大により増加傾向となっております地方公共団

　　　　体の資金需要に対し、地域金融機関の最大の使命として、でき得る限りの

　　　　対応を行い、地域の発展に貢献してまいりたいと考えております。

　　　　　また、各地方公共団体で制定されております各種制度融資のお取扱いを

　　　　通じ、地域企業への資金供給につきましても、引き続き、積極的な対応を

　　　　行ってまいる所存であります。

　　　　　お客さまのライフスタイルやニーズの多様化に対応し、サービスの向上

　　　　を図るとともに、広大な北海道でのローコストチャネルの構築を展開すべ

　　　　く、ダイレクトバンキング等のチャネルの多様化をすすめてまいります。

　　　　①　テレホンバンキング

　　　　　　平成１１年１１月より、道内行初の「道銀テレホンバンキングサービ

　　　　　ス」を開始し、取引優遇サービス「ステップＤｏ」とともに、他行との

　　　　　差別化のサービスとして、新規のお客さまの獲得、既存のお客さまの取

　　　　　引拡大に取り組んでおります。

(4) チャネルの多様化

(3) 地方公共団体等取引の強化
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　　　　　　当行は、特に、テレホンバンキングを活用したセールスに力をいれて

　　　　　おり、給与振込口座、年金受取口座、定期預金などの基盤取引の獲得を

　　　　　強力に推進いたしております。

　　　　定期預金入金・解約、住所変更、公共料金口座振替申込のメニューを提供

　　　　した。

　　　　③　自動機

　　　　　　店舗ネットワークを補完する一環として、自動機ネットの拡充をすす

　　　　　めるとともに、郵貯との自動機オンラインの提携により、サービス力の

　　　　　向上を図っております。

　　　　　　郵貯ＡＴＭ・ＣＤ利用手数料につきましては、取引優遇サービス「ス

　　　　　テップＤｏ」のサードステップ「他行ＡＴＭ利用手数料無料」の対象と

　　　　　なり、道内他行に比して、当行の優位性が高まっております。

　　　　　　また、信販会社との提携によるキャッシングの開放により、手数料収

　　　　　入の増強を図っております。

   　   ④  メールオーダーサービス

　　　      お客さまの利便性の向上及び取引基盤の拡大を図るため、自動サービ

　　　　　スコーナーに専用の申込書を設置し、個人ローン・普通預金・積立定期　　　

　　　　　預金・クレジットカード等の申込みを郵送でお受けいたしております。

　　　　⑤　オートコール

　　        渉外活動の補完とサービスの拡充を目的に、本部に専門セクションを

　　　　　設置し、お客さまへの定期預金の満期のご案内などの情報提供及び定期

　　　　　預金のご継続の依頼、個人ローンの管理を行っております。

　　　　　　営業形態多様化の一環として、集客力の高いスーパーマーケット等へ

　　　　　的にお応えすべく、検討いたしてまいります。

　　　　　の出店を通して、多様化する資産運用ニーズや個人ローンニーズへ積極

　　　　⑥　インストアブランチ

　　　　②　インターネット・モバイルバンキング

　　　　しており、併せて、ホームページ上で無担保ローンの受付も開始いたしま

　　　　　　平成１２年６月より照会サービスを開始し、同年９月より振込・振替、

20



　　　

          経営資源を効果的・効率的に配分し、競争力を高めていくことは今後の

　　　　経営戦略において重要な事項であると認識いたしております。         

　　　　　当行は、営業面での体制、人員の配置等を以下のようにすすめてまいり

　　　　ます。     

       

　　　　①　札幌市内及び主要８都市　

　　　　　　エリア営業体制を導入し、従来のような全店舗フルバンキング機能を

　　　　　見直し、「リテール特化店舗」「店頭特化店舗」等、各店舗の役割及び

　　　　　機能を特徴づけるとともに、効率化の観点から店舗ネットワークの再編

　　　　　を積極的にすすめてまいります。　　

　　　　②　地方単独店舗　

　　　　　　道内各地の単独立地店舗につきましては、従来どおり地域のニーズ及

　　　　　び特性に合わせた金融機能を維持し、総合的な営業を行ってまいります。　　

　　　　③　本州店舗

　　　　　　道内関連企業との取引上必要最小限の店舗のみといたします。

　　　　

　　　　①　概　要

　　　　　　札幌をはじめ、市内に複数店舗を擁する道内主要９都市を対象に、エ

　　　　　リア営業体制を導入（※）し、個々の「店」単位から、「エリア」単位

　　　　　への営業に転換を図っております。

(1) 店舗機能とネットワークの見直し

(2) エリア営業体制導入効果の極大化

法人推進 ・店別役割の明確化による主要お取引先の集中

・エリア渉外活動
・担当者のより成果の上がる層への特化
・テレホンバンキング、テレマーケッティングセンター、
　住宅ローンプラザの活用
・渉外パートへの置き換え

個人推進

エリア母店

店単位営業からエリア別営業への転換と店別役割の明確化

・フルバンキング
・融資業務の集約
・渉外担当者の集約
・一体化運営店の兼任支店長

フルバンキング
店 舗

リ テ ー ル
特 化 店 舗

一 体 化 運 営 店
（店頭特化店舗）

札幌市内及び主要８都市

地方単独店舗

・地域の特性に合わせた総合金融機能フルバンキング
店 舗

２．ロ　ー　コ　ス　ト　営　業　体　制　の　確　立
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　　　　　※　平成１０年　６月　函館

　　　　　　　平成１１年１０月　小樽・室蘭・苫小牧・旭川・北見・釧路・帯広　

　　　　　　　平成１２年１０月　札幌　

    　　　　本体制は、テリトリーが隣接しております２～４カ店程度でひとつの

  　　　　「エリア」を形成し、エリア母店を核とし、傘下店が一致協力しながら

　　　　　エリア内での業容の拡大を図っていくものであります。    

   　　　　 当行のエリア営業体制で、他行にはあまり例がみられない最も特徴的

  　　　　な点は、個人のお客さまへの渉外対応でございます。お客さまの口座開

 　　　　 設店にかかわらず、お住まいの地区を担当するエリア店渉外担当者が対

   　　　 応することといたしております。一方、法人取引につきましては、原則

          エリア母店に集中し、効率化を図るとともに、エリア母店には人的・物

          的装備を充実いたしてまいります。                              

　　　　　　　　　　　　　【今後の渉外活動のイメージ図】

　　　　②  効  果                                                                      

            この体制により、個人のお客さまに対する渉外活動の飛躍的な効率化

  　　　　が図られますとともに、各エリア内のお客さまとの接点がより一層強化

    　　　されることとなります。また、法人取引面におきましては、エリア母店      

　　　　　における金融サービス力強化により、同一エリア内他行との差別化を図

  　　　　っていくことが可能となります。   　                    

個人　Ｙ
Ａ支店取引

Ａ支店 母店テリトリー

エリア母店

Ｃ支店

Ｂ支店

Ｄ支店

Ａ 支 店 テ リ ト リ ー Ｂ 支 店 テ リ ト リ ー

Ｃ 支 店 テ リ ト リ ー Ｄ 支 店 テ リ ト リ ー

法人　Ｘ
Ｄ支店取引

従来の渉外活動

エリア渉外活動
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　　　　指しております。  

　　　　業務に配置するとともに、パートタイマーの積極的活用を行い、戦力の補

　　　　完を図ってまいります。  

　　　　①　営業店

            特に、マーケット規模の大きい札幌市内及び地方主要都市のエリア母

　　　　　店につきましては、本部所属の機動的専担チームであります「法人新規

　　　　　チーム」を重点配置しております。

　　　　　　具体的には、経験豊富でスキルの高い役席クラスを中心に編成し、法

　　　　　人取引獲得の集中活動を展開しております。

　　　　　　及び審査のスピードアップを図ってまいります。

　　　　　　　投資信託販売にかかる推進、行内教育（含、コンプライアンス）に

　　　　　　ついて、営業店サポートを行っております。

　　　　　　　平成１３年４月から販売を開始いたしました住宅関連長期火災保険

　　　　　　にかかる推進、行内教育（含、コンプライアンス）について、営業店

　　　　　　サポートを行っております。

　　　　　　　確定拠出型年金（日本版４０１Ｋ）業務への参入に向けての、行内

　　　　　　体制の整備やセミナー開催等を行っております。

　　　　　ｃ．投資信託チームの配置

　　　　　ｄ．保険窓販チームの配置

　　　　

          基本的な考え方といたしましては、行員数につきましては、平成１５年

　　　　度末の２，２５０人体制に向け、今後も削減してまいりますが、その中で

　　　　営業力やサービスの質を落とすことなく、むしろ向上させていくことを目

 　　　　 そのためには、主要都市におきますエリア営業体制の導入・定着、為替

　　　　ＯＣＲ集中発信システムや個人ローン事務に代表される営業店事務のセン

　　　　ター集約化等により、必要人員の絶対数を削減してまいりますとともに、

　　　　一方で、これらにより捻出いたします人員を戦略的意図をもちまして、効

　　　　率的・効果的に再配置いたしてまいります。  

　　　　　併せて、行員につきましては、より高度なセールス・判断を必要とする

 　　 　②　本  部  

　　　　　ａ．ファームバンキング担当グループの増員

　　　　　　　本部担当グループを増員し、他行との差別化を図ってまいります。

　　　　　ｂ．個人ローンセクションの増員

            抜本的な組織改編（平成１１年７月実施済）により、スリムでフラッ

          トな体制としており、今後の戦略展開に必要な営業店サポートに人員配

　　　　　置を充実し、サポート体制を強化しております。

　　　　［具体的人員配置］

　　　　　　　本部審査部門及び住宅ローンプラザ（北二十四条・大通・新さっぽ

　　　　　　ろ・旭川・函館）の増員により、個人ローンの本部集中による効率化

　　　　　ｆ．テレマーケッティングセンターの増員

　　　　　　　テレホンバンキングを店舗に代わる取引基盤拡大の拠点と位置づけ

　　　　　ｅ．日本版４０１チームの配置

(3) 人員の戦略的・効率的配置
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　　　　　　上記の他、ＩＴ施策専担者やデビットカードサービス推進にかかる増

　　　　　員等を行っております。

          　営業店事務分野におきましては、定型的あるいは比較的簡易な事務を

          担当いたします。また、渉外分野におきましては、定例的に訪問を要す

　　　　　込まれるマーケット層を担当いたします。

　　　　　る「職場での個人取引」や訪問頻度を高めることによりお取引拡大が見

　　　　　　増員により、セールス力の強化を図ってまいります。

　　　　③　パートタイマーの積極的活用

　　　　　　パートタイマーを積極的に活用し、「行員からパートへの置き換え」

　　　　　により、効率性を高めてまいります。

・定期性預金セー
  ルス

個　　人　　取　　引

預　　金貸　　出

・情報収集

・大口定期性預金
  セールス
・富裕層取引拡大
・退職金、保険金
　土地代金
・大型職域

・定期性預金セー
  ルス
・店舗近隣取引
・他行預金
・年金、年金予約
・給与振込受給者
・職域
・ボーナス預金
・情報収集

・住宅ローン
・アパート
　　　ローン
・大型ローン渉  外  係

・ファーム
　　バンキング
・振込、給与振
　込の元受
・信託代理業務

預　　金貸　　出

・新規融資
・既往お取引
　先ランクア
　ップ
・私募債受託

法　　人　　取　　引

・集配金業務渉外パート・嘱託

チ
ャ

ネ
ル
の
多
様
化

オートコール

テレホンバンキング

・定期性預金セー
　ルス
・ボーナス預金
・普通預金大口残
　高先
・年金、年金予約
・給与振込
・ステップＤｏ
・積立定期預金
・振込受付

・個人ローン
　の管理

メールオーダー

インターネット
バンキング

・消費者
　　　ローン
・カード
　　　ローン

・普通預金、積立
　定期、クレジッ
　トカード等の基
　盤取引

・定期預金
・振込受付

マーケット別チャネル

チ　ャ　ネ　ル

コ　ン　サ　ル　テ　ィ　ン　グ（資産運用相談）

個人ローン専門
ｒａｐｉＤｏ支店

カードロー
ン
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　　　　　金融機関を取り巻く経営環境に対応し、お客さまの信頼を得て地域経済

　　　　に貢献するためには、全職員が意欲を持って業務に挑戦し、持てる能力を

　　　　最大限に発揮して、期待される役割を全うできる、より一層活力ある企業

　　　　風土を醸成することが必要であると考え、平成１３年１月より新人事制度

　　 　（複線型人事制度）を導入いたしております。

　　　　　従来の「職能資格制度を前提とした能力主義」から「職務重視の成果主

　　　　義」を人事施策の基本理念に据えることといたします。

　　　　　給与体系につきましては、年功的な考え方が強い「基本給」主体の構成

　　　　を抜本的に見直し、「行動考課」を通じ、「査定給」及び「資格給あるい

　　　　は職務給」による構成といたしております。

　　　　　また、職員の自主性を尊重すべく、期待される職務・役割や勤務地の範

　　　　囲を勘案し、４つのコース（総合職・専門職・エリア職・一般職）を設け

　　　　本人の希望により選択することといたしております。

　　　　　今後につきましては、本制度の定着による「実力主義の人事配置、処遇

　　　　の実現」により、組織の活性化を図ってまいります。

３．新　人　事　制　度　の　定　着
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　　ロ．リストラ計画

１．経費計画(５/３月期実績)　(13/３月期実績)　(17/３月期計画)　(5年3月対比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　削減率)
　　経　費　 　５１６億円　→　３９８億円　→　４４６億円　→　▲１３．６％

　　人件費　 　２５２億円　→　１９８億円　→　２００億円　→　▲２０．６％

　　物件費　　 ２３３億円　→　１７６億円　→　２２１億円　→　▲　５．２％

２．人員計画(５/３月期実績)　(13/３月期実績)　(17/３月期計画)　(5年3月対比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　削減率)
　　行員数　  ３,２３５人  → ２，３７６人 → ２，２５０人 →　▲３０．４％

３．店舗計画(５/３月期実績)　(13/３月期実績)　(17/３月期計画)　(5年3月対比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　削減率)
　　店舗数　　　 １４８店  →　 １３５店   →　  １３０店  →　▲１２．２％
　　※　出張所・代理店・駐在員事務所を含む、ローン専門店舗を除く

１．経営の合理化・効率化
　(1) 人件費　　①　行員数の削減  ～　２,２５０人(平成１６年３月末)体制の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　構築
　　　　　　　　　○　エリア渉外体制の定着による効率的渉外体制の確立
　　　　　　　　　○　事務の集中化・効率化による人員の削減
　　　　　　　　　○　行員からパートへの置き換え促進
　　　　　　　　②　賞与等の抑制継続
　　　　　　　　③　福利厚生制度の見直し
　(2) 物件費　　①　店舗の統廃合
　　　　　　　　②　システム部門のアウトソーシング（平成１０年５月より実施）
　　　　　　　　③　システムの他行共同化に向けた取組み
　　　　　　　　④　その他のアウトソーシング
　　　　　　　　⑤　利用度の低い不動産の売却
　(3) 投　資　　　　　～　必要最小限に抑制するが、リテール推進関連には積極
　　　　　　　　　　　　対応
　(4) 本部組織の改編　～　部制の廃止によるフラットな組織への移行
　
２．経営の刷新
　(1) 執行役員制の導入（平成１１年６月より導入）
　(2) 取締役数の削減  ～　ピーク１８名から６名体制へ
　(3) 役員報酬等の抑制継続

リストラの概要

【実績と計画】

【主要施策】～平成１１年度以降の取組み
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４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

税金 29 28 26 26 24 25 24 23 23

人件費 252 243 239 239 205 211 206 204 198

うち給与・報酬 145 140 135 132 124 123 118 118 113

平均給与月額(千円) 331 332 347 358 368 376 370 366 375

物件費 233 202 189 183 197 175 175 171 176

うちシステム関連経費 96 78 70 67 63 56 50 47 55

経費合計 516 474 454 449 426 412 406 399 398

除システム関連経費 420 396 384 382 363 356 356 352 343

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

役員数 18 20 17 16 16 16 16 10 10

うち取締役数 15 17 14 12 12 12 12 6 6

職員数（注） 3,235 3,172 3,012 2,879 2,693 2,572 2,614 2,584 2,376

うち銀行本体 3,133 3,064 2,880 2,729 2,546 2,456 2,457 2,481 2,284

うち在籍出向者等 102 108 132 150 147 116 157 103 92

(注)各年度末での人員。「銀行本体」職員数には庶務行員を含み、嘱託・パートは除く。

経 費 の 推 移

役 職 員 数 の 推 移

（単位：億円）

（単位：人）

経　　費

516

474
454 449

426
412 406 399 398

300

400

500

600

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

（億円）

第一次合理化
第二次合理化

職　員　数

3,235
3,172

3,012
2,879

2,693
2,572 2,614 2,584

2,376

2,000

2,500

3,000

3,500

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

（人）
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　　【基本的な考え方】

　　　　当行は収益体質強化のため、他行に先駆け、平成５年度から抜本的な経営

　　　の合理化に取り組み、平成１０年度実績では平成４年度対比で１１０億円の

　　　経費削減を達成いたしました。

　　　　これまでの取組みでは、物件費につきましては基幹システムのアウトソー

　　　シングをはじめとする大規模な見直しから、各経費科目毎の徹底した見直し

　　　など、お客さまへのサービスの質を低下させず、当行の金融機能を維持する

　　　ために、ほぼ限界まで削減を図ってまいりました。

　　　　また、人件費につきましても大幅な人員削減を実施するとともに、平成８

　　　年度より、全職員を対象に賞与支給率の削減等により圧縮を図ってまいりま

　　　した。その結果、平成１２年９月期のＯＨＲ（経費／コア業務粗利益）は、

      56.8％と地方銀行６４行中、第３位の実績となっております。

　　　　今後につきましては、金融機関の競争が激化していくなかで、コスト競争

　　　力を一層高めるために、もう一段の見直しを行ってまいる所存でございます。

　　　　　　「第一次合理化計画（平成５～６年度）」「第二次合理化計画（平成

　　　　　７～９年度）」及び平成１０年度以降の人員の削減と給与水準の見直し

　　　　　により、平成１２年度実績では平成４年度に比して、５４億円の削減効

　　　　　果をあげております。　　　　　

　　　　　　行員一人当たりの諸データについて、同規模地方銀行１２行平均と比

　　　　　較いたしますと、下記のとおりになっております。

　　（単位：千円）

一人当り預金等平均残高

一人当り貸出金平均残高

一人当り人件費

　　※同規模地方銀行１２行平均

　　　各年度の預金・譲渡性預金の期中平均残高が当行と同規模の１２行の平均値

          ①　行員数の削減

　　　　　　　エリア渉外体制の定着による渉外活動の効率化、為替ＯＣＲ集中発

　　　　　　信システムの全店展開等による事務効率化等の取り組みにより、今後

　　　　　　さらに１２６人削減し、平成１５年度末には２，２５０人体制を目指

　　　　　　しております。

同規模行平均

平成４年度 平成１１年度

773,750

7,717

当　行

937,183

725,694

923,443

1,048,246

7,8558,103

853,975

9,099

当　行

1,288,350 1,157,440

同規模行平均

１．経営の合理化・効率化

(1) 人件費
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　　　   　 　これにより平成５年３月末対比では９８５人（▲30.4％）の削減と

　　　　　　なります。　　　　 　

        　　  また、「事務効率化プロジェクト」において、「行員からパートへ

　　　　　  の置き換え」を促進すべく、置き換えのネックとなる手作業処理や行

 　　  　　 員依存業務の洗い出しを行い、これらについて業務革新的発想を取り

　　　　    入れた効率化・集中化策を策定いたしております。

　　　　　②　賞与等の抑制継続

              賞与につきましては、平成５年度より管理職を対象に支給率の削減

　　　　　　を実施し、平成８年度より、全職員を対象に、ベースアップの凍結な

　　　　　　らびに賞与支給率の27～30％削減、さらに１２年度からは50％の削減

　　　　　　を実施しております。

　　　　　　　今後も、当行の業績を十分に鑑み、賞与の支給水準を決定していく

　　　 　　 とともに、その中で、平成１３年１月より導入いたしました「新人事

　　　　　　制度」に基づきまして、職員一人ひとりの目標達成度合いに応じたメ

　　　　　　リハリのある支給を実施いたしてまいります。

賞与削減率の推移     
7年度

管理職

▲3

　　　　　③　福利厚生制度の見直し　

　　　　　　ａ．社宅・独身寮及び家賃補助の見直し

　　　　　　　　札幌市内を中心に、処分を含めた合理的な運営を検討いたしてお

　　　　　　　ります。また、新人事体系の導入に併せ、家賃補助の見直しを実施

　　　　　　　しております。

　　　　  　ｂ．保養所等の福利厚生施設の見直し

　　　　　　　　当行及び当行健康保険組合の所有する全ての保養所について、処

　　　　　　　分（売却）に取り組んでおります。

　　　　　　　　道内３カ所～定山渓保養所（※平成１１年９月末廃止済、処分取組中）

　　　　　　　　　　　　　　洞　爺保養所（　　　　　　　　　〃　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　大　沼保養所（処分取組中）

　　　　　　　　道外１カ所～勝　浦保養所（※平成１１年１１月売却済）

　　　　　　　　また、お取引先との懇親や職員用に使用しておりましたクラブに

　　　　　　　つきましては、平成１１年１０月に廃止・売却いたしております。

　　　 　   ｃ．社内預金制度の廃止

　　　　   　   平成１２年３月末をもって廃止いたしております。

　 　　 　①　店舗の統廃合

　　　　　　　第一次合理化計画の開始年度である平成５年度から、国内店舗の統

　　　　　　廃合及び海外拠点の廃止などに取り組んでおり、平成１３年３月末に

 5年度～6年度年　度 12年度～13年度

全  職  員 全  職  員

8年度～11年度

対　象

削減率 ▲27～▲30 ▲50

管  理  職

▲7～▲9

　（単位:％）

(2)　物件費
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　　　　　　は、平成５年３月末対比で１３カ店（道内支店▲１、道外支店▲２、

　　　　　　海外支店▲１、海外駐在員事務所▲２、出張所▲６、代理店▲１）及

　　　　　　び海外現地法人１法人の統廃合を実施いたしております。

　　　　　　　特に海外拠点は、他地銀に先駆け、平成８年６月にニューヨーク、　　　

　　　　　　香港、ロンドンの拠点を廃止し、完全撤退いたしております。

　　　　　　　今後は、「エリア営業体制」を目指すなかでの一体化運営（出張所

　　　　　　形態への転換）への見直しや、統廃合に取り組んでまいります。

店舗数（平成５年３月末～１７年３月末の実績と計画　※除、ローン専門ネット支店） （店）
　 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年

３月末 ３月末 ３月末 ３月末 ３月末 ３月末 ３月末 ３月末 ３月末

支店数 136 137 137 137 134 133 133 132 132

（うち道内） 130 131 131 131 129 129 129 129 129

（うち道外） 5 5 5 5 5 4 4 3 3

（うち海外） 1 1 1 1 0 0 0 0 0

海外駐在員事務所 2 2 2 2 0 0 0 0 0

出張所 9 6 5 5 4 4 3 3 3

代理店 1 1 1 0 0 0 0 0 0

計　 148 146 145 144 138 137 136 135 135

（前年比） -2 -1 -1 -6 -1 -1 -1 0

海外現地法人 1 1 1 1 0 0 0 0 0

店舗の統廃合等の推移

　平成５年度 ・　東山出張所を支店へ昇格

・　札幌市交通局出張所廃止

・　夕張出張所廃止

　平成６年度 ・　滝の上出張所廃止

　平成７年度 ・　南の沢代理店廃止

　平成８年度 ・　真駒内本町支店廃止

・　千歳空港支店廃止

・　ニューヨーク支店廃止

・　山の手出張所廃止

・　ロンドン駐在員事務所廃止

・　香港駐在員事務所廃止

・　香港現地法人廃止

　平成９年度 ・　新宿支店廃止

　平成１０年度 ・　旭橋出張所廃止

　平成１１年度 ・　八戸支店廃止

　　　　　　平成１２年度につきましては、７カ店の一体化運営（※）を実施して

　　　　　おります。

　　　　　　※一体化運営

　　　　　　　当該店舗に支店長を置かず、母店の支店長が兼務し、その他の人員
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0
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0

9

0

14年３月末以降
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　　　　　　の削減を行うことにより、実質的に出張所と同様の体制としておりま

　　　　　　す。

　　　　　　　平成１３年度につきましては、６月に２カ店（東豊支店・医大前支

　　　　　　店）、７月に２カ店（南郷七丁目支店・中の島出張所）の廃止および

　　　　　　７カ店（前田支店・平岡パーク支店・美しが丘支店・四番通支店・石

　　　　　　山通支店・光星支店・北見とん田支店）の出張所化を実施いたします。

          ②　システム部門のアウトソーシング                                

 　           平成１０年５月より、「システム経費の削減」及び「システム開発

        　  のスピードアップ」を目的に、銀行業界としては初めて、オンライン

        　　システムを(株)エヌ・ティ・ティ・データに全面的にアウトソーシン

　　　　　　グいたしております。    

          ［目  的］                                                      

            ａ．システム経費の削減                                        

                システムの開発、運用、保守、維持管理などに関する経費につき

              まして、大幅な削減を図ってまいります。特に、開発費につきまし

              ては、(株)エヌ・ティ・ティ・データが運営しております共同セン

              ター「ＳＴＡＲーＡＣＥ」と、開発ニーズの合致する案件について

              の共同開発を実施し、大幅な削減をすすめてまいります。              

            ｂ．開発スピードの向上                                    

                優先度の高い開発につきましては、スケールメリットにより、人

              員の集中投入が可能となりますことから、開発スピードが向上いた

              します。    

          ［対象システム］                                              

　          ａ．勘定系システム（外国為替システムを含む）                

            ｂ．対外・ファームバンキング系システム                      

            ｃ．情報系システム                                          

            ｄ．営業店システム（勘定系など）                            

　　　　　③　システムの他行共同化に向けた取組み

　　　　　　　上記のように、当行はすでに基幹システムの開発及び運営をアウト

            ソーシングいたしておりますが、システム投資・運営コストのさらな

            る効率化のため「エヌ・ティ・ティ・データ地銀共同センター」への

　　　　　　加盟を計画しており、現在、詳細について協議いたしております。

　　　　　　　なお、加盟の時期は平成１８年度を計画しております。

　　　　　④　その他のアウトソーシング

　　　　　　  従来 100％子会社（道銀ビジネスサービス株式会社）が行っており

　　　　　  ました自動機関連の監視、障害対応、現金装填・撤去、取引先の集配

　　　　　　金対応について、効率化・採算性の観点から、平成１１年７月より、

　　　　　  外部会社へアウトソーシングいたしております。

　　　　　　  また、自動機のメンテナンス、メール業務の共同化について、道内
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　　　　　  の信金・信組等、ご要望のある金融機関と検討してまいります。

　　　　　⑤　利用度の低い不動産の売却

　　　　　　　全ての不動産を対象に見直しを行い、利用度・必要性の低い２５物

　　　　　　件について、売却を進めております。

　　　　　　　なお、これまでに、２５物件のうち２３物件の売却を完了いたして

　　　　　　おります。

　　　　　　　投資につきましては、引き続き必要最小限に抑制する方針でありま

　　　　　　すが、リテール取引推進にあたり、人的労力の削減効果が図れる等、

　　　　　　全行的観点から効率化に資する投資や、情報化時代に対応する新サー

　　　　　　ビス等、お客さまへのサービス向上、他行との差別化に向けた投資に

　　　　　　はむしろ積極的に対応してまいります

　　　　　　　具体的には、新チャネルの構築、自動機機能・サービスの充実、中

　　　　　　小企業・個人向け金融商品の開発等があげられます。

　　　　　　経営陣の「執行役員制」導入に合わせ、本部組織についても、よりフ

　　　　　ラット化し、スピーディーな意思決定ができる体制とすべく、平成１１

　　　　　年７月に本部組織の改編を実施いたしております。

　　　　　①　基本的考え方

              従来の「部制（10部１室とこれに属する37グループ体制）」を廃止

　　　　　　し、各執行役員が担当する各部門（企画管理・リスク管理・営業推進

　　　　　　・審査）に属する２０グループ（平成１３年７月１日現在）を業務運

　　　　　　営の主体といたしております。

　　　　　　　「部制」廃止の大きな目的は、業務の難易度にかかわらず同一的に

　　　　　　ライン決裁を行うことを改めることにあります。本改編により、「部

　　　　　　長」職を廃止し、各グループは原則として「諸役」をはじめとするス

　　　　　　タッフ職による運営とし、一層の権限委譲とこれに伴う責任の明確化

　　　　　　を図っております。但し、担当段階でリスク管理の観点等、ダブルチ　　　　　　

　　　　　　ェックが不可欠な業務、高度な判断を要する業務におきましては、上

　　　　　　級権限者の決裁を仰ぐものといたしております。

　　　　　②　組織の概要（「本部組織図新旧対照表」参照）

　　　　　  ａ．企画管理部門

　　　　　　 　 経営の基本方針の企画立案、経営資源の配分・運用・管理、対外

　　　　　　  折衝、秘書等の業務を担当するグループ群といたしております。

　　　　　  ｂ．リスク管理部門

　　　  　  　  経営を取り巻くさまざまなリスクを管理・コントロールするため

　　　　　  　の企画立案、監査、営業店支援・指導等の業務を担当するグループ

　　　 　　   群といたしております。

　　　　　  ｃ．営業推進部門

　　　　　 　　 営業推進にかかる具体策の企画立案・管理、営業店支援及び営業

(3) 投　資

(4) 本部組織の改編
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　　　 　　　 店業務の本部集中化等の業務を担当するグループ群といたしており

　　　 　　　 ます。

            ｄ．審査部門

                融資業務に係わる基本方針の企画立案、審査、管理及び延滞金の

              管理、回収・整理に関する営業店指導並びに回収支援等の業務を担

              当するグループ群といたしております。

　　　　　③　「経営会議」の設置

  　 　  　　 取締役会から委任された業務執行について、本部執行役員により構

　　  　　  成される「経営会議」にて協議・決定いたしております。

　　　　    　また、従来の「常務会」は廃止し、「取締役会」に一本化いたして

　　　　　  おります。

　　　　　④　プロジェクト方式

　　　　　　　本部各グループ間で横断的に取り組む業務・検討課題等については

　　　　　　プロジェクトチームにおいてその遂行、方向づけを行っております。

　　　　　　　本チームはその組成時に「期限」を明確にし、その運営及び進捗管

　　　　　　理は「チームリーダー」の責任のもと行われるとともに、順次、経営

　　　　　　会議に報告するものといたしております。

　［プロジェクトチーム組成状況（平成13年４月１日現在）］

  　　　　　　 

　　　  「確定拠出型年金制度（日本版４０１Ｋ）」開始予定を

 視野に、４０１Ｋビジネスへの参入に向けた行内的な諸

 整備及び道内対象企業へのアプローチを進めてまいりま

 す。

 営業店事務の本部への集中化、機械化対応による事務の

 合理化を促進し、より効率的な人員体制を検討いたして

 まいります。

 無担保ローンを中心とする商品開発及び受付・審査・管

 理・回収スキームを新たに構築いたしてまいります。

 自動機・ファームバンキングなどにおける利用時間の24

 時間化をスムーズに実現するため、運営管理の体制充実、

 基盤の整備を図ってまいります。

次期システムとなる地銀共同センター参加に向け、具体的

な業務仕様等を検討いたしてまいります。

　　　　　　平成１１年６月より、取締役数を１２名から６名に削減し、社外取締

　　　　　役を迎えるとともに、新たに執行役員制を導入いたしております。

　　　　　　本体制下においては、経営（取締役会）と業務執行（執行役員）との

　　　　　役割・責任が明確になるほか、意思決定及び業務執行のスピードアップ

　　　　　が図られております。

活　　　動　　　内　　　容プロジェクト名

 確定拠出型年金
プロジェクト

事務効率化
プロジェクト

サービスチャネル24時間化
プロジェクト

個人ローンプロジェクト

２．経営の刷新

(1) 執行役員制の導入

地銀共同センター要件検討
プロジェクト
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　　　　　  取締役数（ピーク時１８名）は、平成５年度から段階的に減員を行い

　　　　  平成８年６月からは１２名とし、さらに平成１１年６月からは６名（う

　　　　　ち１名は社外取締役）に削減いたしております。

         　 なお、相談役制度は平成１０年４月に廃止し、定款も改正いたしてお

          ります。

       　 役員数の推移 （単位：人）

４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年

６月 ６月 ６月 ６月 ６月 ６月 ６月 ６月 ６月

         21 20 20 18 16 16 16 10 10

  18 17 16 14 12 12 12 6 6

　　　　　①　役員報酬

　　　　　　　平成４年度以降、段階的に削減し、現在その役職に応じて35～50％

　　　　　　の削減を実施しており、当面継続を予定いたしております。

      　　②　役員賞与

　　　　　　　平成４年度以降、支給いたしておりません。

　　　　　③　退職慰労金

　　　　　　　執行役員制の導入に際して、任期途中の者も含め、一旦、全員辞任

　　　　　　しており、その際の退職慰労金については見送りし、業績の回復を待

　　　　　　って支給することといたしました。

役  員  数

うち取締役数

(2) 取締役数の削減

(3) 役員報酬等の抑制継続
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※　Ｇ：グループ
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　　　　　当証券(株)を解散いたしました。

　　　　　　これにより、当行の子会社・関連会社は２社となっております。

　　    　ール」を制定、それに基づき協議・報告を受けております。

　　　    　なお、これらの基本事項の協議につきましては、原則として頭取の決

        　裁権限といたしております。

　  （ロ）子会社・関連会社の収益等の動向

　　　   　 子会社・関連会社は、当行と一体と捉え、当行の経営戦略にリンクし

　　　  　た経営を行うことを基本的な考えといたしております。

　　　  　  子会社・関連会社の経営に係る基本事項に関しましては、経営企画グ

　　　 　 ループが管理を担当し、本部職務権限規程に則り「グループ会社運営ル

　　　 　 プ全体でのコストの削減を図ることを目的に設立いたしております。

　　    ②　管理の状況

    ハ．子会社・関連会社の収益等の動向

　  （イ）国内外における子会社・関連会社設立の目的と管理の状況

　　    ①　設立の目的

　　　　　　多様化するお客様の金融関連ニーズに対応するため、当行業務を補完

　　　  　し、総合金融サービスの提供を図ること、また、銀行業務に係る大量の

　　　 　 事務負担に対応し、業務の専門性を高め、事務の効率化により、グルー

          銀行業務に係る従属業務を営む子会社については、今後も業務の効率化

　 　   を図り、収益性の向上に努めてまいります。

          金融関連業務を営む関連会社は、総合金融サービスを提供するために設

　　    ①　平成１０年１０月、北海道カードサービス(株)、北海道クレジット

　　    立しており、当行が特化しておりますリテール業務を補完する役割を担っ

　　    ており、単独で収益を確保することができるよう付加価値が高く、競争力

　　    のある会社を目指しております。

　  （ハ）子会社・関連会社の整理・統合等

　　　  　(株)、北海道ローン保証(株)の３社を合併し、道銀カード(株)といたし

　　　　  ました。無担保と有担保に分離しておりました保証業務を一元化すると

　　　　　ともに、ＵＣとＶＩＳＡのブランド別になっておりましたクレジットカ

　　  　　ました。

　　　　　ード会社を統合することにより、業務の効率化と経費削減をすすめ、企

　　　　　業体力の強化を図っております。

　　    ②　平成１１年３月、銀行の関連会社としての必要性、投資顧問会社に対

　　　  　する資産運用ニーズや採算性を勘案し、道銀投資顧問(株)を解散いたし

　　    ③　平成１１年１０月、道銀ビジネスサービス（株）と道銀総合サービス

　　 　 　（株）の２社を合併し、銀行の周辺業務を行っております１００％出資

　　　　  会社の抜本的見直しを図っております。

　　　　④　平成１３年１月、経営健全化計画で予定しておりました通り、道銀抵
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会　　社　　名

道銀ビジネス

サービス(株)

道銀カード(株)

当行現金等の

精査・整理

収　益　の　動　向管　理　の　現　状設 立 目 的

業務の抜本的見直しを図り、自

動機関連の管理・現金装填及び

業務の効率化をすすめ、収益

性向上に努めてまいります。

クレジットカード

信用保証業務

業務 今後も個人取引基盤の拡大に

不可欠であり、当行としても

引続き会員の増強、利用率の

取引先の集配金対応等を外部会

社にアウトソーシングし、効率

化を図っております。

して、当行のリテール戦略部門

の一つと位置づけるとともに、

当行口座のメイン化のツールと

また、信用保証業務におきまし

経営合理化を図っております。

の向上に努めてまいります。

デビットカード業務の展開等

の増額に努めております。

ては、財務面の健全化を図るた

めに、保証債務等に対する引当

向上を図り、収益の増強に努

門はリスク管理・債権回収の

強化を図り、更なる資産内容

めてまいります。信用保証部
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　　ニ．管理会計の確立とその活用の方策

　　（イ）収益管理

　　　　　平成８年度上期より新・損益管理方法を導入し、従来の本支店勘定レー

　　　　ト方式から個別仕切方式へ変更いたしております。

　　　　　本方式では、個々の取引の損益を、約定時から最終期日（または金利期

　　　  日）まで確定させますので、各営業店では、取引実施後の金利変動リスク

　　    が生じないことから、金利情勢の変化にかかわらず、損益の客観的な時系

        列比較が可能となっております。    

　　　    仕切レートは預貸金の種類・期間に応じて決定されますので、単純にレ

　　    ートが高い低いということではなく、いかに新規実行あるいは預入時点で

　　    適正なスプレッドを確保しているかがポイントになっております。

　　    ①　資金損益計画

　　　　　  預貸金ボリューム計画と預貸金種類に応じたスプレッド計画を策定し

　　　　  資金損益を把握いたしております。

　　　　　　預貸金の種類によって仕切りレートやスプレットが異なるため、特に

　　　  　種類別ボリューム構成が重要となっております。

　　    ②　管理損益計画

　　　　 　 役務損益・経費・不計上利息調整等の目標値を加え、資金損益や役務

　　　　  取引の収入と経費等の支出を総合的に管理いたしております。

　　　　    こうして算出された収益管理にかかるデータは月次・期次ベースで、

　　　　  本部・営業店へ還元され、計数目標の進捗状況の把握や支店経営を行う

　　　  　上での指針として活用いたしております。

　　　　　　エリア営業体制の導入に伴い、従来の「勘定店」をベースにした収益

　　　　　管理のほか、「エリア」をベースにした収益管理手法の確立が課題と考

　　　　　えており、段階的に導入を進めております。

　　（ロ）ＡＬＭ　

　　　　　資産の運用、負債の調達等について、トータルリスク管理も含めた総合

　　　　的な観点からの方針と実施事項を決定するとともに、その管理・統制を通

　　　　じて収益力の強化と資産・負債の適性化を図るべく取り組んでおります。

　　　　　毎週開催される「ＡＬＭ小委員会」及び毎月の「ＡＬＭ委員会」におい

　　　　て、金利予測に基づく預貸金や有価証券にかかる諸施策、運用調達構造の

　　　　確認・検討、収益目標の進捗状況、リスクヘッジの検討等を実施いたして

　　　　おります。

　　　　①　ＡＬＭ委員会

　　　　　　企画管理担当役員を委員長とし、営業推進、審査、リスク管理の各担

　　　　　当役員を委員といたしております。また、「ＡＬＭ小委員会」メンバー

　　　　　がオブザーバー参加いたしております。

　　　　　　ここでは、金利予測や運用・調達の状況に基づく具体的な対応、施策

　　　　　を検討し、各種リスクをコントロールしての「収益向上」に取り組んで

　　　　③　今後の課題
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　　　　　おります。原則として毎月定例的に開催するほか、必要に応じ、随時開　　　

　　　　　催いたしております。

　　　　②　ＡＬＭ小委員会

　　　　　　「ＡＬＭ委員会」の補佐機関と位置づけ、経営企画グループ調査役を

　　　　　委員長とし、本部関係部署（営業推進、審査、資金証券及びリスク管理

　　　　　にかかる各部署）の諸役を委員といたしております。  

　　　　　　金利予測の検討、自由金利商品の基準金利や仕切レート、資産・負債

　　　　　のボリューム及びリスク管理等、機動的な対応が必要な事項について決

　　　　　定いたしております。また、重要度の高い案件につきましては、委員会

　　　　　へ付議いたしております。原則として毎週定例的に開催するほか、必要

　　　　　に応じ、随時開催いたしております。

　　（ハ）行内格付　

　　    ①　債務者格付制度

　　　　　　従来より、信用リスクの適正な把握と多面的活用による債務者別方針

　　　　　の徹底を目的に、「企業格付制度」を導入しており、平成９年４月より

　　　　　個人を含む全貸出先を対象に、企業格付も取り込んだ「債務者格付制度」

　　　　　を導入いたしております。　

　　　　　　平成１１年１月には、金融監督庁（当時）の「金融検査マニュアル（

　　　　　中間取りまとめ）」に沿った債務者区分への抽出基準と、債務者区分に

　　　　　リンクした債務者格付の決定基準を設けるとともに、債務者格付の区分

　　　　　を１６から２５区分に細分化し、自己査定のより一層の厳格化、効率化

　　　　　を図っております。また、同マニュアル（最終とりまとめ）を受け、さ

　　　　　らに改定を行っております。

　　　　　　「企業格付」につきましては、原則年１回（業況等によって、随時）

　　　　　の見直しを行い、下記の活用を図っております。　

　　　　　・債務者格付の一部として貸出の自己査定に使用

　　　　　・お取引先の業況等の把握と取組方針・付利方針の徹底

　　　　　・個社別採算管理

　　　　　・信用リスクの計量化

　　　　　・行内の融資企画の策定、実行、フォロー

　　　　　　今後につきましても、さらなる精度向上を目指し、順次見直しを実施

　　　　　いたしてまいります。

　　    ②　ローングレーディング

　　　　　　ローングレーディングについては、自己査定において、貸出条件に応

　　　　　じた、例えば、条件変更や極端に返済期間が長い債権等についての査定

　　　　　は、債権単位で実施するなどの考え方を取り入れたものとなっておりま　　　　　　　

　　　　　す。

　　　　　　今後につきましては、信用リスク管理における重要課題と位置づけ、

　　　　　取り組んでまいります。
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３．責任ある経営体制の確立のための方策

（１）金融機関の社会性・公共性を踏まえた経営理念

　　イ．当行の経営理念

　　　　当行は創業以来、「お客さま第一主義」「地場信頼感の確立」の姿勢を経

　　　営の基本に捉え、職員一人ひとりが経営を担う気概を持って、自ら学び成長

　　　する「自学の風」の醸成に努め、「少数精鋭」による効率的かつ実質を重ん

　　　じた業務運営を心掛けてまいりました。

　　　　平成６年４月には、当行の営業基盤である北海道とその地域の皆さまへの

　　　使命と役割を再確認し、「北海道の未来とともに」発展する当行の姿勢を明

　　　確にした、新しい経営理念を定めております。

　　　　この経営理念を当行の社是として、そしてあらゆる判断・行動の座標軸と

　　　して、将来とも維持徹底するよう、役職員一同不断の努力を続けております。

経 営 理 念

堅実・進取
健全かつ実質主義の経営で、
成長性豊かな銀行

銀行経営の基本である健全性を将来とも維
持徹底し、効率を重んじた実質経営によっ
て、いかなる環境にも耐えうる強い経営体
質と、進取の気概にあふれた質の高い銀行
を創ります。

顧客本位
お客さまにベストで応える、
魅力あふれる銀行

「地域・お客さま最重視」を常に考え、社
会の変化や時代の要請を先取りした商品・
サービスのご提供はもとより、お客さまか
ら信頼され愛される地域No.１の営業活動
を「まごころ」で実践します。

北海道の未来とともに

常に営業基盤である北海道と歩むことが、私達の使命であり役割で
あると考えます。この理念のもとで、北海道という広いフィールド
に夢を描き、未来に向かって前進する道産子のバイタリティーを持
ち続けることが、私たちの伝統であり変わらぬ基本姿勢です。

地域共栄
地域の発展に寄与し、
存在感のある銀行

地域の発展に貢献できることが私たちの願
いであり喜びです。そのために日々精励す
ることにより、地域経済活性化に適切に対
処し共に発展し、地域と堅い絆で結ばれた
北海道になくてはならない銀行として着実
に歩みます。

職員尊重
職員が自信と誇りを持って働く、

元気一杯の銀行

創造性とチャレンジ精神に富んだ、企業発
展の原動力となる人材を育て、北海道の未
来にはばたく活力ある優れた人材を輩出す
る企業集団を目指します。
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　　ロ．コンプライアンス（法令等遵守）体制について

　　　　銀行はその社会的使命から、一般企業に比べてより高いレベルで公共性、

　　　社会性が求められるものと認識いたしております。

　　　　当行役職員も、その職務の公共性、社会性から、個々人の行動に自己管理

　　　が求められるとともに、組織としても法令はもとより、社会規範や倫理をも

　　　含めたルールを遵守する体制づくりが不可欠であると考えております。

　　　　当行としては、このような基本的な考え方に基づき、ルール遵守の意識徹

　　　底を図るために、従前より『行員の心得』を策定しており、携行冊子として

　　　全役職員に配布いたしております。その後、平成１０年１０月には、法令等

　　　の遵守に向けた銀行としての姿勢を明確にし、その取組みを一層強化するた

　　　め体制全般の整備を実施いたしました。

　　（イ）組織体制

　　　　①　コンプライアンス委員会の設置

　　　　  　リスク管理担当役員を委員長、本部諸役を委員とするコンプライアン

　　　　  ス委員会を設置しております。委員会は原則として３カ月毎に開催し、

　　　　　コンプライアンス態勢整備に係る課題を明確にし、対応方針と施策を協

　　　　　議するとともに、コンプライアンス環境の改善にかかる指示、経営への

　　　　  提案を行うものとしています。また、リーガルチェック内容や訴訟案件

　　　　　のレビューを行い、法務リスク管理に係る方針を協議するとともに、必

　　　　　要に応じて個別案件を審議するものとしています。

　　　　　　委員会の事務局を本部リスク管理グループ内に設置し、コンプライア

　　　　　ンスにかかる全行的啓蒙活動を実施するとともに、行内からの相談に対

　　　　　応いたしております。

　　　　②　コンプライアンス管理者の配置

　　　　　　全ての本支店にコンプライアンス管理者を配置し、コンプライアンス

　　　　　委員会や事務局等との窓口として、職場内の啓蒙活動の実施、職員教育

　　　　　の企画・遂行をすすめるとともに職場内のコンプライアンスに関する相

　　　　　談等に対応いたしております。

　　　　③　コンプライアンス統括部署の設置

　　　　　　平成１０年７月にコンプライアンス担当部署を設置し、本部組織改編

　　　　　を経て平成１１年７月以降は、リスク管理グループがコンプライアンス

　　　　　に係る事項を一元管理する体制といたしております。

　　（ロ）「倫理規定」、『コンプライアンス・マニュアル』の制定

　　　　  当行役職員が守るべきルールを「倫理規定」として定め、明確にいたし

　　　　ております。また、コンプライアンスの基本方針や行動指針等をまとめた

　　　　『コンプライアンス・マニュアル』を全役職員に配布、順次更新を行い、

　　　　法令遵守意識の向上に努めております。

　　（ハ）行内啓蒙

　　　　①  職場単位での勉強会の実施

　　　　　  全役職員に配布している『コンプライアンス・マニュアル』、事例問

　　　　　題、地銀協発行のテキスト等を活用のうえ、各職場において定例的な勉

　　　　　強会の開催を義務づけております。
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　　　　②  各種研修会の実施

　　　　　　支店長研修会、役席研修会等の全ての階層別研修のほか、業務別研修

　　　　　の機会にも必要に応じてカリキュラムに組み込み、徹底を図っておりま

　　　　　す。研修にあたっては、弁護士を講師に迎えるなど内容の充実に努めて

　　　　　おります。

　  （ニ）コンプライアンス検査の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　  　　平成１１年４月より、検査グループによる行内検査実施時に、コンプラ

　　　　イアンスへの取組姿勢、ルール遵守の状況を点検・指導いたしております。

　　（ホ）今後の課題

　　　　　今後も金融機関を取り巻く環境の変化に対応し、『コンプライアンス・

　　　　マニュアル』については継続して見直しを行うとともに、より実効性のあ

　　　　るコンプライアンス・プログラムを実施し、環境の整備を図ってまいりま

　　　　す。
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（２）経営の意思決定プロセスと相互牽制体制

　　イ．経営の意思決定プロセス　

　　　　当行では、取締役会を経営の意思決定機関とし、取締役会規程のほか、事

　　　務分掌規程、本部職務権限規程等の行内規程の厳格な運用により、適切な権

　　　限委譲を行い、迅速な意思決定を行う体制といたしております。

　　　　平成１１年６月には「執行役員制」を導入し、これにより、取締役会は本

　　　来の役割である経営の意思決定と業務執行の監督機能に徹し、業務執行につ

　　　いては、執行役員が取締役会により決議された業務について、代表取締役の

　　　もと、その執行責任者として機能する体制といたしました。

　　　　なお、こうした趣旨を徹底する観点から、これまでの常務会は廃止いたし

　　　ました。

　  （イ）取締役会

　　　　　取締役会は、経営に関する重要な事項、方針及び業務の執行を決定して

　　　　おり、法令、定款、取締役会規程等に則り運営いたしております。

　　　　　当行の取締役数は平成１１年６月から６名体制とし、規模的にも実質的

　　　　かつ活発な議論ができる体制となっております。なお、取締役会は原則と

　　　　して毎月開催いたしております。

　  （ロ）執行役員会

　　    　執行役員による以下の会議を開催いたしております。

　　    ①  経営会議

　　　　　　経営会議は、本部在籍執行役員により構成され、取締役会が決定した

　　　　　基本方針に基づく業務執行に関する具体的方策等の重要事項を協議・決

　　　　　定いたしております。なお、経営会議にて決定できる具体的な事項範囲

　　　　　については、取締役会にて決議のうえ、明確化いたしております。なお

　　　　　経営会議は原則として、毎週１回開催いたしております。

　　　　②　営業推進会議

　　　　　　営業推進会議は、本部在籍の営業推進担当執行役員及び営業店長兼務

　　　　　の執行役員により構成されております。

　　　　　　営業推進業務執行全般にわたる重要方針の協議や、主要営業地域に関

　　　　　する情報交換を主たる目的とし、必要に応じて本部施策への迅速な反映

　　　　　を行っております。なお、営業推進会議は原則として、２カ月毎に開催

　　　　　いたしております。

　　ロ．相互牽制体制　　　   

    （イ）監査役（会）

　　　　　２名の社外監査役を含む監査役全員が取締役会に出席いたしております

　　　　ほか、常勤監査役は経営会議に出席し、内部牽制機能の強化に努めており

　　　　ます。さらには、貸出関連稟議を含めた重要決裁書類の閲覧のルール化、

　　　　営業店・グループ会社への往査等を行い、独立性・実効性のある監査を行

　　　　っております。

　　　　　監査役会は年度監査方針に基づき、法令、定款で定められた事項及び行

　　　　内所定の規程、運営基準により運営されております。
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　　　　　また、監査役による監査機能が十分に発揮されるためのサポート体制と

　 　　 して、監査役スタッフである「監査役会事務局」を設置いたしております。

    （ロ）社外取締役

　　　　　当行では平成１１年６月から、社外取締役１名を経営陣に加えておりま

　　　　す。銀行業務が多様化するなかにあって、外部の目で見た新しい発想を経

　　　　営戦略に反映させることと、経営の意思決定のプロセスにおいて、チェッ

　　　　ク機能をより強化することを目的といたしております。
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（３）自主的・積極的ディスクロージャー

　　イ．基本的な考え方

　　　　経営情報の適切な開示により、経営の透明性を高め、かつ当行自らの行動

　　　を律していくことは、株主・お取引先及び市場の理解と信頼を確保するため

　　　の経営の基本姿勢と認識いたしております。金融ビッグバンが進展し、ペイ

　　　オフ解禁も控え、その重要性はますます高まっているものと考えております。

　　　　このような情勢を踏まえ、当行といたしましては、今後とも、より自主的・

　　　積極的なディスクロージャーの実践に取り組んでまいる所存であります。

　

　　ロ．具体的な方策

　　（イ）決算内容の公表における開示情報の充実

　　　　  平成１１年３月期から、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法

　　　　律」に基づき、平成１１年９月期からの開示が義務づけられた「新開示基

　　　  準」による資産査定の公表を前倒しで実施いたしております。

　　　    また、平成１１年９月期からは、リスク管理債権情報につきまして、未

　　　  収利息の計上基準を金融検査マニュアル等の趣旨に則り、従来の税法基準

　　    から自己査定結果に基づくものに変更し、自己査定の債務者区分が「破綻

　　    懸念先」「実質破綻先」または「破綻先」である債務者向けの貸出金であ

　　　  れば、延滞の有無にかかわらず、「破綻先債権」または「延滞債権」に区

　　　  分し、開示いたしております。

　　　　  さらには、経営合理化の進捗状況を示す経費（人件費、物件費）推移な

　　    ど、当行の経営実態の理解に参考となる情報も併せて開示いたしておりま

　      す。引き続き決算内容の公表に際し、開示情報の充実に努めてまいります。

　　（ロ）ディスクロージャー誌の充実

　　　　　平成１１年７月発行のディスクロージャー誌より、改正銀行法に基づく

　　　　開示項目に加え、これまで開示してきました「全銀協統一開示基準」によ

　　　　る開示項目も網羅いたしております。

　　　　　また、経営内容を簡潔にまとめたミニディスクロージャー誌も、平成

　　　　１０年から発行しており、今後もディスクロージャー誌につきましては、

　　　　その内容及び形態の拡充を検討いたしてまいります。　　　　　　　　　　　

　　（ハ）会社説明会（ＩＲ）の継続的実施

　　　　　当行は平成１０年より「会社説明会」を実施いたしており、投資家に対

　　　　する正確な情報提供に取り組んでおりますが、引き続きその充実を図って

　　　　まいります。

　　（ニ）インターネットの活用による情報開示促進　

　　　　　当行はホームページによる的確でタイムリーな経営情報の提供に尽力い

　　　　たしておりますが、今後につきましても他の情報開示ツールとの連携をと

　　　　りながら、さらにその効果的な活用を図ってまいります。
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４．配当等により利益の流出が行われないための方策等

（１）基本的考え方

  　　平成１１年７月の第一回第二種優先株式の発行および平成１２年３月の公的

　　資金の導入により自己資本の充実が図られております。

  　　今後も、金融機関としての公共性・社会性を十分に考慮し、金融の円滑化を

　　通じ地域経済の発展に資するため、収益力を一層強化し、内部留保を高めるこ

　　とにより適切な水準の自己資本の維持に努めてまいります。

（２）配当、役員報酬・賞与についての考え方

  　　配当につきましては、収益状況に対応しつつ、安定した配当を行うことを基

　　本方針としてまいりましたが、平成５年度より年間５円から４円に減配、平成

　　７年度からは年間２円に、さらには平成９年度からは無配とし、株主の皆さま

　　にもご負担をおかけしているところでございます。

  　　今後におきましては、公的資金注入をお受けしたということを鑑み、自己資

　　本の充実を第一義といたしますが、役職員一丸となり、なお一層の収益力の向

　　上に努め、業績の状況などを踏まえた総合的な判断のもとに、できるだけ早期

　　に安定配当の実現に向け努力してまいる所存でございます。

  　　役員報酬につきましては、平成４年度以降段階的に減額を行っており、現在

　　では役職に応じてピーク時の約35～50％まで削減いたしておりますとともに、

  　役員賞与につきましては、平成４年度以降全額を返上いたしておりますが、

　　今後につきましては、収益動向等を勘案しながら適切に対応してまいります。

  　　また、平成１１年６月より執行役員制を導入し、取締役数はこれまでの１２

　　名から６名を削減し、６名体制といたしました。
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５．資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策

（１）基本的な取組み姿勢

　　　当行は中小商工業者の金融機関として設立され、一貫して地元中小企業向け

　　融資に取り組んでまいりました。当行の有する金融機能を通じて地域開発の促

　　進に参画し、地場産業・地場関連企業の育成・深耕と地域の皆さまとの密着化

　　を図ることを基本方針として、道民の皆さまの豊かな生活づくりへの貢献に努

　　力いたしております。

　　　地元の個人、中堅・中小企業の健全な資金ニーズに積極的に対応し、円滑な

　　資金供給が地域金融機関の重要な使命と捉え、地元の皆さまのお役に立つ「ど

　　さんこバンク」として一層の努力を重ねてまいります。

　　　また、道内の個人・中小企業に対する円滑な資金供給を行うため、北海道と

　　関連の薄い、採算性の低い大手企業取引の見直しを行い、今後とも、地元を重

　　視した資金供給に取り組んでまいります。

（２）平成１２年度の実績と今後の対応方針

　『平成１２年度中小企業向け貸出の増加計画を達成できなかった理由』

　　　貸出金にかかる平成１３年３月末実績は、「国内貸出」総体では、残高ベー

　　スで、２６，２４６億円と、平成１２年３月末に比べ２６８億円増加し、平成

　　１３年３月末計画に対しまして１３２億円下回っております。これに貸出金償

　　却、部分直接償却、バルクセール等を考慮いたしました実勢ベースでは

　　２６，８７１億円と、平成１２年３月末に比べ８９３億円増加し、平成１３年

　　３月末計画に対しまして２９３億円上回っております。

　　　内訳といたしまして、「個人向け貸出」につきましては、住宅ローンを中心

　　に、残高ベースで７，１６０億円と、平成１２年３月末に比べ４５８億円増加

　　し、平成１３年３月末計画に対しまして、１３８億円上回っております。

　　　「その他貸出」につきましては、地方公共団体向け貸出を中心に、残高ベー

　　スで５，９４３億円と、平成１２年３月末に比べ４５８億円増加し、平成１３

　　年３月末計画に対しまして、４５８億円上回っております。

　　　「中小企業向け貸出」につきましては、残高ベースで、１３，１４３億円と

　　平成１２年３月末に比べ、６４８億円減少し、平成１３年３月末計画に対しま

　　して、７２８億円下回っております。これに、貸出金償却、部分直接償却、バ

　　ルクセール等を考慮いたしました実勢ベースでは、１３，６８５億円と、平成

　　１２年３月末に比べ１０６億円減少し、平成１３年３月末計画に対しましては

　　３８６億円下回っております。

　　　中小企業向け貸出の計画未達の要因といたしまして、道内の経済環境が厳し

　　い状況のもと、設備投資等の資金需要がなかなか立ち上がらない状況でありま

　　すとともに、道内景気の牽引役であります公共工事の前年比マイナスが続いて

　　おりますことも反映し、建設業を中心に有利子負債の圧縮が活発であることが

　　上げられます。

　　※　平成１２年度の全国の名目経済成長率が▲０．６％であるのに対し、道内

　　　は▲１．３％となっております。
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　　※　道内の事業性貸出総体につきまして、平成１２年１２月末では、前年同月

　　　に比べまして２，４５０億円減少、年間増率▲２．８％と、縮小傾向にあり

　　　ます。一方、当行の事業性貸出につきましては、平成１２年１２月末では、

　　　前年同月に比べまして３４億円減少、年間増率▲０．２％となっております。　

　　　　なお、道内総体の実績につきましては、北海道財務局「北海道金融統計」

　　　をもとに、当行にて算出しております。

　　　　平成１２年度につきましては、中小企業向け貸出を増強すべく、新規融資

　　　へ積極的に取り組みました結果、件数では１，２００先、貸出実行額では

　　　３８２億円の実績を上げておりますとともに、既往お取引先へは、ファーム

　　　バンキングやコンサルティングサービス等を切り口に、シェアアップ等に取

　　　り組み、相応の成果を上げることができましたが、上記経済環境等を反映し、

　　　遺憾ではございますが、計画に対し未達となりました。

　『平成１３年度中小企業向け貸出の増加のための方策』

　　　　平成１３年度につきましては、前年度同様、厳しい経済環境ではございま

　　　すが、具体的な方策、行内体制、商品提供のもと、計画達成に向け、積極的

　　　に取り組んでまいります。

　　①　中小企業向け貸出の増強

　　　　地元中小企業向け貸出につきましては、ファームバンキングサービス、外

　　　国為替サービス、確定拠出型年金（日本版４０１Ｋ）導入にかかるご相談や

　　　セミナー開催、道銀地域企業経営研究所を中心としたＩＳＯやＨＡＣＣＰを

　　　始めとするコンサルティングサービス、各種情報のご提供等を通して、資金

　　　需要を始めとする様々なニーズにお応えすべく取り組んでまいります。

　　　　また、今後、中小企業向小口融資の展開について検討してまいります。

　　②　個人ローンの増強

　　　　個人ローンにつきましては、「道銀住宅ローンプラザ」の設置（現在、札

　　　幌市内３箇所、地方２箇所に開設済）をはじめ、住宅ローン特別推進チーム

　　　の配置（平成１１年度）、テレホンバンキングやホームページでの受付等、

　　　積極的に取り組んでまいりました。

　　　　本年５月からは、個人マーケットのニーズ（いつでも・どこでも・手軽に

　　　・スピーディー・ブランド・リーズナブル）にお応えすべく、個人ローン専

　　　門ネット支店「ｒａｐｉＤｏ支店」を開設し、カードローンの飛躍的な増強

　　　に取り組んでおります。

（３）組織・体制の見直し

　　①　中小企業向け

　　　　法人向け貸出増強のための体制といたしまして、全店的に法人融資新規に

　　　積極的に取り組んでおりますとともに、平成１２年度より、特にマーケット

　　　規模の大きい札幌市内及び地方主要都市のエリア母店に「法人新規チーム」

　　　を配属し、新規取引獲得の集中活動を展開しております。

　　　　併せて、既往お取引先につきましては、将来にわたって当行の核取引先と

　　　なり得る特定重要法人を「キーバンク先」と定め、本支店一体となった積極
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　　　的な取引拡大・深耕を行っております。

　　　　また、お取引先の様々なニーズにお応えするために本部機能の強化を図っ

　　　ており、各本部関連セクションに戦略的な人員配置を行っております。

　　②　個人向け

　　　　個人向け貸出増強のための体制といたしましては、札幌市内の住宅ローン

　　　プラザにつきましては、土曜日の営業も行っておりますとともに、ｒａｐｉ

　　　Ｄｏ支店につきましては「自動審査システム」を活用し２４時間３６５日受

　　　付・審査・ご相談・残高照会等に対応できる体制としております。

　　　法人マーケットおよび個人マーケットにかかるリテール特化を一層進めるべ

　　く、平成１３年７月１日付にて組織改編を実施しており、「法人推進グループ」

　　「個人推進グループ」を設置しております。

（４）地域経済の発展を支援する商品の提供

　　①　中小企業向け

　　　　平成１０年度からの「中小企業金融安定化特別保証制度」の新設に伴い、

　　　その利用を積極的にお勧めするとともに、同保証を活用した当行独自の商品

　　　「道銀事業活性化ローン」の取扱いを開始しております。

　　　　事業活性化ローンにつきましては、道内の中小企業の資金繰りの安定を図

　　　り、事業の活性化を支援することを目的とし、低利で固定金利の商品となっ

　　　ておりますことから、中小企業向け貸出増強の主力商品として位置づけ、引

　　　き続き積極的に取り組んでまいります。

　　②　個人向け

　　　　マイカー、教育、リフォームローンにつきましては適用金利の引き下げを

　　　実施しており、カードローンにつきましては、極度枠の多様化や非来店型等

　　　の商品性の見直しを行っております。

　　　　住宅関連資金につきましては、住宅およびアパート新築資金や借換資金へ

　　　のニーズにお応えすべく、借入後１０年間は住宅金融公庫より金利の低い「

　　　住宅ローンスペシャル」「アパートローンスペシャル」「住宅ローン借換ス

　　　ペシャル」等の取扱いを行っており、ご好評をいただいております。

　　　　また、ｒａｐｉＤｏ支店で取扱いしております無担保カードローンにつき

　　　ましては、使い勝手を重視いたしました商品性（年中無休のコールセンター

　　　による有人対応、多チャネルからのアクセス、お申込みから融資まで来店不

　　　要、スピード審査＆デリバリー等）としております。

（５）融資に対する取組み姿勢

　　　お客さまの資金ニーズに的確にお応えするとともに、既往お取引先への経営

　　指導も含めた様々なコンサルティング活動を通して、資産の良質化に取り組ん

　　でまいります。

　　　また、収益力強化の取組みの一環として、貸出に伴う引当コストを意識した、

　　信用リスクに見合ったプライシングの強化に取り組んでまいります。
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６．株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻し、

　償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

（１）消却、払戻し、償還又は返済についての考え方

  　　　金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第１０条第２項六に

　　　は、協定銀行が取得した株式等については、できる限り早期に譲渡その他の

　　　処分を行うよう努める旨が定められております。

  　　　当行といたしましては、今後、上記規定の趣旨を踏まえ、収益力の向上と

　　　経営の効率化を推進し、消却を行ってもなお十分な自己資本水準が維持でき

　　　るよう、内部留保の蓄積に努めてまいります。

（２）剰余金の推移

　［内部留保の見通し］                                        

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

内部留保額 38 5 78 112 140

剰余金残高 102 107 185 297 437

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

内部留保額 138 138 139 138 138

剰余金残高 575 713 852 990 1,128

 （単位：億円）
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（３）収益見通し

　　　年度ごとの収益計画につきましては図表１－１．収益動向及び計画に記載しております。

　　イ．今後４年間の収益見通しとその前提条件

　　　　景気につきましては、公共投資の削減、さらには構造改革等の政策推進に

　　　より、一時的に失業率の増加を招く等、当面はマイナス面が先行し、低迷が

　　　続くものと予想されます。しかしながら、平成１５年度以降は、プラス効果

　　　が徐々に現れ、金融面の安定化が一層図られるとともに、企業のリストラ努

　　　力による財務体質の強化が期待でき、新しい産業の芽生えとも相まって、民

　　　需主導の自立的な景気回復軌道に乗ってくるものと考えております。

　　　　このような経済環境予想に基づき、計画の前提条件として金利・為替・株

　　　価等を下記のとおり予想いたします。

　　　〔金利〕

　　　　短期金利につきましては、当面の景気低迷を背景に、現行の超低金利政策

　　　が平成１４年度まで続き、その後なだらかな上昇に転じるものと予想いたし

　　　ました。長期金利につきましては、中長期的には景気回復トレンドの見通し

　　　のもと、平成１３年度よりなだらかな上昇を予想いたしております。

　　　〔為替〕

　　　　先行きの見通しにつきましては、景気動向以外にも不確定要因が多いため

　　　計画見直し時点（平成１３年６月末）におけるレートを横這いといたしまし

　　　た。

　　　〔株価〕

　　　　先行きの見通しにつきましては、景気動向以外にも不確定要因が多いため

　　　計画見直し時点（平成１３年６月末）における日経平均株価を横這いといた

　　　しました。

　主要前提条件

13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期

無担Ｏ／Ｎ 0.12 0.01 0.01 0.25～0.50 0.50

ＴＩＢＯＲ　３Ｍ 0.11 0.10 0.10 0.50～0.75 0.75

ＳＷＡＰ　５Ｙ 0.64 1.00～1.50 1.75～2.00 2.25～2.50 2.75

１０年国債 1.27 1.50～2.00 2.25～2.50 2.75～3.00 3.25

為替（円／ドル） 126 124 124 124 124

日経平均株価 12,999 12,969 12,969 12,969 12,969

　　※金利につきましては、各期中平均を記載しております。

収益見通し　 （単位：億円）

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

業務粗利益 786 770 804 803 813

業務純益（※） 388 361 388 370 375

※　業務純益は、一般貸倒引当金繰入を除くベース。

（単位：％、円）
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７. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

（１）各種リスク管理の状況

　　　金融の自由化、金融技術の革新、高度情報化社会の到来などに伴い、銀行業

　　務を取り巻くリスクも多様化しております。

　　　このような状況下、当行は、経営の健全性確保のため、各種リスクの管理を

　　経営の重要課題と位置づけ、取り組んでおります。

　　　詳しくは図表１２．リスク管理の状況に記載しております。

（２）資産運用に係る決裁権限の状況

　　イ．資産運用の基本方針

　　　　資産運用につきましては、中期経営計画において中長期的な運用・調達方

　　　針を決定いたしております。また、半期毎にＡＬＭ委員会を経て、経営会議

　　　において貸出運用や有価証券運用の運営方針や保有枠等を盛り込んだ総合業

　　　務計画を決定いたしております。

　　ロ．貸出運用について

　　（イ）貸出運用の基本方針

　　　　　当行では、安全性、収益性、成長性、流動性、公共性の融資の基本原則

　　　　に則り、具体的に融資業務を行うためのガイドラインとしての融資基本方

　　　　針及び業種別や融資対象区分別の融資方針等を定めております。さらに、

　　　　融資取扱に係る業務要領や取扱要領につきましては、『融資業務の手引』

　　　　に明記し、貸出の運用にあたっております。

　　　　　また、大口信用供与規制とは別に、「個社別クレジットライン」及び「

　　　　業種別管理方針」を定め、特定層への与信集中の防止や特定業種への与信

　　　　偏重の是正を図っております。

　　　　※　「融資基本方針」

　　　　当行の有する金融機能を通じ、

　　　　  1) 地域開発の促進に参画し、

　　　　　2) 地場産業・地場関連企業の育成・深耕、

　　　　　3) 地域住民との密着化、

　　　　を図る。

　　　　　もって地場信頼感を確立し、融資基盤を強化・拡大しつつ、当行の

　　　　発展を期する。

    （ロ）貸出案件の決裁権限

　　　　①　本部職務権限　

　　　　　　貸出案件については、『本部職務権限規程』において決裁権限を定め

　　　　　対外融資や私募債を含め、そのルールに基づき、審査担当部署において

　　　　　案件の厳格な審査・処理を行っております。

　　　　　　なお、本部職務権限につきましては、個社別の信用リスク及び案件の

　　　　　重要度合いに応じ、正常先、要注意先、破綻懸念先以下の債務者区分及

　　　　　び通常の案件、重要な案件、特殊な案件等の区分に基づき、決裁者毎の

　　　　　権限を定めております。
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　　　　②　営業店長の決裁権限

　　　　　　営業店長の決裁権限は、『諸貸出金の部店長専行限度規程』『部店長

          専行貸出取扱準則』により運用しておりますが、基本的に信用リスク（

　　　　　債務者区分・格付）及び店別ランクに応じた権限委譲といたしておりま

　　　　　す。

　　ハ．有価証券運用について

　　（イ）投資有価証券

　　　　　半期毎に、経営会議において、有価証券運用方針及び運用限度を決定い

　　　　たしております。

　　　　　また、月次のＡＬＭ委員会において、証券業務運用実績（残高・損益）

　　　　を報告するとともに、金利見通し、全体の収益状況、資金繰り状況に合わ

　　　　せた運用スタンスを決定いたしております。

　　（ロ）商品有価証券

　　　　　半期毎に、経営会議において、お客さまの需要動向を踏まえ、店頭販売

　　　　を目的とした現物債券の購入・引受等の運用限度を決定いたしております。

（３）資産内容

　　イ．金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第３条第２項の措置

　　　後の財務内容

　　　　図表1３．法第３条第２項の措置後の財務内容に記載しております。

　　ロ．銀行法第２１条に基づく開示

　　　　図表1４．リスク管理債権情報に記載しております。
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（４）償却・引当方針

　　イ．従来の償却・引当方針

　　　　償却及び引当につきましては、当行が定める『償却・引当基準書』に基づ

　　　き行っております。

　　　　本基準書は、金融庁制定の「金融検査マニュアル」及び日本公認会計士協

　　　会による「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸

　　　倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」、企業会計原則、銀行法並

　　　びに金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に準拠いたしております。

　　（イ）正常先債権及び要注意先債権

　　　　①　「期末債権額×予想損失率」によって得られた数値を一般貸倒引当金

　　　　　に計上いたしております。

　　　　②　「予想損失率」は、算定期間毎の「倒産確率（件数ベース）×無担保

　　　　　比率（算定期間最終日現在）」とし、それらを平均して算定いたしてお

　　　　　ります。

　　　　③　「倒産確率」は、以下のａ・ｂ・ｃの件数の合計を算定期初の債務者

　　　　　区分毎の総先数で除した数値といたしております。

　　　　　ａ．算定期間最終日現在の「実質破綻先」及び「破綻先」先数

　　　　　ｂ．算定期間中「実質破綻先」及び「破綻先」で回収・償却した先数

　　　　　ｃ．算定期間最終日現在で正常先及び要注意先から「破綻懸念先」とな

　　　　　　った先数に破綻懸念先の倒産確率を乗じた件数

　　　　　　　なお、算定期間は３年間とし、過去３算定期間の倒産確率に基づき

　　　　　　算定することを原則といたしますが、十分なデータの蓄積がなされる

　　　　　　までは、可能な限りそれに準じた方法で算定することといたしており

　　　　　　ます。

　　　　④　算定にあたっては、「正常先」・「要注意先」とも事業性貸出及び個

　　　　　人ローンに区分を行い、各々について今後１年間の予想損失額を見積も

　　　　　ることといたしております。

　　　　　　但し、「要注意先」のうち、銀行法施行規則に定める「三ケ月以上延

　　　　　滞債権」または「貸出条件緩和債権」を有する先（「要管理先」）につ

　　　　　いては、今後３年間の予想損失額を見積もることといたしております。

　　　　　また、「要管理先」については、事業性・個人のグルーピングを行って

　　　　　おりません。

　　（ロ）破綻懸念先債権

　　　　①　後述の「特定先」を除く先（「一般先」）に対しては、「自己査定Ⅲ

　　　　　分類額×過去３年間の倒産確率（算定期間毎の倒産確率の平均値）」に

　　　　　よって得られた数値を個別貸倒引当金に計上いたしております。

　　　　　  上記の「倒産確率」は、後記ａ及びｂの件数の合計を算定期初の破綻

　　　　　懸念先数で除した数値とし、算定期間の考え方については正常先・要注

　　　　　意先と同様といたしております。

　　　　　ａ．算定期間最終日現在の「実質破綻先」及び「破綻先」先数

　　　　　ｂ．算定期間中「実質破綻先」及び「破綻先」で回収・償却した先数
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　　　　②　当行連結決算対象会社、再建支援のため債権放棄等が予定される先、

　　　　　過去に債権放棄等を行うなどのほかグルーピングに馴染まない債務者（

　　　　　「特定先」）に対しては、自己査定結果に基づき個別に必要額を引当計

　　　　　上いたしております。

　　　　　　なお、従来、当行の特定ノンバンクとしておりました、道銀抵当証券

　　　　　・北友商事・北栄興産につきましては、平成１２年度中に解散し、同社

　　　　　に対する当行の貸出金は、その全額を回収または直接償却しております。

　　（ハ）実質破綻先債権及び破綻先債権

　　　　　自己査定においてⅢ分類及びⅣ分類とされた金額の全額に対し、個別貸

　　　　倒引当金を計上するか、直接償却を行うことといたしております。

　　（ニ）共同債権買取機構への売却債権の引当

　　　　　売却債権毎の毀損率＝｛（貸出残高－担保力）×99％÷貸出残高｝が50

　　　　％を超えるものについて、その全額相当を債権売却損失引当金に計上いた

　　　　しております。

　　（ホ）特定債務者支援引当金

　　　　　経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図るため債権放棄・現金贈与

　　　　等の方法による支援を行っている場合において、支援に伴う損失見込額が

　　　　当該債務者に対する債権額を超える場合には、債権額を超えた損失見込額

　　　　を特定債務者支援引当金に計上いたしております。

　　　　　なお、申請日現在、本件引当金の対象となる債務者はございません。

　　ロ．公的資金による株式等の引受等を踏まえた自主的・積極的な償却・引当方

　　　針

　　　　平成１１年４月、金融監督庁（当時）より「金融検査マニュアル（最終取

　　　りまとめ）」において、償却・引当の指針が示されたことから、平成１１年

　　　３月期決算より、本内容の趣旨を踏まえて資産査定及び償却・引当を行って

　　　おります。

　　　　今後も、債務者格付毎の予想損失率のデータの蓄積等に基づき、より精度

　　　の高い、合理的な方法による償却・引当を行うことにより資産内容のさらな

      る健全化を図ってまいります。

　　ハ．行内企業格付けごとの償却・引当の目途

　　　　当行の債務者格付は、２５に区分されており、それぞれの格付けが自己査

　　　定の債務者区分に対応いたしておりますので、格付け毎の償却・引当方針は

　　　金融検査マニュアルの考え方に基づいた債務者区分毎のそれと同様でありま

　　　す。

　　　　当行の予想損失額の算出は、倒産確率を主体としておりますので、今後の

　　　データの蓄積により、その精度は更に高まる予定であります。

55



　　ニ．不良債権の売却等による処理、回収の方針

　　　　当行はこれまでも、本部担当部署（審査グループ・審査管理グループ）及

　　　び営業店の連携により不良債権の回収・整理をすすめてまいりましたが、今

　　　後さらに管理を強化し、不良債権の回収促進、任意売却や法的措置による担

　　　保処分による最終処理のスピードアップを図ってまいります。

　　　　また、回収が長期化する見通しである債権やそれに伴い二次損失の発生の

　　　懸念がある債権につきましては、一括売却（バルクセール）等を活用した最

　　　終処理をすすめてまいります。

　　　　平成１２年度においては、債権の直接償却２１４億円及び一括売却１８２

　　　億円（いずれも部分直接償却前）により、不良債権の本源的なオフバランス

　　　化を実施いたしました。

　　　　今後もこうした手法を活用し、不稼働資産の圧縮を図り、資産内容の改善

　　　に取り組んでまいります。

　　ホ．債権放棄についての考え方

　　　　取引先に対する経営支援の手段として、債権放棄を実施する場合は、平成

　　　１１年１月に発表されました「金融再生委員会の運営の基本方針」で示され

　　　ております趣旨を十分に踏まえ、債権放棄を行うことによって、借り手企業

　　　が再生し残存債権の回収がより確実となる等の経済合理性があることに加え

　　　以下の３点を基本的原則として対応する所存であります。

　　（イ）借り手企業が破綻した場合に、地域経済に与える影響が大きく、債権放

　　　　棄の実施により社会的損失が回避できる等、公共性が認められること。

　　（ロ）借り手企業の経営者の経営責任を明確にすること。

　　（ハ）借り手企業をはじめとする利害関係人間の公平性を損なわないこと及び

　　　　モラルハザードが回避できること。

　　　なお、債権放棄を伴う経営再建計画が提示された場合は、その計画の妥当性・

　　合理性を精査し、その必要性を厳正に判断するとともに、債権の放棄がやむを

　　得ないと認められる先については、予め十分な引当を行って健全性の確保に努

　　めてまいります。
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（５）含み損益の状況と今後の処理方針

  　　平成１２年度につきましては、株式の強制評価減２９億円を実施しており、

　　有価証券の評価損益は平成１３年３月期で１３０億円の評価損となっておりま

　　す。（図表１８．含み損益総括表に記載しております。）

　　　今後につきましては、平成１３年９月期からの時価会計の導入を控え、含み

　　損を有する外貨建永久債の売却、株式持合いの見直しにより、更なるポートフ

　　ォリオの改善を図ってまいります。

（６）金融派生商品等取引動向

  　　当行が行っているオフバランス取引は、金利・為替等のリスクヘッジを主た

　　る目的としており、今後も同様の方針で取り組んでまいります。

　　　現在保有しているデリバティブにつきましては、ヘッジにより既に利鞘が確

　　定しているもの、及び残存期間の短いものが中心となっております。

（億円）

12/9月末 13/3月末 12/9月末 13/3月末

金利及び通貨スワップ 62 227 0 1

先物外国為替取引 158 684 2 10

金利及び通貨オプション － － － －

その他の金融派生商品 － － － －

合　計 220 912 2 11

　　　上記計数は自己資本比率に基づくものであります。

　　　なお、自己資本比率算出において対象となっていない取引所取引、原契約期

　　間が１４日以内の外国為替関連取引等の契約金額・想定元本額は次の通りであ

　　ります。

（億円）

12/9月末 13/3月末

金利及び通貨スワップ － －

先物外国為替取引 6 14

金利及び通貨オプション － －

その他の金融派生商品 － －

合　計 6 14

契約金額・想定元本額 与信相当額
種　類

種　類
契約金額・想定元本額
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８．地域経済における位置づけ

（１）地域の金融市場における融資比率等

　　　当行は、営業基盤である北海道とその地域の皆さまへの使命と役割を認識し

　　「地元の皆さまからゆるぎない信頼と支持を得る道内ベストバンク」の実現に

　　向け、当行のもつノウハウ、情報、ネットワークなどを最大限に活用し、道内

　　リテール業務に特化いたしてまいります。

　　　道内における貸出金・預金のシェアは、平成１２年９月末でともに約20％を

　　確保しており、地域金融機関としての役割を十分に果たしているものと認識い

　　たしております。

　　イ．道内における融資比率

　　（イ）道内貸出金シェア

　　　　　道内における貸出金のシェアは、平成１２年９月末で20.1％（除く信金

　　　　ベースでは26.6％）を確保しており、道内の中核銀行としての役割を担っ

　　　　ております。

道内貸出金シェア推移
平成９年３月末 平成10年３月末 平成11年３月末 平成12年３月末 平成12年９月末

道内貸出金 140,078 143,499 126,600 123,094 122,267

うち当行 24,004 24,433 25,758 24,644 24,636

当行のシェア 17.1 17.0 20.3 20.0 20.1

当行のシェア（除信金） 21.6 21.5 26.8 26.5 26.6

※　北海道財務局「北海道金融統計」より

　　道内貸出金：都銀・地銀・第二地銀・信託銀行・長期信用銀行・信用金庫

※　12年３月末より当行計数は部分直接償却反映済であります。

　　（ロ）道内主要都市における貸出金シェア

　　　　　道内の主要都市における貸出金のシェアは、平成１２年９月末で21.6％

　　　　（除く信金ベースでは26.1％）を確保しており、地域に密着した営業を展

　　　　開いたしております。

道内９大都市における貸出金シェア（平成１２年９月末） （単位：億円、％）

札幌市 函館市 小樽市 室蘭市 苫小牧市

主要都市貸出金 64,679 6,776 2,299 1,885 3,136

うち当行 14,831 1,729 477 298 633

当行のシェア 22.9 25.5 20.7 15.8 20.2

当行のシェア（除信金） 25.0 28.8 26.8 27.1 31.8

旭川市 北見市 釧路市 帯広市 主要都市計

主要都市貸出金 7,532 2,274 4,373 4,907 97,861

うち当行 1,316 416 833 598 21,131

当行のシェア 17.5 18.3 19.0 12.2 21.6

当行のシェア（除信金） 35.9 38.3 25.6 23.4 26.1

※　北海道財務局「北海道金融統計」より

（単位：億円、％）
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　　主要都市貸出金：都銀・地銀・第二地銀・信託銀行・長期信用銀行・信用金庫

※　当行計数は部分直接償却反映済であります。

　　（ハ）道内地方公共団体向け貸出金シェア

　　　　　道内の地方公共団体向け貸出金のシェアは、平成１２年９月末で21.9％

　　　　と年々増加しており、地元金融機関として地域経済への貢献に取り組んで

　　　　おります。

道内地方公共団体向け貸出金シェア推移
平成９年３月末 平成10年３月末 平成11年３月末 平成12年３月末 平成12年９月末

道内残高 8,075 9,827 11,636 10,669 8,065

うち当行 1,306 1,772 2,260 2,181 1,764

当行のシェア 16.2 18.0 19.4 20.4 21.9

※　北海道財務局「北海道金融統計」より

　　道内地方公共団体向け貸出金：都銀・地銀・第二地銀・信託銀行・長期信用銀行・信用金庫

　　ロ．道内における預金比率

　　（イ）道内預金シェア

　　　　　道内における預金のシェアは、平成１２年９月末で19.1％（除く信金ベ

　　　　ースでは27.6％）を確保いたしております。

道内預金シェア推移 （単位：億円、％）

平成９年３月末 平成10年３月末 平成11年３月末 平成12年３月末 平成12年９月末

道内預金 155,190 156,812 163,856 166,994 173,664

うち当行 28,395 30,552 32,650 32,527 33,227

当行のシェア 18.3 19.5 19.9 19.5 19.1

当行のシェア（除信金） 25.8 28.0 28.8 28.2 27.6

※　北海道財務局「北海道金融統計」より

　　道内預金：都銀・地銀・第二地銀・信託銀行・長期信用銀行・信用金庫

　　（ロ）道内主要都市における預金シェア

　　　　　道内主要都市における預金のシェアは、平成１２年９月末で20.7％（除

　　　　く信金ベースでは25.7％）となっており、地域金融機関としての重要な役

　　　　割を担っております。

（単位：億円、％）
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道内９大都市における預金シェア（平成１２年９月末） （単位：億円、％）

札幌市 函館市 小樽市 室蘭市 苫小牧市

主要都市預金 74,341 9,278 4,039 3,292 4,174

うち当行 17,220 1,828 688 638 824

当行のシェア 23.2 19.7 17.0 19.4 19.7

当行のシェア（除信金） 25.1 21.9 22.8 34.4 36.3

旭川市 北見市 釧路市 帯広市 主要都市計

主要都市預金 10,559 3,415 4,913 6,144 120,155

うち当行 1,420 521 854 921 24,914

当行のシェア 13.4 15.3 17.4 15.0 20.7

当行のシェア（除信金） 29.9 37.6 25.7 28.4 25.7

※　北海道財務局「北海道金融統計」より

　　主要都市預金：都銀・地銀・第二地銀・信託銀行・長期信用銀行・信用金庫

　　ハ．道内における基盤項目

　　（イ）道内個人普通預金口座数

　　　　　道内の個人普通預金口座数は、平成１３年３月末で２５２万１千口座と

　　　　なっており、単純平均すると道民の約44％（５人に２人）の方にお口座を

　　　　お持ちいただいていることになります。

道内個人普通預金口座数推移
平成９年３月末 平成10年３月末 平成11年３月末 平成12年３月末 平成13年３月末

口座数 2,340 2,400 2,462 2,489 2,521

当行の浸透率 41.2 42.2 43.3 43.8 44.4

※　道内の人口　5,682,827人（2000年住民基本台帳）に対する浸透率

　　（ロ）道内年金受取口座数

　　　　　道内の年金受取口座数は、平成１３年３月末で２０万６千口座となって

　　　　おり、道内の６５歳以上人口から推定すると、20％のお客さまにご利用い

　　　　ただいていることになります。ご家庭のメイン銀行としてご利用いただい

　　　　ているお客さまが着実に増加いたしております。

道内年金受取口座数推移
平成９年３月末 平成10年３月末 平成11年３月末 平成12年３月末 平成13年３月末

年金受取口座数 168,370 179,939 190,047 198,049 206,567

当行の浸透率 16.8 17.9 18.9 19.7 20.6

※　道内の６５歳以上人口1,004,543人（2000年住民基本台帳）に対する浸透率

（単位：件、％）

（単位：千件、％）
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　　（ハ）住宅金融公庫取扱件数

　　　　　住宅金融公庫のお取扱いにつきましては、平成１３年３月末で７万４千

　　　　件、約９，４００億円となっており、道内の利用者の23.0％、残高では

　　　　24.4％の方に当行をご利用いただいております。

住宅金融公庫取扱い推移
平成９年３月末 平成10年３月末 平成11年３月末 平成12年３月末 平成13年３月末

道内取扱件数 419,938 405,481 372,035 342,022 323,479

うち当行 93,931 91,515 86,144 78,909 74,432

当行のシェア 22.4 22.6 23.2 23.1 23.0

道内残高 44,119 44,538 41,789 39,736 38,417

うち当行 10,541 10,720 10,358 9,859 9,389

当行のシェア 23.9 24.1 24.8 24.8 24.4

　　（ニ）道内個人向け貸出

　　　　　当行では、住宅ローンをはじめとする個人向け貸出金の積極的な増強に

　　　　取り組んでおり、平成１２年９月末の残高では６，８０６億円、24.2％の

　　　　シェアを確保いたしております。今後につきましても、お客さまのライフ

　　　　ステージに合わせた各種商品を取りそろえ、豊かで潤いのある生活設計の

　　　　お手伝いをいたしてまいります。

道内個人向け貸出金推移 （単位：件、億円、％）

平成９年３月末 平成10年３月末 平成11年３月末 平成12年３月末 平成12年９月末

道内個人向け貸出金 22,550 23,827 24,649 27,456 28,119

うち当行 4,970 5,184 5,878 6,661 6,806

当行のシェア 22.0 21.8 23.8 24.3 24.2

※　北海道財務局「北海道金融統計」より

　　道内個人向け貸出金：都銀・地銀・第二地銀・信託銀行・長期信用銀行・信用金庫

※　12年３月末より当行計数は部分直接償却反映済であります。

（単位：件、億円、％）
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（２）地域経済への貢献

　　イ．北海道の未来とともに

　　　　第二次大戦によって日本経済は壊滅的に破壊され、とりわけ全国の中小商

　　　工業者は深刻な痛手を受けておりました。北海道においても資金難を訴える

　　　企業が急増し、戦時中の整理統合によって金融機関の店舗が非常に少なくな

　　　っていた背景もあり、普通銀行設置への非常に強い期待がありました。

　　　　昭和２５年８月、旭川市で開催された全道中小企業者大会、全道商工会議

　　　所大会において、北海道に新銀行設置を要望する件が満場一致で可決されま

　　　した。

　　　　そして、全道各地各層より４００名に及ぶ設立発起人のもと、昭和２６年

　　　３月３日、創立総会が札幌市で開催され、道民の皆さまによってつくられた

　　　北海道の純民間銀行として「北海道銀行」が誕生いたしました。

　　　　当行は、中小商工業者の金融機関として設立された経緯から、戦後の発展

　　　過程にあった北海道経済において、より多くの安定した資金を供給すること

　　　が求められ、この期待にお応えすべく、一貫して中小企業向け融資に取り組

　　　み、業容の拡大に注力いたしてまいりました。

　　　　創業精神であります「北海道の未来とともに」に基づき、営業エリアであ

　　　る北海道経済の発展のために、地元金融機関として円滑な金融機能の提供に

　　　取り組み、良質な金融サービスの提供により、地域社会の発展に貢献いたし

　　　てまいります。

　　ロ．北海道経済への当行の貢献

　　（イ）北海道内の中小企業

　　　　　北海道の中小企業は、事業所数が２６万７千事業所となっており、道内

　　　　の全事業所数の98.7％を占めております。また、従業者数は約１９２万人

　　　　となっており、全従業者数の80.4％を占めております。

　　　　　このように道内の中小企業は、地域経済の担い手として、また、雇用機

　　　　会の提供等を通じ、北海道経済に大きな役割を果たしております。
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中小企業の事業所数と従業者数

全事業所数（単位：千カ所） 全従業者数（単位：千人）

うち中小企業 シェア(%) うち中小企業 シェア(%)

北海道（８年） 270 267 98.7 2,387 1,920 80.4

　　　（３年） 275 272 99.0 2,240 1,866 83.3

増減率(8年/3年) -1.5 -1.8 - 6.6 2.9 -

全国のシェア(8年) 4.2 4.2 - 4.2 4.3 -

全国のシェア(3年) 4.2 4.2 - 4.1 4.3 -

全国　（８年） 6,502 6,433 98.9 57,346 44,492 77.6

　　　（３年） 6,541 6,484 99.1 54,791 43,399 79.2

増減率(8年/3年) -0.6 -0.8 - 4.7 2.5 -

※　1 北海道経済部「1998商工労働観光白書」より

　　2 「事業所・企業統計調査」（総務庁、平成８年度）より

　　3 農林水産業及び公務を除いた民営事業所について集計

　　（ロ）道内中小企業向け貸出

　　　　　当行は創業以来一貫して地元中小企業向け融資に取り組んでおり、地域

　　　　経済の担い手である中小企業の皆さまの健全なニーズに適正な資金供給を

　　　　行い、地域社会との一体的発展をめざして努力いたしてまいりました。

　　　　　平成１２年９月末の残高は、２兆０，０３３億円、25.6％のシェアを占

　　　　めております。

　　　　　今後につきましても、道内の健全な資金需要に積極的にお応えしてまい

　　　　ります。

　　　　　また、当行とお取引をいただいている法人のお取引先数は、平成１２年

　　　　９月末で１９万３千社となっており、道内民営事業所数から推定すると約

　　　　75％の企業にお取引をいただいていることになります。

道内中小企業向け貸出金推移
平成９年３月末 平成10年３月末 平成11年３月末 平成12年３月末 平成12年９月末

道内中小企業向け貸出金 92,758 92,410 76,356 73,711 78,231

うち当行 18,674 18,606 19,084 19,993 20,033

当行のシェア 20.1 20.1 25.0 27.1 25.6

※　北海道財務局「北海道金融統計」より

　　道内中小企業向け貸出金：都銀・地銀・第二地銀・信託銀行・長期信用銀行・信用金庫

※　12年３月末より当行計数は部分直接償却反映済であります。

法人取引先数推移
平成９年３月末 平成10年３月末 平成11年３月末 平成12年３月末 平成12年９月末

法人取引先数 166,745 168,850 180,114 188,984 193,382

当行の浸透率 64.4 65.2 69.6 73.0 74.7

※　道内民営事業所数 258,842（北海道統計平成11年事業所・企業統計調査）に対する浸透率

（単位：億円、％）

（単位：件、％）
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　　（ハ）北海道信用保証協会保証付貸出

　　　　　北海道信用保証協会保証付貸出金につきましては、平成１３年３月末の

　　　　保証債務残高ベースで１，４９９億円、17.5％のシェアとなっております。

北海道信用保証協会保証付貸出金残高推移
平成10年３月末 平成11年３月末 平成12年３月末 平成13年３月末

残高 残高 残高 残高 シェア

当行 1,080 1,459 1,539 1,499 17.5

他地銀・第二地銀 1,710 3,209 3,415 3,326 38.9

信金 2,071 2,952 3,013 2,901 33.9

その他 1,455 900 905 833 9.7

合計 6,316 8,520 8,872 8,559 100.0

※　北海道信用保証協会保証債務残高ベース

　　（ニ）地場産業への取り組み

　　　　　帝国データバンクの調査（ＣＯＳＭＯＳⅡ）では、北海道内の業種別上

　　　　位３０社（計１，９５３社）のうち、当行とお取引きいただいている先が

　　　　１，１７２社（60.0％）、また当行メイン先及び準メイン先が８４７社

　　　　（43.4％）となっております。

　　　　　また、平成２年以降の道内の店頭・上場企業３９社のうち、２０社、

　　　　51.3％の企業が当行メイン先となっております。

　　　　　今後につきましても、建設・不動産・営業等の情報をはじめ、お取引先

　　　　に対する事業化支援や株式公開などのノウハウの提供を通じて、地場産業

　　　　のサポートに取り組んでまいります。

主力銀行 店頭企業 上場企業

当行 １４社 ６社

その他 ９社 １０社

合計 ２３社 １６社

　　（ホ）地方公共団体との取引

　　　　　地方公共団体は、「地域の最大企業」として豊富な資金や情報を保有し

　　　　ていることから、地域における影響力は絶大であり、地方公共団体との関

　　　　係強化は、「地域共栄」を経営理念とする当行にとって重要な課題と考え

　　　　ております。

（単位：億円、％）

道内の店頭・上場企業（平成２年以降の公開先）
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　　　　①　指定金融機関等

　　　　　　道内２１２市町村のうち、当行は、士別市をはじめとする１市１８町

　　　　　の「指定金融機関」を受託いたしております。また「指定代理金融機関

　　　　　」として５市町村、「収納事務取扱金融機関」として９町村の公金業務

　　　　　をお取扱いいたしております。

　　　　　　事業会計につきましては、札幌市交通事業会計をはじめとする札幌市

　　　　　の６事業会計の他、道内主要都市の１７の事業会計の「出納取扱金融機

　　　　　関」を受託いたしております。また、消防組合や水道企業団などの一部

　　　　　事務組合につきましては、１６組合（企業団）の「指定金融機関」を受

　　　　　託いたしております。

　　　　　　このほか、当行の各支店所在地の営業エリアにおきましては、「収納

　　　　　代理金融機関」として公金の収納事務等により、地域との結びつきを強

　　　　　めております。

当行公金取引資格（市町村本体）
指定金融機関 指定代理 収納代理 収納事務 合計 指定率

当行資格 19 5 92 9 125 59.0%

※　指定金融機関を指定する場合

  　　　指定金融機関　　　　＝地方公共団体の公金の収納及び支払を受託

　　　　指定代理金融機関　　＝地方公共団体の公金の収納及び支払の一部の事務を受託

　　　　収納代理金融機関　　＝地方公共団体の公金の収納事務の一部を受託

　　指定金融機関を指定しない場合（区市町村のみ）

　　　　収納事務取扱金融機関＝地方公共団体の公金の収納事務の一部を受託

　　出納取扱金融機関　　　　＝企業会計の収納及び支払を受託

金融機関別指定金融機関状況

指定金融機関採用市町村 未採用

当行 他地銀・第二地銀 信金 その他 合計 市町村

市　　34 1 16 17 0 34 0

町　 154 18 21 99 9 147 7

村    24 0 0 13 2 15 9

合計　212 19 37 129 11 196 16

　　　　②　地方債の引受

　　　　　　当行は、地域金融機関として、地方公共団体・地方公営企業・地方公

　　　　　社等の資金需要への協力は、地域社会の発展に寄与し、また、銀行の持

　　　　　つ公共的使命の観点からも重要であると考えております。

　　　　　　北海道や札幌市をはじめとする道内市町村が発行する地方債の引受や

　　　　　地方公共団体・地方公営企業・地方公社等の資金需要である「一時借入
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　　　　　金」への対応等により、地域社会への貢献に取り組んでおります。

地方債（北海道債）の引受状況 （単位：億円）

平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度

債券 325 398 398 242 202

　　　縁故 273 345 345 180 135

　　　市場公募 52 53 53 62 67

縁故債証貸 0 110 35 117 51

合計 325 508 433 359 253

地方債（札幌市債）の引受状況 （単位：億円）

平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度

縁故 100 65 71 52 26

市場公募 32 35 30 39 36

合計 132 100 101 91 62

　　（へ）信用金庫・信用組合への対応

　　　　　北海道拓殖銀行の破綻に伴い、道内の信用金庫・信用組合の現金手配業

　　　　務を１６信用金庫・６信用組合から新たに受託いたしました。

　　　　　この結果、現在１７信用金庫・１２信用組合の同業務を取扱いしており

　　　　ます。また、自動機管理、メール業務等事務周りの提携につきましても、

　　　　各金庫・組合との折衝を続けるなど、道内金融システムの安定化に貢献す

　　　　べく取り組んでおります。

　　（ト）地域開発への対応

　　　　　当行は、創立以来、各種金融サービスの拡充はもとより、北海道の地域

　　　　振興・活性化に繋がると期待されるさまざまな地域プロジェクトに参画い

　　　　たしてまいりました。本年６月にオープンする全天候多目的施設の運営会

　　　　社となる「（株）札幌ドーム」をはじめ、第３セクターヘの出資、財団・

　　　　社団法人への出捐・寄付・会費負担等の他、人材派遣などにより支援・協

　　　　力を行っております。

　　　　　また、北海道開発局が主導するスカイスポーツ事業への支援、協力とい

　　　　たしまして「（社）北海道スカイスポーツ協会」の事務局を務めておりま

　　　　す。

　　（チ）人材派遣

　　　　　当行では、お取引先企業・経済団体等からの人材要請に積極的に対応い

　　　　たしております。

　　　　　現在、約１００名の行員を約５０先に出向派遣いたしており、地域経済

　　　　や地元企業の発展に寄与すべく取り組んでおります。
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　　（リ）企業誘致への活動

　　　　　北海道の工業団地の開発は、苫小牧東部や石狩湾新港のような国家的プ

　　　　ロジェクトとして、また、産炭地域・過疎地域・テクノポリス地域・頭脳

　　　　立地地域など地域の産業経済の振興、発展のための企業立地の受け皿とし　

　　　　て整備が進められている他、リサーチパーク・ソフトパークなどの企業ニ

　　　　ーズの多様化・高度化に対応した産業団地等の計画、整備もすすんでおり

　　　　ます。

　　　　　北海道への企業進出は昭和６３年から平成４年までは景気の拡大等を背

　　　　景に好調に推移してきましたが、平成５年以降は長引く景気の低迷から、

　　　　企業の設備投資は抑制されており、さらには、国内生産拠点の海外移転が

　　　　増加するなど、企業誘致をめぐる情勢は厳しさを増しております。

　　　　　当行では、北海道庁が中心となって組織している「北海道企業誘致推進

　　　　会議」に参画し、北海道の立地環境をＰＲするための企業立地セミナーを

　　　　はじめとする各種事業の拡充強化を図るなど、積極的な誘致活動を展開い

　　　　たしております。

　　　　　進出企業に対しましては、「北海道企業立地促進条例」に基づく制度融

　　　　資を活用した金融支援のほか、道内で事業活動を行っていくうえで必要な

　　　　営業情報として、仕入・販売先の紹介・斡旋を行う等、総合的な支援活動

　　　　を行っております。また「日本政策投資銀行」や「日本貿易振興会（ＪＥ

　　　　ＴＲＯ）」等とタイアップした外資系進出企業への取り組みや先端産業・

　　　　ベンチャー関連進出企業に対する金融アドバイス等、道内経済の活性化に

　　　　向けて積極的な取り組みを行っております。

　　　　　企業誘致活動は、地域経済の振興・発展に大きな影響を与えるものであ

　　　　り、当行といたしましては、本部機能や東京事務所を中心として、北海道

　　　　企業誘致東京事務所などの地方公共団体等関係機関との連携を一層密にし

　　　　て企業誘致活動を推進いたしてまいります。

　　（ヌ）道銀地域企業経営研究所の活動

　　　　　道銀地域企業経営研究所では、経営コンサルティング、人材育成、情報

　　　　提供・各種ご相談の３つを柱に、道内企業の経営戦略の構築と諸問題を解

　　　　決するアクティブな企業支援組織として、多岐にわたる情報サービスを提

　　　　供いたしております。

　　　　①　ＩＳＯ9000S　講習会

　　　　　　建設業界では、品質保証の国際規格であるＩＳＯ9000Sの公共工事入

　　　　　札制度への適用が建設省において検討されていることから、規格取得に

　　　　　向けたニーズが高まっております。

　　　　　　当研究所では、財団法人北海道銀行中小企業人材育成基金との共催に

　　　　　よるＩＳＯ審査登録を目的とした実践的な「ＩＳＯ9000S 講習会」（計

　　　　　６回シリーズもの）の開催に積極的に取り組んでおります。
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ＩＳＯ9000S　講習会の実績

平成１２年度開催実績

　札幌地区　　のべ168社　520名参加

　帯広地区　　　　 84社　250名参加

　士別地区　　　　 82社　199名参加

ＩＳＯ審査員養成講習会

　　　　　　　　　17社　 20名参加

　　　　②　各種階層別研修会の開催

　　　　　　当研究所では、実践的なカリキュラムによる各種階層別研修会を開催

　　　　　し、企業の人材育成のお手伝いをいたしております。

各種階層別研修会開催実績（平成１２年度）

研修会名 開催回数 参加企業数 参加者

新入社員研修会 グループ討議・教育ゲーム・実

技指導を主体とした実践研修

新入社員フォロー 新入社員の戦力アップと定着化

アップ研修会 のため入社半年後に行う研修会

道銀・経営塾 戦略及び経営計画立案に重点を

おき、具体的に中期計画を策定

個別研修 企業単位の個別研修会 6 6 152

　　　　③　各種相談業務

　　　　　　法律・財務・年金の３つの相談部門を設けております。また、当研究

　　　　　所の年金コンサルタントが最寄りの当行本支店でご相談を承る「年金講

　　　　　演会」も行っております。いずれも経験豊かな専門家がご相談にお応え

　　　　　いたしております。

各種相談の実績（平成１２年度）

経営相談 271件

税務相談 463件

法律相談 193件

年金相談 （一般相談） 2,067名

（講演会出席） 1,585名

　　　　④　経営コンサルティング

　　　　　　当研究所では、長年にわたって蓄積したノウハウをもとに、企業の課

　　　　　題に対し、最も効果的で実情に即した最善の解決策をご提案いたしてお

　　　　　ります。

1 26

内　　　容

29

236

2 50 82

6 82

ＩＳＯ9000認証取得企業45社・累計85社（平成13年度取得予定76社）

68



　　　　⑤　経済調査活動

　　　　　　道内・国内の経済分析・予測や産業調査などの経済調査活動を通じて

　　　　　地域への情報提供機関としての役割を果たしております。

道銀地域企業経営研究所の主な刊行物等

刊行物名 発　行 内　　　容

北海道経済の 地域景況に関する判断資料

見通し

調査ニュース 道内及び国内外の産業・経済・金融の動向に関する、

その時々の話題や調査結果などをコンパクトに編集

あなたの年金 国民年金・厚生年金・共済年金について、どうすれば

早わかり 年１回 いつから、どれだけ受給できるかをわかりやすく説明

Ｑ＆Ａ 　

新しい税金の 税制改正に伴い、どのような点が変わったのか、さま

知識 ざまな税金についてわかりやすく説明

知っておきたい 年金とはどういう制度なのかを中心に、受給の資格期

年金の知識 間や支給開始など、ポイントをおさえて説明

確定申告の 確定申告のポイントと申告書の書き方をわかりやすく

しかた 説明

　　　　⑥　道銀・日経ベンチャー経営者クラブ

　　　　　　中堅・中小企業を対象に、日経ＢＰ社と提携し、経営戦略、意思決定

　　　　　経営実務などビジネスに直結する価値ある情報とネットワークづくりの

　　　　　サポートを行っております。　　　　

　　　　　　各種ビジネスリポートの提供や「道銀ＮＶＣセミナー」をはじめとす

　　　　　る講演会やセミナーの開催、経営相談等のサービスを提供いたしており

　　　　　ます。

年１回

年２回

月　刊

年１回

年１回
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道銀ＮＶＣ・マネジメントスクールの開催実績（平成１２年度）

セミナー名 参加企業数 参加者数

　　（ル）財団法人　北海道銀行中小企業人材育成基金

　　　　　昭和５６年、北海道の経済発展のための主要課題である工業の高度化、

　　　　特に機械工業の振興に寄与することを目的として、「(財)北海道銀行中小

　　　　企業人材育成基金」を設立いたしました。

　　　　　同財団では、北海道の産業の技術力強化による自立性ある経営基盤確立

　　　　のため、第２次産業を中心とした経営者及びその従業員・研究者等の技術

43

内　　　容

60

49

52 68

82 98

食品小売業、外食産業、給食施設、医療福祉施設等
を対象にＨＡＣＣＰの考え方・手法を取り入れた高
度衛生管理の手法について解説

ＡＢＣマネジメント
セミナー

８０年代米国で誕生したコスト計算手法のひとつで
あるＡＢＣ（アクティビティー・ベース・コスティ
ング）の基本的考え方を紹介

77

39 60

退職予定者ライフ
プランセミナー

企業の退職予定者に対して、退職後のライフプラン
（年金・保険・資産運用等）について解説

人事・賃金制度
リニューアル
セミナー

最近の企業の人事・賃金制度の動向と今後の流れに
ついて紹介し、成果主義・能力主義賃金にもとづい
た賃金の設計方法、導入の仕方について解説

変革の時代に求め
られる経営戦略・
経営手法について

ＩＴ革命、電子商取引や国際標準化経営が進展する
今日、中小企業に求められる経営戦略・経営手法に
ついてやさしく解説

ＨＡＣＣＰセミナー

データ、システム
を活用した営業
戦略セミナー

カンと経験だけではなく、データ、システム等を活
用した科学的・効率的な営業戦略の方法を紹介 76 118

ビジネス・フォーラム
2000

ＩＴ・ＥＣをテーマとして、各種セミナー、ワーク
ショップ、交流会を実施し、企業同士のビジネス・
マッチングの機会を提供

　－ 3,648

ＩＳＯ9000Ｓ
2000年改訂セミナー

ＩＳＯ9000Ｓの2000年改訂の内容と現行規格から改
訂規格への移行や審査機関対応等について解説 46 74

建設業向けＩＳＯ
14000Ｓセミナー

ＩＳＯ14000Ｓの内容・導入手順について建設業向
けに解説 26 36

全業種向けＩＳＯ
14000Ｓセミナー

ＩＳＯ14000Ｓの内容・導入手順について解説 22 26

ＩＴセミナー ＩＴ・ＥＣ戦略や実際に活用し成功した事例を紹介 22 24

リスクマネジメント
セミナー

リスクマネジメントの基本的な考え方を実例・法的
側面から解説 45 50

日経ベンチャー経営
セミナー
会社をつぶす10の法則

会社再建のノウハウを経験談に基づき語ってもら
い、道内企業経営者の参考に供する。 　－ 750

Ｍ＆Ａセミナー
近年の企業の買収・合併の動向や実際に実施する際
の具体的手順や留意点について解説

57 61
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　　　　水準向上、新技術分野の開発能力等の養成を図る事業に取り組んでおりま

　　　　す。

　　　　　道銀地域企業経営研究所とのタイアップにより、ＩＳＯ（品質保証の国

　　　　際規格）をはじめとする各種セミナーの開催などを行っております。

　　（ヲ）財団法人　道銀文化財団

　　　　　当行創立４０周年を記念して設立いたしました「(財)道銀文化財団」は

　　　　優れた芸術文化の普及を推進することを目的とし、「感動」を通じて新し

　　　　い地域社会の創造をめざしております。

　　　　　講演会・鑑賞会等の開催事業といたしましては、平成２年から継続して

　　　　開催し、お客さまからご好評をいただいております「道銀ライラックコン

　　　　サート」をはじめ、札幌市・札幌交響楽団との共催による「さっぽろ市民

　　　　コンサート」や美術鑑賞会等を開催いたしております。また、奨励事業と

　　　　いたしましては、道内で優れた芸術活動を行う若手の芸術家を顕彰する

    　　「道銀芸術文化奨励賞」を制定し表彰を行っておりますほか、芸術文化団

　　　　体との連携・支援事業といたしまして、道内各分野の芸術文化団体への助

　　　　成や、その主催する事業に協賛助成を行っております。

　　（ワ）地域社会への貢献

　　　　　当行では、「札幌をライラックの花につつまれた美しい街に」との願い

　　　　を込めて札幌４大まつりの一つである「さっぽろライラックまつり」に昭

　　　　和３４年より協力いたしております。

　　　　　ライラックの植樹、ミニコンサートの開催のほか、昭和５０年からはラ

　　　　イラックの苗木をプレゼントさせていただいており、皆さまのご家庭の苗

　　　　木として愛されております。

　　　　　地域におきましては、留萌管内で行われる「日本海オロロンライントラ

　　　　イアスロン国際大会」の大会運営のボランティアや小樽市で行われる「潮

　　　　祭り」、函館市の「港まつり一万人パレード」をはじめ地域のイベントに

　　　　も積極的に参加し、地域社会への貢献に努力いたしております。

　　　　　また、本年３月に当行創立５０周年を迎えるに際し、地域企業との人材

　　　　相互交流、中学生向け「体験学習会」、北海道ジュニアクラシックオーデ

　　　　ションへの協賛等を実施してまいります。
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（図表１－１）収益動向及び計画
12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期
実績 計画 実績 （注） 計画 計画 計画 計画

（規模）＜資産、負債は平残、資本勘定は末残＞ （億円）
総資産 37,636 37,390 36,307 36,729 37,478 38,223 38,961
貸出金 27,233 27,323 25,887 (1) 26,225 26,376 26,244 26,024

有価証券 5,197 4,998 5,920 (2) 5,733 5,930 6,125 6,591

特定取引資産 － － － － － － －

繰延税金資産〈末残〉 763 707 721 604 466 337 264

総負債 36,552 36,000 34,795 35,049 35,689 36,294 36,883
預金・ＮＣＤ 33,471 33,556 33,394 (3) 33,649 34,289 34,894 35,483

債券 － － － － － － －

特定取引負債 － － － － － － －

繰延税金負債〈末残〉 － － － － － － －

再評価に係る繰延税金負債〈末残〉 － － － － － － －

資本勘定計 1,151 1,638 1,644 1,600 1,646 1,754 1,912
資本金 710 935 935 935 935 935 935

資本準備金 364 589 589 589 589 589 589

利益準備金 － 7 4 8 14 20 26

再評価差額金 － － － － － － －

その他有価証券評価差額金 － － － (4) ▲ 57 ▲ 95 ▲ 105 ▲ 93

剰余金 77 106 116 124 202 315 454

（収益）
業務粗利益 749 737 786 770 804 803 813
資金運用収益 756 717 702 (5) 725 759 817 869

資金調達費用 106 85 85 56 48 106 146

役務取引等利益 94 101 97 103 94 92 90

特定取引利益 － － － － － － －

その他業務利益 4 4 72 (6) ▲ 1 0 0 1

国債等債券関係損（▲）益 8 － 74 0 0 0 0

業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 349 324 388 (7) 361 388 370 375

業務純益 370 324 343 361 388 370 375

一般貸倒引当金繰入額 ▲ 20 － 44 (8) 0 0 0 0

経費 399 412 398 (9) 409 416 433 438

人件費 204 208 198 (10) 191 192 201 200

物件費 171 179 176 193 199 207 213

不良債権処理損失額 260 150 299 (11) 190 190 70 70
株式等関係損（▲）益 17 ▲ 50 ▲ 19 (12) ▲ 48 0 0 0
株式等償却 10 50 29 48 0 0 0

経常利益 127 124 69 (13) 115 191 293 298
特別利益 8 0 38 (14) 0 0 0 0
特別損失 3 1 3 1 0 0 0
法人税、住民税及び事業税 0 0 0 0 0 0 0
法人税等調整額 53 51 42 79 78 145 122
税引後当期利益 77 71 61 (15) 35 112 146 174
（配当） 　（億円、円、％）
配当可能利益 77 139 116 (16) 66 107 209 361
配当金 10 － 18 25 － － －

一株当たり配当金 0 0 0 1 － － －

配当率（優先株〈公的資金分〉） 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16

配当率（優先株〈その他〉） 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

配当性向 － － － 21.96% － － －

（注）　15/3月期以降の普通株の配当は、業績の状況により実施してまいります。

（経営指標） 　（％）
資金運用利回(A) 2.16 2.02 2.04 2.11 2.17 2.29 2.40
貸出金利回(B) 2.29 2.27 2.33 2.46 2.61 2.76 2.84

有価証券利回 2.37 1.82 1.55 1.30 1.11 1.27 1.60

資金調達原価(C) 1.49 1.48 1.42 1.37 1.34 1.53 1.63
預金利回（含むNCD）(D) 0.30 0.25 0.24 0.16 0.13 0.29 0.40

経費率(E) 1.19 1.23 1.19 1.21 1.21 1.24 1.23

人件費率 0.60 0.62 0.59 0.56 0.56 0.57 0.56

物件費率 0.51 0.53 0.52 0.57 0.58 0.59 0.60

総資金利鞘(A)-(C) 0.67 0.55 0.62 0.73 0.82 0.75 0.76
預貸金利鞘(B)-(D)-(E) 0.79 0.79 0.90 1.08 1.26 1.22 1.20
非金利収入比率 13.17 14.52 21.54 13.24 11.69 11.45 11.19
ROE（一般貸引前業務純益／資本勘定〈平残〉） 32.24 23.31 25.69 21.47 21.68 19.18 18.04
ROA（一般貸引前業務純益／総資産〈平残〉） 0.97 0.87 1.07 0.98 1.03 0.96 0.96
（注）　状況説明は備考欄にマークするとともに別紙にまとめて記載いたしました。
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（図表１－２）収益動向（連結ベース）
12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期
実績 見込み 実績 （注） 見込み

（規模）＜末残＞ （億円）
総資産 36,118 36,613 37,275 36,910
貸出金 25,966 26,412 26,246 27,192
有価証券 5,680 6,793 5,374 5,664
特定取引資産 － － － －
繰延税金資産 758 715 721 604
少数株主持分 － － － －
総負債 34,970 34,971 35,632 35,194
預金・ＮＣＤ 32,958 34,310 33,694 33,400
債券 － － － －
特定取引負債 － － － －
繰延税金負債 － － － －
再評価に係る繰延税金負債 － － － －
資本勘定計 1,147 1,642 1,642 1,600
資本金 710 935 935 935
資本準備金 364 589 589 589
再評価差額金 － － － －
その他有価証券評価差額金 － － － ▲ 57
連結剰余金 73 117 118 133
自己株式 0 0 0 0
　

（収益） （億円）
経常収益 1,000 930 978 875
資金運用収益 756 714 702 725
役務取引等収益 127 137 132 139
特定取引収益 － － － －
その他業務収益 32 76 (1) 0
その他経常収益 83 67 (2) 11
経常費用 872 866 912 760
資金調達費用 106 84 85 56
役務取引等費用 32 34 34 36
特定取引費用 － － － －
その他業務費用 28 4 1
営業経費 400 412 405 416
その他経常費用 304 334 382 (3) 251
貸出金償却 3 1 25 (4) 10
貸倒引当金繰入額 204 263 242 180
一般貸倒引当金純繰入額 ▲ 20 35 44 (5) 0
個別貸倒引当金純繰入額 225 228 197 (4) 180
経常利益 127 63 66 (6) 115
特別利益 8 35 38 (7) 0
特別損失 3 3 3 1
税金等調整前当期純利益 131 95 101 114
法人税、住民税及び事業税 0 0 0 0
法人税等調整額 57 43 37 79
少数株主利益 － － － －
当期純利益 73 52 63 (8) 35

（注）　状況説明は備考欄にマークするとともに別紙にまとめて記載いたしました。
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（図表２）自己資本比率の推移（国内基準）
（単体） （億円）

12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期
実績 計画 実績 （注２） 計画 計画 計画 計画

資本金 710 935 935 935 935 935 935
うち普通株式 441 441 441 441 441 441 441
うち優先株式（非累積型） 268 493 493 493 493 493 493
優先出資証券 － － － － － － －
資本準備金 364 589 589 589 589 589 589
利益準備金 2 7 6 11 17 23 28
その他有価証券の評価差損 － － － ▲ 57 ▲ 95 ▲ 105 ▲ 93
任意積立金 － － － － － － －
次期繰越利益 64 106 102 107 185 297 437
その他 － － － － － － －
TierⅠ計 1,141 1,638 1,634 1,586 1,631 1,740 1,897
（うち税効果相当額） (763) (707) (721) (641) (563) (418) (295)
優先株式（累積型） － － － － － － －
優先出資証券 － － － － － － －
永久劣後債 450 － － － － － －
永久劣後ローン － － － － － － －
有価証券含み益 － － － － － － －
土地再評価益 － － － － － － －
貸倒引当金 131 133 134 133 135 141 144
その他 － － － － － － －
Upper TierⅡ計 581 133 134 133 135 141 144
期限付劣後債 － － － － － － －
期限付劣後ローン － － － － － － －
その他 － － － － － － －
Lower TierⅡ計 － － － － － － －
TierⅡ計 581 133 134 133 135 141 144
TierⅢ － － － － － － －
控除項目 － － 0 0 0 0 0
自己資本合計 1,722 1,772 1,768 1,718 1,767 1,881 2,041

（億円）
リスクアセット 21,050 21,415 21,570 (1) 21,314 21,747 22,678 23,104
オンバランス項目 20,422 20,745 20,994 20,738 21,171 22,102 22,529
オフバランス項目 628 670 575 575 575 575 575
その他（注１） － － － － － － －

（％）
自己資本比率 8.18 8.27 8.19 (2) 8.06 8.12 8.29 8.83
TierⅠ比率 5.42 7.65 7.57 7.44 7.50 7.67 8.21
（注１）　マーケット・リスク相当額を８％で除して得た額。
（注２）　状況説明は備考欄にマークするとともに別紙にまとめて記載いたしました。
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（図表２）自己資本比率の推移（国内基準）
（連結） （億円）

12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期
実績 計画 実績 （注２） 計画 計画 計画 計画

資本金 710 935 935 935 935 935 935
うち普通株式 441 441 441 441 441 441 441
うち優先株式（非累積型） 268 493 493 493 493 493 493
優先出資証券 － － － － － － －
資本準備金 364 589 589 589 589 589 589
その他有価証券の評価差損 － － － ▲ 57 ▲ 95 ▲ 105 ▲ 93
為替換算調整勘定 － － － － － － －
連結剰余金 62 113 107 119 202 320 466
その他 － － － － － － －
TierⅠ計 1,137 1,637 1,632 1,586 1,631 1,740 1,897
（うち税効果相当額） (758) (721) (641) (563) (418) (295)
優先株式（累積型） － － － － － － －
優先出資証券 － － － － － － －
永久劣後債 450 － － － － － －
永久劣後ローン － － － － － － －
有価証券含み益 － － － － － － －
土地再評価益 － － － － － － －
貸倒引当金 131 133 134 133 135 141 144
その他 － － － － － － －
Upper TierⅡ計 581 133 134 133 135 141 144
期限付劣後債 － － － － － － －
期限付劣後ローン － － － － － － －
その他 － － － － － － －
Lower TierⅡ計 － － － － － － －
TierⅡ計 581 133 134 133 135 141 144
TierⅢ － － － － － － －
控除項目 － － 0 0 0 0 0
自己資本合計 1,718 1,771 1,766 1,718 1,767 1,881 2,041

（億円）
リスクアセット 21,046 21,410 21,567 (1) 21,314 21,747 22,678 23,104
オンバランス項目 20,417 20,740 20,992 20,738 21,171 22,102 22,529
オフバランス項目 628 670 575 575 575 575 575
その他（注１） － － － － － － －

（％）
自己資本比率 8.16 8.27 8.19 (2) 8.06 8.12 8.29 8.83
TierⅠ比率 5.40 7.65 7.56 7.44 7.50 7.67 8.21
（注１）　マーケット・リスク相当額を８％で除して得た額。
（注２）　状況説明は備考欄にマークするとともに別紙にまとめて記載いたしました。
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（図表６）リストラ計画

12/3月末 13/3月末 13/3月末 14/3月末 15/3月末 16/3月末 17/3月末
実績 計画 実績 計画 計画 計画 計画

（役職員数）
役員数 （人） 10 10 10 10 10 10 10

うち取締役（（　）内は非常勤） （人） 6(2) 6(2) 6(2) 6(1) 6(1) 6(2) 6(2)
うち監査役（（　）内は非常勤） （人） 4(3) 4(3) 4(3) 4(3) 4(3) 4(3) 4(3)
従業員数（注） （人） 2,584 2,396 2,376 2,332 2,280 2,250 2,250

（注）事務職員・庶務職員は合算、在籍出向者は含み、嘱託・パート・派遣社員は除いております。

（国内店舗・海外拠点数）
国内本支店（注） （店） 132 128 132 (1) 121 121 121 121
海外支店 （店） 0 0 0 0 0 0 0

（参考）海外現地法人 （社） 0 0 0 0 0 0 0
（注）出張所およびローン専門ネット支店を除いております。

12/3月期 13/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期
実績 計画 実績 計画 計画 計画 計画

（人件費）
人件費 （百万円） 20,407 20,859 19,806 19,066 19,273 20,145 20,005

うち給与・報酬（注１） （百万円） 11,800 10,953 11,302 (2) 11,067 10,948 10,882 10,744
平均給与月額（注２） （千円） 366 355 356 (2) 352 349 353 353
（注１）執行役員を含んでおります。

（注２）平均年齢36.0歳（平成13年３月末）

（役員報酬・賞与）
（百万円） 85 165 75 83 85 78 76

うち役員報酬 （百万円） 85 165 75 (3) 83 85 78 76
役員賞与（注） （百万円） 0 0 0 0 0 － －

平均役員（常勤）報酬・賞与 （百万円） 12 － 13 12 13 11 13
平均役員退職慰労金 （百万円） 0 － 0 0 8 8 8

（注）人件費及び利益金処分によるものの合算であります。

　　　平均役員退職慰労金につきましては、１４年３月期以降、毎年、常勤取締役又は監査役１名及び非常勤取締役又は監査役１名、計２名

　　　の退任を前提に算出しております。

（物件費）
物件費 （百万円） 17,148 17,908 17,693 19,303 19,980 20,756 21,374

うち機械化関連費用（注） （百万円） 4,793 5,709 5,527 5,865 5,848 5,846 5,832
除く機械化関連費用 （百万円） 12,355 12,199 12,166 13,438 14,132 14,910 15,542

（注）リース等を含む実質ベースで記載しております。

　　　平成１４年３月期以降の物件費につきましては、ローン専門ネット支店の展開にかかる増加要因が含まれており、一方で、収益増強に

　　寄与するものであります。

状況説明は備考欄にマークするとともに、別紙にまとめて記載いたしました。

役員報酬・賞与（注）

備考

備考
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（図表７）子会社・関連会社一覧 （億円）

会社名 設立年月 代表者 主な業務 直近決算 総資産 借入金 うち当行分 資本 うち当行 経常 当期
　 勘定 出資分 利益 利益

道銀ビジネス  昭和54年 佐賀山博 現金等の 平成13年

サービス(株) ６月 精査整理 3月 連結
道銀カード(株)  昭和52年 吉田　準 クレジットカード 平成13年

６月 信用保証 3月 持分法
（注1）海外の子会社・関連会社については該当ございません。 　 　
（注2）上記各社の当行出資比率は次のとおりとなっております。

　　　　　道銀ビジネスサービス(株) 100.00％   完全連結子会社

　　　　　道銀カード(株) 39.97％ 　持分法適用の関連会社

（注3）連結範囲の異動について

　　　　関連会社であった道銀抵当証券（株）は、平成13年１月25日付で解散いたしました。

0

0

2

0

1

連結又は
持分法の
別

1

112

－

－

－

－

1

12

1
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（図表８）経営諸会議・委員会の状況
（注）開催頻度が不定期の場合は、開催頻度欄（　）に、過去１年間の開催回数を記載しております。

　　　　Ｇ：グループの略称
会議・委員会名 議長 メンバー 担当部署 開催頻度 目的・討議内容
取締役会 取締役頭取 取締役・監査役 秘書室 毎月１回

その他必要に応
じ随時

法令及び定款に定める事項の
ほか、重要な戦略を立案決定
し、その業務を執行する取締
役及び執行役員の職務の執行
を監督する。

経営会議 取締役頭取 本部執行役員 経営企画Ｇ 毎週月曜日
その他必要に応
じ随時

取締役会の決議せる事項に
つき、その具体的細目を定
め、取締役会より委任され
た日常の業務を決定する。

営業推進会議 営業推進担当役員 営業推進担当執行役員
地区営業担当執行役員

支店支援Ｇ ２カ月毎 ①推進業務の重要方針の協議
②各地域の情報交換　　等

全店長会議 執行役員頭取 本部執行役員
常任監査役
全店長

経営企画Ｇ 年１回（３月） 上期総合業務計画及び重点
施策の徹底

拡大ブロック会議 執行役員頭取 本部執行役員
全店長
支店支援Ｇ推進役

経営企画Ｇ 年１回（10月） 下期総合業務計画及び重点
施策の徹底

ブロック会議 営業推進担当役員 本部執行役員
全店長
支店支援Ｇ推進役

支店支援Ｇ 年２回
（１月・７月）

施策等の進捗状況の確認と
徹底

ＡＬＭ小委員会 経営企画Ｇ調査役 資金証券Ｇ・営業企画
Ｇ・支店支援Ｇ・リス
ク管理Ｇ・審査企画Ｇ
の各諸役
必要に応じ他のメン
バー参加

経営企画Ｇ 毎週１回
その他必要に応
じ随時

ＡＬＭ委員会の補佐機関
以下の事項に関してＡＬＭ
委員会からの権限委譲によ
り決定することができる。
①仕切りレート
②店頭表示レート
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（図表８）経営諸会議・委員会の状況
（注）開催頻度が不定期の場合は、開催頻度欄（　）に、過去１年間の開催回数を記載しております。

　　　　Ｇ：グループの略称
会議・委員会名 議長 メンバー 担当部署 開催頻度 目的・討議内容
ＡＬＭ委員会 企画管理担当役員 リスク管理、営業推

進、審査担当役員
必要に応じ各Ｇ諸役

経営企画Ｇ 毎月１回
その他必要に応
じ随時

取締役会が決定した「中長期
経営計画」「年度総合業務計
画」及び市場関連リスク管理
の基本方針に基づき運営す
る。
①年度、期次
総合業務計画の策定、経営会
議・取締役会への総合業務計
画の実績報告
②月次で経営会議に報告、四
半期毎に取締役会に報告
資産・負債の状況、損益実
績、資金繰りの状況、金利・
株価・為替等の状況、市場関
連リスク量の状況等

グループ連絡会 経営企画Ｇ調査役 各Ｇリーダー 経営企画Ｇ 毎月１回 各グループ間での情報交換等

総合取引推進連絡会 執行役員副頭取 営業推進担当執行役員
審査担当執行役員
案件に応じ、担当推進
役・担当審査役

支店支援Ｇ 随時（４回） ①政策投資にかかる基本方
針の協議
②重要取引先にかかる総合
取引の基本方針の協議

システム開発案件協議会 経営企画Ｇ役席 経営企画Ｇ・営業企画
Ｇ・審査企画Ｇ・事務
管理Ｇ・庶務Ｇ・シス
テム企画Ｇの各役席

経営企画Ｇ 随時（１４回） システム開発費案件につい
てその必要性、妥当性等を
協議

不良債権審査委員会 リスク管理担当役員 審査担当執行役員
審査管理Ｇ・審査Ｇ・
ローンセンターの各諸
役

審査Ｇ 毎月１回 先月中に発生した倒産先及
び６カ月超延滞先について
協議

賞罰委員会 委員の互選 頭取が指名 人事Ｇ 随時（３回） 就業規則に定める職員の賞
罰につき頭取の諮問に答え
又は意見を具申
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（図表８）経営諸会議・委員会の状況
（注）開催頻度が不定期の場合は、開催頻度欄（　）に、過去１年間の開催回数を記載しております。

　　　　Ｇ：グループの略称
会議・委員会名 議長 メンバー 担当部署 開催頻度 目的・討議内容
暴力団対策委員会 リスク管理担当役員 お客様相談室・審査管

理Ｇ・検査Ｇ・審査
Ｇ・事務管理Ｇ・経営
企画Ｇ・庶務Ｇ・営業
企画Ｇ・支店支援Ｇ・
リスク管理Ｇ・審査企
画Ｇの各Ｇリーダー

お客様相談室 随時（０回） ①暴力団取引排除のための
情報収集
②営業店の対応指導
③暴力団対策研修会等の企
画・実施
④その他暴力団に関連する
事案対応

店舗企画連絡会 営業企画Ｇ調査役 営業企画Ｇ・庶務Ｇ・
経営企画Ｇ・支店支援
Ｇ・事務管理Ｇの各諸
役

営業企画Ｇ 随時（３４回） 店舗及び店舗外自動機の設
置等にかかる検討

コンプライアンス委員会 リスク管理担当役員 リスク管理Ｇ・経営企
画Ｇ・人事Ｇ・検査
Ｇ・営業企画Ｇ・支店
支援Ｇ・事務管理Ｇ・
お客様相談室・審査企
画Ｇの各Ｇリーダー
必要に応じ他Ｇを加え
る。

リスク管理Ｇ ３カ月毎
その他必要に応
じ随時

①コンプライアンス態勢整
備に係る課題の明確化と対
応方針・施策の協議
②法務リスク管理に係る方
針の協議、個別案件の審議

経営健全化推進委員会 執行役員頭取　 本部執行役員
常任監査役

経営企画Ｇ 毎月１回 経営健全化計画の進捗状況
の把握・評価と体制等の機
動的な見直し
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（図表10）貸出金の推移

（残高） （億円）

12/3月末 13/3月末 13/3月末 　 14/3月末

実績 計画 実績 末平比率 計画 備考

（注３） （注３） （Ａ） （注２） （Ｂ） （注４）

国内貸出 25,978 26,378 26,246 96.2% 26,357 (1)

中小企業向け貸出（注１） 13,791 13,871 13,143 95.0% 13,054 (2)

個人向け貸出（事業用資金を除く） 6,702 7,022 7,160 100.6% 7,560 (3)

その他 5,485 5,485 5,943 94.1% 5,743 (4)

合計 25,978 26,378 26,246 96.2% 26,357

（同・実勢ベース〈下表の増減要因を除く〉） （億円）

12/3月末 13/3月末 13/3月末 14/3月末

実績 計画 実績 計画 備考

（注３） （注３） (Ａ)+(Ｃ) (Ｂ)+(Ｃ)+(Ｄ) （注４）

国内貸出 25,978 26,578 26,871 27,182 (5)

中小企業向け貸出（注１） 13,791 14,071 13,685 13,796 (6)

　

（注１）中小企業向け貸出とは、資本金又は出資金３億円（但し、卸売業は１億円、小売業・飲食業・サービス業は50百万円）以下の法人

または常用する従業員が300人（但し、卸売業・サービス業は100人、小売業・飲食業は50人）以下の法人向け貸出（個人に対する事業用

資金を含む）を指しています。

（注２）末平比率は月末残高／月中平均残高です。

（注３）12年３月期の履行状況報告書より引用しています。

（注４）状況説明は備考欄にマークするとともに別紙にまとめて記載いたしました。

（実勢ベースを算出するうえで考慮すべき要因） （億円（　）内はうち中小企業向け）

12年度中 12年度中 13年度中 　

計画 実績 計画 備考

（注７） （Ｃ） （Ｄ） （注８）

貸出金償却（注１）        30( 30)       216(201)        20( 20) (7)

ＣＣＰＣ２次ロス（注２）          (   )        47( 47)          (   )

債権流動化（注３）          (   )          (   )          (   )

部分直接償却実施額（注４）          (   )       255(255)        40( 40) (8)

協定銀行等への資産売却額（注５）          (   )          (   )          (   )

バルクセールその他（注６）       170(170)       106( 38)       140(140) (9)

計       200(200)       625(542)       200(200)

（注１）無税化（法人税法基本通達９－６－１、９－６－２、９－４－１、９－４－２）を事由とする直接償却額です。

（注２）共同債権買取機構に売却した債権に関する担保処分等に伴う損失相当額です。

（注３）主として正常債権の流動化です。債権流動化実施額（＋）、償還期限到来による現金流入額（－）の純額で表示しています。

（注４）部分直接償却当期実施額です。

（注５）金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条で定められた協定銀行等への債権売却に伴う損失相当額です。

（注６）不良債権のバルクセールに伴う損失相当額及びその他の不良債権処理関連です。

（注７）12年３月期の履行状況報告より引用しています。

（注８）状況説明は備考欄にマークするとともに別紙にまとめて記載いたしました。
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（図表12）リスク管理の状況

 当期における改善等の状況

［規定・基本方針］ ・連結決算対象先拡大に伴うグ

・「融資業務の手引」 ループ管理方法の改訂

・「自己査定基準書」「償却・引当基準書」 ・事業計画書作成マニュアル制

［体制・リスク管理部署］ 定

・審査グループ・審査企画グループ ・債務者格付、企業格付の改正

～個別取引先の審査、業種別管理方針の制定 ・管理貸出の管理方法の改正

債務者格付の実施・活用、信用リスクの計量 ・担保物件の評価基準の改正

化、自己査定統括、与信ポートフォリオ分析 ・保証人の管理方法の改正

・審査管理グループ ・担保、保証期日管理表の改正

～破綻先・実質破綻先債権の管理・回収・整 ・担保、保証期限経過先一覧表

理、特定先の審査管理、物件処分支援 の制定

・リスク管理グループ ・融資案件受付簿の改正

～自己査定結果の監査

［リスク管理手法］

個社別クレジットラインの制定、信用リスク

の計量化

［規定・基本方針］

・「市場リスク管理基準書」 ・「市場取引の戦略目標とリス

・「ＡＬＭ委員会運営要綱」 ク管理方針」制定

［体制・リスク管理部署］

資金証券グループ、リスク管理グループ

［リスク管理手法］

・短期売買を目的とする市場取引 ・バンキング勘定（円建投資有

～期初に業務純益ベースでロス・リミット総 価証券）のＶａＲ（期間１カ月

額を設定し、リスク管理グループがミドルオ 信頼確率99％）の試算を開始

フィスとしてＶａＲにより計量化しているほ 今後はバックテスト等により試

か、各種遵守状況を日次で管理する。 算している数値の妥当性をチェ

・投資有価証券及び資金取引等 ックし、リスク管理に応用して

～取引種類毎又は個社別の取引限度枠をベー いく。

スに管理する。

・金利リスク

～円貨建債券は１００ＢＰＶの値を月次で計

測している。週次で評価損益状況を担当役員

宛、月次でＡＬＭ小委員会・同委員会宛、保

有額面、クーポン、直利、修正デュレーショ

ン、評価損益、１ＢＰＶ、次期決算時点で金

利が０．２５％上下した場合のポートフォリ

オの評価損益予想を報告している。

信用リスク

マーケットリスク
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（図表12）リスク管理の状況

 当期における改善等の状況

・株価変動リスク

～保有株の全てが政策目的であり、定例的に

預貸金取引も含めた総合的な取引採算を考慮

した見直しを実施している。

日次で上場・店頭株式の評価損益状況、等価

ポジションを算出しており、週次で担当役員

宛、月次でＡＬＭ小委員会・同委員会宛報告

している。

［規定・基本方針］

・「市場リスク管理基準書」 ・ＲＴＧＳ化への対応

・「緊急時の資金等対応マニュアル」

～流動性準備高の確保、適正な現金保有と円

滑な現送体制の確立

［体制・リスク管理部署］

資金証券グループ、事務管理グループ、経営

企画グループ

［リスク管理手法］

・マーケット運用残高、コールマネー担保余

力、流動性国債残高の把握・管理

・営業店での現金保有高の管理強化

・迅速、確実な現送体制の確保

［規定・基本方針］

・「市場リスク管理基準書」 ・定例見直し等の実施

［体制・リスク管理部署］

リスク管理グループ、資金証券グループ、海

外業務サポートセンター

［リスク管理手法］

自己資本に応じた限度額の設定

流動性リスク

カントリーリスク

マーケットリスク
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（図表12）リスク管理の状況

 当期における改善等の状況

［規定・基本方針］

・検査規程、検査基準書、事務規程 ・金融検査マニュアルを反映し

・「金融機関等のコンピュータシステムの安 た規程、基準書の改正

全対策基準」に基づく規定、マニュアル ・分散システムのコンティンジ

［体制・リスク管理部署］ ェンシープランの整備

検査グループ、事務管理グループ、システム ・情報機器類及びフロッピィデ

企画グループ、海外業務サポートセンター ィスクの持ち出し、持ち込みに

［リスク管理手法］ 関する規定の整備

・臨店検査による運営・管理・事務取扱 ・インターネットバンキング運

の検証、指導 営規定の整備

・システム毎のリスク認識、評価、安全 ・システム監査マニュアルの整

対策の実施 備

・外貨事務両替マニュアルの制

定

［規定・基本方針］

・コンプライアンスに対する基本的考え方、 ・コンプライアンス・マニュア

行動の基準として「倫理規定」を制定 ルの改訂

・法令等の熟知、積極的遵守、報告・相談の

励行を基本方針とする「コンプライアンス・

マニュアル」を制定

［体制・リスク管理部署］

・コンプライアンス委員会 ・委員会の役割及び構成メンバ

～コンプライアンス、法務リスクに係る事項 ーの改正

の協議機関としてリスク管理担当役員を委員 ・金融商品販売法、消費者契約

長とする本委員会を設置 法施行に伴う態勢整備

・リスク管理グループ

～コンプライアンス、法務リスクの統括

・コンプライアンス管理者

～本部各グループ、営業店へ配置

［リスク管理手法］

・コンプライアンス自己点検による本部、営 ・自己点検チェックリストの

業店におけるチェック 改訂

・統括部署であるリスク管理グループにコン ・自己点検実施

プライアンス相談窓口を設置 ・リスク管理グループによる

・リーガルチェックは各部署で実施し、リス 営業店コンプライアンス臨店

ク管理グループへ報告 指導実施

・顧問弁護士との緊密な連絡体制を維持 ・リーガル・チェックに係る

通達制定

オペレーショナルリスク
（ＥＤＰリスクも含む）

法務リスク
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（図表12）リスク管理の状況

 当期における改善等の状況

［規定・基本方針］

当行の信認に影響を与える可能性のある情報 ・積極的なディスクロージャー

等への対応 の継続実施

［体制・リスク管理部署］ ・ＩＲ活動の継続実施

経営企画グループ

［リスク管理手法］

株価、風評等に係る情報の収集

レピュテーショナルリスク
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（図表13）法第３条第２項の措置後の財務内容

（億円）

12/3月末 12/3月末 13/3月末 13/3月末

実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結）

破産更生債権及び

これらに準ずる債権

引当金の状況  

（億円）

12/3月末 12/3月末 13/3月末 13/3月末

実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結）

一般貸倒引当金 178 178 223 223

個別貸倒引当金 530 519 223 223

特定海外債権引当勘定 － － － －

貸倒引当金  計 708 697 446 446

債権売却損失引当金 84 84 58 58

特定債務者支援引当金 － － － －

小計 792 781 505 505

特別留保金 － － － －

債権償却準備金 － － － －

小計 － － － －

合計 792 781 505 505

389 891 891

24,670 24,670 24,704 24,704

328 369 369

1,298 1,286 932 932危険債権

要管理債権

正常債権

328

389
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（図表14）リスク管理債権情報

（億円、％）

12/3月末 12/3月末 13/3月末 13/3月末

実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結）

破綻先債権額（Ａ） 147 147 108 108

部分直接償却 595 595 566 566

延滞債権額（Ｂ） 1,469 1,458 1,182 1,182

３か月以上延滞債権額（Ｃ） 0 0 － －

貸出条件緩和債権額（Ｄ） 389 389 891 891

①金利減免債権 109 109 92 92

②金利支払猶予債権 － － － －

③経営支援先に対する債権 120 120 243 243

④元本返済猶予債権 158 158 507 507

⑤その他 0 0 48 48

合計（Ｅ）＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） 2,006 1,995 2,182 2,182

比率（Ｅ）／総貸出 7.72% 7.68% 8.31% 8.31%

　（注）全銀協の「有価証券報告書における「リスク管理債権情報」の開示について」（平成

　　10年3月24日付、平10調々第43号）の定義に従うものとし、貸出条件緩和債権について

　　複数の項目に該当するものについては最も適当と判断した項目に計上いたしました。
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（図表15）不良債権処理状況

（単体） （億円）

12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期

実績 見込み 実績 （注２）見込み（注３）

不良債権処理損失額（Ａ） 260 253 299 (1) 190

個別貸倒引当金繰入額 234 228 197 (2) 180

貸出金償却等（Ｃ） 6 8 81 10

貸出金償却 3 1 27 (2) 10

ＣＣＰＣ向け債権売却損 － － － －

協定銀行等への資産売却損（注１） － － － －

その他債権売却損 2 6 48 (2) －

債権放棄損 － 1 5 －

債権売却損失引当金繰入額 19 14 20 －

特定債務者支援引当金繰入額 － － － －

特定海外債権引当勘定繰入 － － － －

一般貸倒引当金繰入額（Ｂ） ▲ 20 35 44 (3) 0

合計(A)+(B) 239 288 344 190

〈参考〉

貸倒引当金目的取崩による直接償却等（Ｄ） 1,315 544 190

グロス直接償却等（Ｃ）＋（Ｄ） 1,321 625 200

（注１）金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条で定められた協定銀行等への債権売却損です。

（注２）状況説明は備考欄にマークするとともに別紙にまとめて記載いたしました。

（注３）14年３月期見込みにつきましては現時点での見込数値を記載いたしました。

（連結） （億円）

12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期

実績 見込み 実績 （注２）見込み（注３）

不良債権処理損失額（Ａ） 251 253 299 (1) 190

個別貸倒引当金繰入額 225 228 197 (2) 180

貸出金償却等（Ｃ） 6 8 81 10

貸出金償却 3 1 27 (2) 10

ＣＣＰＣ向け債権売却損 － － － －

協定銀行等への資産売却損（注１） － － － －

その他債権売却損 2 6 48 (2) －

債権放棄損 － 1 5 －

債権売却損失引当金繰入額 19 14 20 －

特定債務者支援引当金繰入額 － － － －

特定海外債権引当勘定繰入 － － － －

一般貸倒引当金繰入額（Ｂ） ▲ 20 35 44 (3) 0

合計(A)+(B) 230 288 344 190

〈参考〉

貸倒引当金目的取崩による直接償却等（Ｄ） 1,315 544 190

グロス直接償却等（Ｃ）＋（Ｄ） 1,321 625 200

（注１）金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条で定められた協定銀行等への債権売却損です。

（注２）状況説明は備考欄にマークするとともに別紙にまとめて記載いたしました。

（注３）14年３月期見込みにつきましては現時点での見込数値を記載いたしました。
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（図表16）不良債権償却原資

（単体） （億円）

12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期

実績 見込み 実績 （注） 見込み

業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 349 353 388 (1) 361

国債等債券関係損益 8 27 74 0

株式等損益 17 ▲ 23 ▲ 19 ▲ 48

不動産処分損益 4 ▲ 1 0 0

内部留保利益 － 64 64 102

その他 － 55 79 (2) 0

合計 371 448 512 415

（注）状況説明は備考欄にマークするとともに別紙にまとめて記載いたします。

（連結） （億円）

12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期

実績 見込み 実績 （注） 見込み

業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 349 385 361

国債等債券関係損益 8 74 0

株式等損益 17 ▲ 19 ▲ 48

不動産処分損益 4 0 0

内部留保利益 － 60 105

その他 － 79 (2) 0

合計 371 506 418

（注）状況説明は備考欄にマークするとともに別紙にまとめて記載いたします。
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（図表18）評価損益総括表（平成13年３月末、単体）

有価証券 （億円）

残高 評価損益 評価益 評価損

有価証券 21 0 0 0

債券 21 0 0 0

株式 － － － －

その他 － － － －

金銭の信託 49 0 0 －

有価証券 38 － － －

債券 38 － － －

株式 － － － －

その他 － － － －

金銭の信託 － － － －

有価証券 5 － － －

債券 － － － －

株式 5 － － －

その他 － － － －

金銭の信託 － － － －

有価証券 5,532 -130 71 202

債券 4,106 46 47 1

株式 700 -146 23 169

その他 724 -29 1 30

金銭の信託 － － － －

その他 　

貸借対照表

価額 時価 評価損益 評価益 評価損

151 136 -15 57 72

1 5 3 4 0

－ － -1 0 2

（注１）「土地の再評価に関する法律」に基づき事業用不動産の再評価を

（実施している〈実施時期　／　月〉・実施していない）

（注２）デリバティブ取引、債務保証等の偶発債務に係る損益を含みます。

事業用不動産（注１）

その他不動産

その他資産（注２）

売
買
目
的

満
期
保
有
目
的

子
会
社
等

そ
の
他
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（図表18）評価損益総括表（平成13年３月末、連結）

有価証券 （億円）

残高 評価損益 評価益 評価損

有価証券 21 0 0 0

債券 21 0 0 0

株式 － － － －

その他 － － － －

金銭の信託 49 0 0 0

有価証券 38 － － －

債券 38 － － －

株式 － － － －

その他 － － － －

金銭の信託 － － － －

有価証券 3 － － －

債券 － － － －

株式 3 － － －

その他 － － － －

金銭の信託 － － － －

有価証券 5,532 -130 71 202

債券 4,106 46 47 1

株式 700 -146 23 169

その他 724 -29 1 30

金銭の信託 － － － －

その他 　

貸借対照表

価額 時価 評価損益 評価益 評価損

151 136 -15 57 72

1 5 3 4 0

－ － -1 0 2

（注１）「土地の再評価に関する法律」に基づき事業用不動産の再評価を

（実施している〈実施時期　／　月〉・実施していない）

（注２）デリバティブ取引、債務保証等の偶発債務に係る損益を含みます。

事業用不動産（注１）

その他不動産

その他資産（注２）

売
買
目
的

満
期
保
有
目
的

子
会
社
等

そ
の
他
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(状況説明について)

（図表１－１）収益動向及び計画
　　（１）貸出金
　　　　　13/3月期は、新規貸出・既往取引先のシェアアップ等の需資掘り起こしに取り組む一方、
　　　　不稼働貸出のオフバランス化をすすめたことや、部分直接償却制度の採用により、前年比減
　　　　少いたしました。
　　（２）有価証券
　　　　　国債・投資信託の増加を主因に増加いたしました。
　　（３）預金・ＮＣＤ
    　　　運用に見合った調達を進めた結果、計画を162億円下回りました。
　　（４）その他有価証券評価差額金
　　　　　「その他有価証券」の時価評価は、平成13年度から行う予定でありますが、仮に13/3月期
    　　で実施した場合の評価差損は75億円であります。
　　（５）資金運用収益
　　　　　企業の資金需要が手控え傾向であったこと、保有有価証券の利回りの低下を主因に計画を
    　　下回りました。
　　（６）その他業務利益
    　　　国債等債券売却益計上(75億円)を主因に計画を上回りました。
　　（７）業務純益(一般貸倒引当金繰入前)
    　　　上記（５）・（６）の結果、計画を64億円上回りました。
　　（８）一般貸倒引当金繰入額
　　　　　金融検査マニュアルの運用を従来よりも厳格に行った結果、いわゆる「要管理先」を中心
    　　に引当額が増加いたしました。
　　（９）経費
　　　　　人件費・物件費とも計画の水準を達成いたしました。
　　（10）人件費
    　　　総合退職金制度の見直しにより、退職給付費用の削減を図りました。
　　（11）不良債権処理損失額
    　　　地域経済の停滞に伴う倒産の増加、及び、上半期を中心に全国規模の倒産が集中したこと
    　　により、計画を上回りました。
　　（12）株式等関係損益
    　　　株式等償却額が計画の水準を下回ったことにより、損失額が減少いたしました。
　　（13）経常利益
    　　　業務純益は計画を上回りましたが、不良債権処理の増加により、経常利益は計画を下回り
　　　　ました。
　　（14）特別利益
    　　　償却済債権の取立益を主因に計画を大きく上回りました。
　　（15）税引後当期利益
    　　　以上の結果、当期利益は61億円となり、計画を10億円下回りました。
　　（16）配当可能利益
   　　　 13/3月期の配当可能利益は、中間配当実施後の計数となっております。
    　　　このことにより、計画と10億円の乖離が生じております。

（図表１－２）収益動向(連結ベース)
　　（１）その他業務収益
    　　　国債等債権売却益等によるものであります。
　　（２）その他経常収益
　　　　　株式売却益・貸出債権の売却益・雑益等であります。
　　（３）その他経常費用
　　　　　貸倒引当金繰入額が当初見通しを上回ったことにより、見込み額を上回りました。
　　（４）貸出金償却・個別貸倒引当金純繰入額
　　　　　中間決算で個別貸倒引当金を繰り入れた債権のうち、売却・直接償却したものがあったた
    　　め、当初見込みより、若干の増減があります。
　　（５）一般貸倒引当金純繰入額
    　　　中間決算後は変動が無い見込みでありましたが、「要注意先」への引当が増加いたしまし
　　　　た。
　　（６）経常利益
    　　　以上（１）から（５）により、見込額を3億円上回りました。
　　（７）特別利益
　　　　　償却債権の取立益が見込額を上回りました。
　　（８）当期純利益
　　　　　以上の結果、連結当期純利益は63億円となり、見込額を11億円上回りました。
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（図表２）自己資本比率の推移（国内基準：単体）
　　（１）リスク・アセット
　　　　　余剰資金のマーケット運用、住宅ローンの増加を理由にリスク・アセットが計画を上回り
　　　　ました。
　　（２）自己資本比率
　　　　　リスク・アセットが計画を上回ったことを主因に、計画の数値を下回りました。

（図表２）自己資本比率の推移（国内基準：連結）
　　（１）リスク・アセット
　　　　　余剰資金のマーケット運用、住宅ローンの増加を理由にリスク・アセットが計画を上回り
　　　　ました。
　　（２）自己資本比率
　　　　　リスク・アセットが計画を上回ったことを主因に、計画の数値を下回りました。

（図表６）リストラ計画
　（国内店舗・海外拠点数）
　　（１）国内本支店
　　　　　平成１２年度につきましては、７カ店の一体化運営を実施しております。
　　　　　※　一体化運営とは、当該店舗に支店長を置かず、母店の支店長が兼務し、その他の人員
　　　　　　の削減を行うことにより、実質的に出張所と同様の体制とすることであります。
　　　　　　具体的な実績は下記の通りとなっております。

　　一体化運営実施店（母店）
　　前田支店　　　（手稲支店）　　　　　店舗人員削減数▲　６人　
　　平岡パーク支店（新さっぽろ支店）　　　　　同　　　▲　４人
　　美しが丘支店　（清田支店）　　　　　　　　同　　　▲　１人
　　四番通支店　　（麻生支店）　　　　　　　　同　　　▲　１人
　　南郷七丁目支店（白石支店）　　　　　　　　同　　　▲　１人
　　東豊支店　　　（北二十四条支店）　　　　　同　　　▲　１人
　　医大前支店　　（南一条支店）　　　　　　　同　　　▲　２人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（合計▲１６人）

　　　　　なお、既に平成１３年度につきましては、６月に２カ店（東豊支店・医大前支店）を廃止
　　　　しており、７月に２カ店（南郷七丁目支店・中の島出張所）の廃止及び７カ店（前田支店・
　　　　平岡パーク支店・美しが丘支店・四番通支店・石山通支店・光星支店・北見とん田支店）の
　　　　出張所化を実施いたしております・
　（人件費）
　　（２）給与・報酬及び平均給与月額
　　　　　採用の抑制等に伴い、従業員の平均年齢が３４歳１０カ月（平成１２年３月末）から３６
　　　　歳（平成１３年３月末）へ１歳２カ月上昇いたしましたことから、給与・報酬につきまして
　　　　は計画に対しまして３４９百万円上回っており、平均給与月額では計画に対しまして１千円
　　　　上回っております。
　（役員報酬・賞与）
　　（３）役員報酬
　　　　　平成１１年６月より執行役員制を導入し、役員数（含、監査役）を１６人→１０人、うち
　　　　取締役を１２人→６人に半減しております結果、当初計画に対し、大幅に下振れております。

（図表10）貸出金の推移
(単位:億円)

13/3月末 13/3月末 13/3月末 13/3月末
計画 実績 計画 実績

国内貸出 26,378 26,246 -132 26,578 26,747 169
中小企業向け 13,871 13,143 -728 14,071 13,560 -511
個人向け 7,022 7,160 138
その他 5,485 5,943 458

　（残高ベース）
　　（１）国内貸出
　　　　　計画比▲132億円
　　　　　実勢ベース＋169億円、不良債権処理積み増し▲301億円
　　（２）中小企業向け
　　　　　計画比▲728億円
　　　　　実勢ベース▲511億円、不良債権処理積み増し▲217億円

残高ベース 実勢ベース

計画比 計画比
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　　（３）個人向け
　　　　　計画比＋138億円
　　　　　借換を中心とする住宅ローンの順調な増加によるものです。
　　（４）その他
　　　　　計画比＋458億円
　　　　　地公体向け貸出の期末返済額が当初見込みを下回ったこと等によるものです。
　（実勢ベース）
　　（５）国内貸出
　　　　　計画比＋169億円
　　　　　中小企業向け貸出の実勢ベース▲511億円、個人向け貸出の実勢ベース＋133億円、その他
　　　　貸出の実勢ベース＋547億円によるものです。
　　（６）中小企業向け
　　　　　計画比▲511億円
　　　　　道内景気の低迷が続き、他行を含めた道内中小企業向け貸出総体が約10％程度縮小する状
　　　　況下、良質な貸出資産拡大の観点から全店あげて融資新規や地元優良先へのシェアアップに
　　　　取り組みましたが、計画を下回ることとなりました。
　　　　　要因といたしましては、道内景気の牽引役である公共工事が前年比マイナスの状態が続い
　　　　ていること、また建設業を中心に企業の有利子負債圧縮によるバランスシート健全化の動き
　　　　が活発であったこと、貸出資産の良質化を図るため管理貸出先の回収に取り組んだこと等が
　　　　上げられます。
　（実勢ベースを算出するうえで考慮すべき要因）
　　（７）貸出金償却
　　　　　部分直接償却前ベースで214億円の直接償却を実施いたしました。
　　（８）部分直接償却
　　　　　当行では、平成11年度末から部分直接償却制度を導入しております。
　　（９）バルクセール
　　　　　部分直接償却前ベースで182億円の売却を実施いたしました。

（図表15）不良債権処理状況(単体・連結共)
　　（１）不良債権損失処理額
　　　　　地域経済の停滞に伴う、倒産の増加等により見込額を上回りました。
　　（２）個別貸倒引当金繰入額・貸出金償却・その他債権売却損
　　　　　中間決算で個別貸倒引当金を繰り入れた債権のうち、売却・直接償却したものがあったた
　　　　め、当初見込みより、若干の増減があります。
　　（３）一般貸倒引当金繰入額
　　　　　中間決算後は変動がない見込みでありましたが、「要注意先」への引当が増加いたしまし
　　　　た。

（図表16）不良債権処理原資（単体・連結共）
　　（１）業務純益（一般貸倒引当金繰入前）
　　　　　国債等債券売却益が当初見込みを上回りました。
　　（２）その他
　　　　　株式売却益・債権売却益・償却済債権取立益等であります。
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                                                                       （別紙）

株式会社北海道銀行第２回無担保転換社債(劣後特約付)要項

 

１．社債の名称       株式会社北海道銀行第２回無担保転換社債（劣後特約付）

２．社債の総額　　　 金４５，０３０百万円

３．各社債の金額　　 １５億１百万円の１種

４．社債券の形式　　 無記名式利札なしに限る。

５．利率　　　　　　 年１．１６％

６．発行価額　　　　 額面１００円につき金１００円

７．償還価額　　　 　額面１００円につき金１００円　　　

８．払込期日　　　　 平成１２年３月３１日

９．募集の方法　　　　 

　　国内における一般募集（「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」

　　（平成１０年１０月２２日法律第１４３号）に定める協定銀行により当初取得・保

　　有されるが、その後販売により拡販される可能性がある）

10．償還の方法及び期限   

（１）本社債は、以下のいずれかの事由が生じた場合にその総額を償還する。

　イ．日本において当行について解散判決、株主総会の解散の決議、その他法の定める

      清算事由が発生し、一定の期間内に届出られた債権または当行に知られたる債権

      のうち、本社債に基づく債権及び第１６項（１）乃至（３）と実質的に同じ条件

　　　を付された債権並びにその他本社債と支払に関して同順位または劣後順位にある

　　　債権を除く全ての債権が、その債権額（協定案のある場合は、その条件による）

　　　につき全額の弁済を受けたこと。

　ロ．第１６項（１）乃至（３）に規定する劣後事由が発生し、かつ当該事由にかかる

　　　停止条件が成就したこと。

（２）当行は、金融監督庁の承認を得たうえで、平成１８年４月１日以降第１１項に定

　　　める利息を支払うべき日に、本社債の全部または一部を第７項に定める償還価額

　　　をもって期限前償還を行うことができる。この場合、当行は償還期日の少なくと

　　　も２０日前に必要な事項を第２２項に定める公告もしくはその他の方法により社

　　　債権者に通知する。

（３）本社債の一部償還は抽選の方法によるものとする。

（４）償還すべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前日にこれを繰り

　　　上げる。

（５）本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、金融監督庁の承認を得たうえでこれを

    　行うことができる。

（６）本社債の償還については、本項のほか第１６項に定める劣後特約に従う。

11．利息支払の方法及び期限

（１）本社債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成１２年９月

   　 ３０日を第１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年３月及び

　　　９月の各末日にその日までの前半か年分を支払う。または、期中転換がなされた
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　　　場合には、前半か年以内の４月１日もしくは１０月１日から転換の効力発生日前

　　　日までの利息を日割り計算でこれを支払う。

（２）支払期日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前日にこれを繰り上げ

　　　る。

（３）本社債の利息を計算するときは、各社債の額面金額に第５項に基づく利率を乗じ

　　　て得られる金額に当該利息計算期間の実日数を分子として３６０を分母とする分

　　　数を乗じることによりこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切

　　　り捨てる。

（４）償還期日後は利息をつけない。

（５）本社債の利息の支払については、本項のほか第１６項に定める劣後特約に従う。

12．元利金の支払

　　本社債の元利金は、当行がその支払時に支払能力を有し、かつ支払後においても支

　　払能力を有している場合に限り、支払をすることができるものとする。なお、当該

　　支払日においてかかる条件が満たされなかったために支払わなかった利息は繰延べ

　　るものとする。「支払能力を有する」とは、破産法上支払不能ではなく、かつ、当

　　行の株主総会において法令に従い承認または報告された公認会計士の監査証明を受

　　けた当行の最新の非連結貸借対照表上、資産の部の合計金額が負債の部の合計金額

　　（ただし、第１６項（４）に定義する上位債権者以外の者に対する債務の額を控除

　　するものとする）を超えていることをいう。ただし、本項の目的上、資産の部の合

　　計金額及び負債の部の合計金額は、いずれも当行の代表取締役、監査役または管財

　　人の決定に従い、偶発債務及び後発事象を考慮して調整されるものとする。

13．物上担保・保証の有無

　　本社債には物上担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ

　　れている資産はない。

14．社債の管理

　　本社債には商法第２９７条ただし書きに基づき、社債管理会社は設置されておらず、

　　社債権者は本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。

15．財務上の特約

    本社債には財務上の特約は付されていない。

16．劣後特約

    本社債の償還及び利息の支払は、当行につき破産宣告または会社更生手続開始の決

    定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続またはこれに準ずる

    手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。

（１）破産の場合

　　　本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産宣告

　　　決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払

　　　請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。

　　　（停止条件）

　　　その破産手続の最後の配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの）

　　　に記載された配当に加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権及び本項（１）　
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　　　乃至（３）と実質的に同じ条件を付された債権を除くすべての債権が、各中間配

　　　当、最後の配当及び追加配当によって、その債権額につき全額の満足（配当、供

　　　託を含む）を受けたこと。

（２）会社更生の場合

　　　本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続

　　　開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金

　　　の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。

　　　（停止条件）

　　　当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された

　　　債権のうち、本社債に基づく債権及び本項（１）乃至（３）と実質的に同じ条件

　　　を付された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済

　　　を受けたこと。

（３）日本法以外による倒産手続の場合

　　　当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続またはこれに準ずる手

　　　続が外国において本項（１）または（２）に準じて行われる場合、本社債に基づ

　　　く元利金の支払請求権の効力は、その手続において本項（１）または（２）の停

　　　止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、

　　　その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく

　　　元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。

（４）上位債権者に対する不利益変更の禁止

　　　第１０項乃至第１２項、本項及び第１７項の規定は、いかなる意味においても上

　　　位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の

　　　合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。こ

　　　の場合に、上位債権者とは、当行に対し、本社債に基づく債権及び本項（１）乃

　　　至（３）と実質的に同じ条件を付された債権を除く債権を有するすべての者をい

　　　う。

（５）劣後特約に反する支払の禁止

　　　本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本項（１）乃至（３）に従って発

　　　生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して

　　　支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直

　　　ちに当行に返還する。

（６）相殺禁止

　　　当行について破産宣告決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更

　　　生手続開始決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、または日本法

　　　によらない破産手続、会社更生手続またはこれに準ずる手続が外国において行わ

　　　れている場合には、社債権者は、当行に対して負う債務と本社債に基づく元利金

　　　の支払請求権を相殺してはならない。

17．期限の利益喪失に関する特約の有無

 　 当行は本社債につき、本社債の優先株式への転換を請求し得べき期間の初日の時点

    で、適用法令及び定款によって定められる当行の発行可能な優先株式の数及び内容
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　　が、転換により発行すべき優先株式の数及び内容を満たしていない場合を除き期限

    の利益を喪失しない。ただし、第１０項（１）の適用は妨げられないものとする。

18．優先株式への転換

（１）転換を請求し得べき期間

    　平成１２年７月３日から平成２１年７月３１日までとする。

（２）転換の条件

      本転換社債は、下記の転換の条件で当行の無額面第一種優先株式（以下「優先株

　　  式」という）に転換することができる。

（３）転換価額       ５７０円

（４）転換により発行すべき優先株式数

      本転換社債の転換により発行すべき優先株式数は、以下のとおりとする。

（５）転換により発行する優先株式の内容

      株式会社北海道銀行第一回第一種優先株式

（６）転換請求受付場所

　　　第一勧業富士信託銀行株式会社本店証券代行部

　　　東京都千代田区丸の内一丁目６番２号

（７）転換の効力発生

　　　転換の効力は、転換請求に要する書類及び本転換社債券が上記（６）に記載する

　　　転換請求受付場所に到達したときに発生する。

      ただし、本転換社債券が発行されていないときは、社債券の提出を要しない。

（８）期中転換があった場合の取扱

      本転換社債の転換により発行された優先株式に対する最初の利益配当金は、転換

      請求が平成１３年３月３１日までになされた時には転換の効力発生日から平成

    　１３年３月３１日までの日割り計算でこれを支払う。または、転換の請求が平成

　　　１３年４月１日以降になされた時には転換の効力発生日から最初に到来する３月

　　　３１日または９月３０日までの日割り計算で最初の利益配当金または中間配当金

　　　を支払う。

19．転換により発行される優先株式の概要

（１）株式の種類        株式会社北海道銀行第一回第一種優先株式

（２）発行株式数        無額面第一種優先株式 ７９，０００，０００株

（３）発行価額          １株につき５７０円 

（４）発行価額中資本に  １株につき２８５円

      組入れない額     

転換により発行すべき
優先株式数

各社債権者が転換請求のために提出した
本転換社債額面金額の総額

転換価額
＝
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（５）優先配当金        

  イ．優先配当金        本優先株式１株につき６円６２銭とする。

  ロ．非累積条項        ある営業年度において、本優先株式の株主（以下「本優先株

                        主」という）に対して支払う利益配当金の額が優先配当金の

                        額に達しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積し

                        ない。 

  ハ．非参加条項        本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

（６）優先中間配当金    本優先株式１株につき３円３１銭とする。

（７）残余財産の分配    当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普

                     　 通株主に先立ち、本優先株式１株につき５７０円を支払う。

                        本優先株主に対しては、上記５７０円のほか、残余財産の分

                        配は行わない。

（８）優先順位          本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分

                     　 配順位は、当行が発行するすべての優先株式と同順位とする。

（９）消却              当行は、いつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当

                        すべき利益をもって当該買入価額により消却することができ

                        る。

（10）議決権            本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総

                        会において議決権を有しない。

（11）新株引受権等      当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式に

                     　 ついて株式の併合または分割は行わない。

                        当行は、本優先株主には新株の引受権または転換社債もしく

                        は新株引受権付社債の引受権を与えない。   

（12）普通株式への転換  

　　　本優先株主は、下記の転換の条件で当行の普通株式への転換を請求することがで

      きる。

  イ．転換を請求し得べき期間

      平成１３年８月１日から平成２２年７月３１日までとする。

      ただし、当行株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための一定の日

      （以下「基準日」という）の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日

    　までの期間を除く。

  ロ．転換の条件        

（イ）当初転換価額    

      当初転換価額は、平成１３年８月１日の時価とする。ただし、当該時価が１１０

      円を下回る場合は、当初転換価額は１１０円（以下「下限転換価額」という）と

      する。「平成１３年８月１日の時価」とは、平成１３年８月１日に先立つ４５取

      引日目に始まる３０取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引

      の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とし、その

      計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

      なお、上記４５取引日の間に、下記（ハ）に定める転換価額の調整事由が生じた
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      場合には、上記の時価は（ハ）に準じて調整される。

（ロ）転換価額の修正   

      転換価額は、平成１４年８月１日以降平成２１年８月１日までの毎年８月１日

    　（以下それぞれ「転換価額修正日」という）に、当該転換価額修正日現在の時価

    　に修正される。ただし、当該時価が下限転換価額を下回る場合は、修正後転換価

    　額は下限転換価額とする。「転換価額修正日現在の時価」とは、各転換価額修正

    　日に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日の東京証券取引所における当行の普

    　通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を

    　除く）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

　　　五入する。

    　なお、上記４５取引日の間に、下記（ハ）に定める転換価額の調整事由が生じた

    　場合には、上記の時価は（ハ）に準じて調整される。

（ハ）転換価額の調整

  ①　本優先株式発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、転換価額（下限転

      換価額を含む）を次に定める算式（以下「転換価額調整式」という）により調整

      する。ただし、転換価額調整式により計算される転換価額が普通株式の額面金額

      の２倍の額を下回る場合には、普通株式の額面金額の２倍の額をもって調整後転

      換価額とする。

 

 

 

 

　

      転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

      ２位を四捨五入する。

   a. 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場

      合

      調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日があ

      る場合はその日の翌日以降これを適用する。

　 b. 株式の分割により普通株式を発行する場合

      調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日がある場合はその翌日以降、

      また株式の分割のための株主割当日がない場合は商法第２２０条にて準用する商

      法第２１５条第１項に規定された一定の期間満了の日の翌日以降これを適用する。

      ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもっ

      て株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当

      可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のた

      めの株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本

      組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

   c. 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式に転換また

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

既発行普通株式数　＋　新規発行普通株式数
×

既発行
普通株式数

＋
新規発行普通株式数 × １株当たり払込金額

１株当たり時価
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      は新株引受権を行使できる証券を発行する場合

      調整後の転換価額は、その証券の発行日に、または募集のための株主割当日があ

      る場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株引

      受権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降またはその割当日の翌日

      以降これを適用する。

   d. 普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券であって、転換価額または新

      株引受権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価額決定

      日」という）の時価を基準として決定されるものとされている証券を発行した場

      合において、決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時

      価を下回る場合

      調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券の全額が転換またはすべて

      の新株引受権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降これを適用

      する。

  ②  上記（ハ）①に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等に

      より転換価額（下限転換価額を含む）の調整を必要とする場合には、当行取締役

      会が適当と判断する転換価額に変更される。

  ③  転換価額調整式に使用する１株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日（た

      だし、上記（ハ）①b.ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ４５取引日目

      に始まる３０取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日

      の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とし、その計算は

      円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記

      ４５取引日の間に、上記（ハ）①または②に定める転換価額の調整事由が生じた

      場合には、調整後転換価額は上記（ハ）①または②に準じて調整される。

  ④  転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日に

      おいて有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数

      は、株主割当日がある場合はその株主割当日の、また、株主割当日がない場合は

      次に定める日における当行の発行済普通株式数とする。

   a. 株式の分割を行う場合は、商法第２２０条にて準用する商法第２１５条第１項に

      規定された一定の期間満了の日

   b. その他の場合には、調整後転換価額を適用する日の１カ月前の日

  ⑤  転換価額調整式に使用する１株当たりの払込金額とは、(A)上記（ハ）① a.の時

      価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭

      以外の財産による払込の場合には適正な評価額）、(B)上記（ハ）① b.の株式分

      割により普通株式を発行する場合は０円、(C)上記（ハ）① c.の時価を下回る価

      額をもって普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合に

      は、当該転換価額または新株引受権の行使価額、(D)上記（ハ）① d.の決定され

      た転換価額または行使価額が転換価額調整式の時価を下回る場合には、当該転換

      価額または新株引受権の行使価額をそれぞれいうものとする。
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（ニ）転換により発行すべき普通株式数

      本優先株式の転換により発行すべき当行の普通株式数は、以下のとおりとする。

                              

      転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じた

      ときは、これを切り捨てる。

（ホ）転換により発行する株式の内容

      株式会社北海道銀行額面普通株式（現在１株の額面金額５０円）

（ヘ）転換請求受付場所

      第一勧業富士信託銀行株式会社本店証券代行部

      東京都千代田区丸の内一丁目６番２号

（ト）転換の効力発生

      転換の効力は、転換請求に要する書類及び本優先株式の株券が上記（ヘ）に記載

      する転換請求受付場所に到達したときに発生する。

      ただし、本優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。 

（13）普通株式への一斉転換

      平成２２年７月３１日までに転換請求のなかった本優先株式は、平成２２年８月

      １日（以下「一斉転換日」という）をもって、本優先株式１株の払込金相当額を

      一斉転換日に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日の東京証券取引所における

      当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のな

      い日数を除く）で除して得られる数の普通株式となる。ただし、平均値の計算は、

      円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。この場合、当

      該平均値が普通株式の額面金額または１１０円のいずれか高い金額を下回るとき

      は、本優先株式１株の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数

      の普通株式となる。

      上記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、商法に

      定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。

（14）期中転換または一斉転換があった場合の取扱

      本優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中

      間配当金は、転換の請求または一斉転換が４月１日から９月３０日までになされ

      たときは４月１日に、１０月１日から翌年３月３１日までになされたときは１０

      月１日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

20．登録の抹消による社債券の交付

　　当行は、社債権者より登録した本社債について登録機関を経由して登録を抹消し、

　　社債券の発行を請求された場合には、当該社債券を交付する。

転換により発行すべき
普通株式数

本優先株主が転換請求のために提出した
本優先株式の発行価額総額

転換価額
＝
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21．社債券の喪失等

（１）本社債の社債券を喪失した者が、その種類、記番号及び喪失の事由等を当行に届

　　　け出て、かつ、公示催告の手続をし、その無効宣言があった後、除権判決の確定

　　　謄本を添えて請求したときは、当行は、これに代り社債券を交付する。

（２）本社債の社債券を毀損または汚染したときは、その社債券を提出して代り社債券

　　　の交付を請求することができる。ただし、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例に

　　　準ずる。

（３）代り社債券を交付する場合は、当行は、これに要した実費（印紙税を含む）を徴

　　　収する。本社債の登録を抹消し、社債券を交付する場合も同様とする。

22．社債権者に通知する場合の公告の方法

　　本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を

　　除いては、当行の定款所定の新聞紙に掲載する。

23．社債要項の公示

　　当行は、その本店に本要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供す

　　る。

24．社債要項の変更

（１）本要項に定められた事項（ただし、第２６項を除く）の変更は、法令に定めがあ

　　　るときを除き、裁判所の許可を得たうえ、社債権者集会の決議を要するものとし、

　　　さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。

（２）前号の社債権者集会の決議は、本要項と一体をなすものとする。

25．社債権者集会に関する事項

（１）本社債の社債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、会日より少なくとも

　　　３週間前に社債権者集会を開く旨及び会議の目的たる事項を公告する。

（２）本社債の社債権者集会は、北海道においてこれを行う。

（３）社債総額の１０分の１以上に当たる社債権者は、会議の目的たる事項及び招集の

　　　理由を記載した書面を当行に提出して社債権者集会の招集を請求することができ

　　　る。

26．元利金支払事務取扱者及び元利金支払場所

　　株式会社北海道銀行　本店

27．登録機関

　　株式会社北海道銀行　

28．上記各項については、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」に

　　基づく承認、並びに各種の法令に基づく届出、許認可の効力発生を条件とする。

                                                                        以  上
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